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第 7 章 
会則及び付則 

 
A. 会則 

 
1. 標準版単一及び準地区会則及び付則 

 
理事会は、Exhibit A としてここに添付されている標準版会則及び付則を、単一

及び準地区用として採用する。 
 
理事会は、標準版地区会則及び付則における特定の規定を、改正してはならない

必須のものとして採用する。 
 

2. 標準版クラブ会則及び付則 
 
理事会は、Exhibit B としてここに添付されている標準版クラブ会則及び付則を、

すべてのライオンズクラブ用として採用するとともに、理事会によって随時行わ

れる改正も同様とすることを定め、独自の会則及び付則を持たないライオンズク

ラブはすべて本標準版を採用しなければならない。 
 

3. 標準版複合地区会則及び付則 
 
理事会は、Exhibit C としてここに添付されている標準版複合地区会則及び付則

を、すべての複合地区用として採用する。 
 

4. 標準版の優越性 
 
理事会は、それぞれの地区（単一、準、又は複合）会則及び付則には定められて

いないが、標準版（単一、準、又は複合）会則及び付則に定められている地区

（単一、準、又は複合）の運営事項はすべて、標準版（単一、準、又は複合）会

則及び付則にある規定に準拠しなければならないことを方針としてここに宣言す

る。 
 
理事会は、国際会則及び付則との整合性があり、個々のクラブの会則及び付則に

は定められていないが、標準版ライオンズクラブ会則及び付則に定められている

クラブの運営事項はすべて、標準版ライオンズクラブ会則及び付則にある規定に

準拠しなければならないことを方針としてここに宣言する。 
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5. ライオンズ国際切手クラブ 
 
1974 年 11 月 25 日に承認された会則が、Exhibit D として添付されている。 
 

6. ライオンズ国際交換ピン・クラブ 
 
会則が Exhibit E として添付されている。 
 

7. ライオンズ国際貨幣クラブ 
 
会則が Exhibit F として添付されている。 
 

8. ライオンズクラブ国際インターネットクラブ 
 
会則が Exhibit G として添付されている。 
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EXHIBIT A 
LA-4 
 

標準版地区会則及び付則 
 
 

黄色になっている箇所 

 

国際会則及び付則、並びに理事会方針に従い変更してはならない条項。 

 

灰色になっている箇所 

 

最近変更された箇所。 

 

着色されていない箇所 

 

変更してもよい規定。 
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第 1 条 
名称 

 
本組織の名称を○○地区とする。これ以降、「地区」とする。 
 

第 2 条 
目的 

 
本地区の目的は、次の通りである。 
 

(a) ライオンズクラブ国際協会の目的を本地区内で推進するため、運営機構を設ける。 
(b) 世界の人々との間に相互理解の精神を培い発展させる。 
(c) 本地区における会員増加につながるよい施政とよい公民の原則を高揚する。 
(d) 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。 
(e) 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の融和をはかる。 
(f) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、

宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。 
(g) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、

また、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳

的水準をさらに高める。 
 

第 3 条 
メンバー 

 
本組織のメンバーは、ライオンズクラブ国際協会から結成の認証を受けた本地区内すべ

てのライオンズクラブとする。 
 
本地区の境界線は次の通りとする。 
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第 4 条 – 紋章、色、スローガン及びモットー 

 
第 1 項 紋章。本協会及び正クラブの紋章は、下記の通りである。 
 

 
 
 
第 2 項 名称及び紋章の使用。協会の名称、紋章、その他の標識の使用は、付則に随

時定められる基準の通りである。 
 
第 3 項 色。本協会及び正クラブの色は、紫色及び金色である。 
 
第 4 項 スローガン。本協会のスローガンは、「Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）」である。 
 

第 5 項 モットー。モットーは、「We Serve (われわれは奉仕する）」である。 
 

第 5 条 
優越性 

 

複合地区および国際会則及び付則とライオンズクラブ国際協会の方針と抵触せずに地区

がそれを改正した場合を除き、地区は標準版地区会則及び付則に準拠するものとする。

地区の会則及び付則と複合地区の会則及び付則の間に抵触する規定または矛盾が存在す

る場合はいかなる場合も当該複合地区会則に準拠するものとする。地区会則及び付則と

国際会則及び付則の間に抵触する規定または矛盾が存在する場合には国際会則及び付則

に準拠するものとする。 
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第 6条 
役員及び地区キャビネット 

 

第 1項 役員。本地区の役員は、地区ガバナー、前地区ガバナー、第一及び第二副地

区ガバナー、リジョン・チェアパーソン（地区ガバナー任期中に活用される場合）、ゾ

ーン・チェアパーソン、キャビネット幹事兼会計又はキャビネット幹事及びキャビネッ

ト会計である。かかる各役員は、本地区におけるグッドスタンディングのライオンズク

ラブのグッドスタンディングの会員でなければならない。10 
 

第 2項 地区キャビネット。地区は、地区ガバナー、前地区ガバナー、第一及び第二

副地区ガバナー、リジョン・チェアパーソン（地区ガバナー任期中に活用される場合）、

ゾーン・チェアパーソン、キャビネット幹事兼会計又はキャビネット幹事及びキャビネ

ット会計、並びに本会則及び付則の改正手順に従って改正されたキャビネット構成員選

任の規定に含まれるその他のクラブ会員から成る地区キャビネットを構成する。さらに、

地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター、地区グローバル指導力育成チー

ム・コーディネーター、地区グローバル奉仕チーム・コーディネーター、地区グローバ

ル・エクステンション・チーム・コーディネーター、地区マーケティング委員長、地区

LCIF コーディネーターは投票権のない地区キャビネット構成員となることができる。

かかる各キャビネット構成員は、本地区におけるグッドスタンディングのライオンズク

ラブのグッドスタンディングの会員でなければならない。レオまたはレオライオンがレ

オ／レオライオン・キャビネット・リエゾンの役職に任命される場合は、この役職はキ

ャビネットにおける投票権を持たないアドバイザーを務める。20 

 

第 3項 地区キャビネットの選挙／任命。地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナ

ーは、地区の年次大会において選出される。キャビネット幹事兼会計、又はキャビネッ

ト幹事及びキャビネット会計各 1 名、地区内のリジョンごとに 1 名のリジョン・チェ

アパーソン（地区ガバナー任期中に活用される場合）、ゾーンごとに 1 名のゾーン・

チェアパーソン、守衛官、並びに地区キャビネットに含まれるその他のクラブ会員は、

ガバナー就任時までに、地区ガバナーが任命、または地区が選出する。 
 

第 4項 解任。地区ガバナーによって任命された地区キャビネット構成員は、正当な

理由があれば、地区ガバナーが解任できる。地区ガバナー30、第一副地区ガバナー、第

二副地区ガバナーを除く、選挙で選ばれた地区キャビネット構成員は、正当な理由 40が

あれば、地区キャビネット全構成員の 3分の 2以上の賛成票によって解任できる。 
 

 
1 本項に記載されている役員は、地区キャビネットに必要とされる最小限の役員である。地区がこれ以外に役員を加

える場合には、本項を改正することによってこれを行うことができる。 
2 本項に記載されているキャビネット構成員は、必要とされる最小限のキャビネット構成員である。地区がこれ以外

にキャビネット構成員を加える場合には、本項を改正することによってこれを行うことができる。  
3 地区ガバナーは、国際会則第 5 条第 9 項により、国際理事会全構成員の 3 分の 2 の賛成票によって解任できる。 
4 ロバート議事規則最新版に従って地区キャビネットが決定する理由を正当な理由とみなすことができる。  
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第 7条 
地区大会 

 

第 1項 開催日時及び場所。地区の年次大会は、毎年国際大会の少なくとも 30 日前ま

でに終了するように、前年の地区年次大会の代議員によって定められた場所において、

地区ガバナーが定める日時に開催される。その地区が所属する複合地区の年次大会に出

席し、大会登録をした代議員の会合を、その地区の年次大会とみなすことができる。50 
 
第 2項 クラブ代議員の算出方法。ライオンズクラブ国際協会及び地区（単一又は準

及び複合）においてグッドスタンディングである各正クラブは、大会が開催される月の

前月 1 日付の国際本部の記録に基づき少なくとも 1年と 1日クラブに在籍している会員

10 名ごと及びその過半の端数について、代議員 1 人及び補欠代議員 1人を地区（単一

又は準及び複合）の年次大会に出席させる権利を有する。本項にある過半の端数とは、

5 人以上の会員数である。資格を証明され出席している代議員は、大会で選ばれる各役

員につき 1票を、また大会に提出された各議題について 1票を投ずる権利を持つ。ほか

に別の規定がない限り、いかなる議題についても、投票した代議員の過半数の賛成投票

が大会の決議となる。有資格の代議員はすべて、本地区におけるグッドスタンディング

のクラブに所属するグッドスタンディングの会員でなければならない。60 クラブは、

それぞれの大会の議事規則によって定められた代議員資格証明締切り時の 15 日前まで

に滞納金を支払って、グッドスタンディングになることができる。70 
 
第 3項 定足数。大会のいかなる会合においても、大会登録をした代議員の過半数の

出席を定足数とする。 
 
第 4項 特別大会。地区キャビネットの 3 分の 2の投票により、地区を構成するクラ

ブの特別大会を、地区キャビネットが決定する日時及び場所で招集することができる。

ただし、かかる特別大会は遅くとも国際大会開催日の 30 日前までに終了していなけれ

ばならず、そのような特別大会は地区ガバナー、第一副地区ガバナー、あるいは第二副

地区ガバナーの選挙を行うために開かれてはならない。特別大会の開催日時、場所、目

的が記載された書面による通知は、地区キャビネット幹事によって、かかる特別大会開

催日の遅くとも 30 日までに地区内の各クラブに対して行われなければならない。 
 
 

 
5 地区会則及び付則改正により別の制約がない限り、地区の地理的領域外で地区大会を開催することへの制約はない。  
6 会員が有資格の代議員となるためには、クラブに 1 年と 1 日在籍している必要はない。 
7 地区はこの規定を改正することにより、クラブに割り当てられる代議員数とは別に、元地区ガバナーが投票できる

ようにすることができる。国際付則第 9 条 3 項に従って、「...さらに各地区(単一、準、複合)は、それぞれの地区会

則及び付則に規定を明記することにより、上記クラブ代議員割当て数とは別に、地区内クラブに所属する各元地区ガ

バナーに代議員としての資格を与えることができる」。   
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第 8 条 
地区紛争処理手順 

 

地区会則及び付則の規定、または地区（単一または準）キャビネットにより随時採択さ

れる方針や手順から生じるすべての紛争もしくは申し立て、あるいは、地区（単一また

は準）内のクラブ間、またはクラブと地区（単一または準）行政との間に生じる、他の

方法で満足のいく解決ができないその他すべてのライオンズ地区（単一または準）内部

の問題は、国際理事会により定められた紛争処理手順に従って解決されるものとする。 
 

第 9 条 
改正 

 
第 1 項 改正手順。地区大会において、地区大会の会則及び付則委員会の改正案が投

票者の 3 分の 2 の賛成投票を得た場合にのみ、本会則は改正される。 
 
第 2 項 自動更新。国際大会において国際会則及び付則の改正が可決され、本地区会

則及び付則に影響を及ぼすものがある場合には、大会閉会時に本地区会則及び付則は自

動的に更新される。 
 

第 3 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正案が普通の郵便あるいは電子的手

段により各クラブに対し発表され、それが投票に付される旨の通知が行われなければ、

改正案は提出されず、投票も行われない。 
 

第 4 項 発効日。改正案に特に条件が付いていない限り、改正は、それが採択された

大会の閉会時から有効となる。 
 
 

付則 
 

第 1 条 
第三副会長 

及び 
国際理事候補の指名及び推薦 

 
第 1 項 推薦手順。国際会則及び付則の規定に従い、地区大会において国際理事又は

第三副会長候補として推薦を求めるライオンズクラブ会員は、下記を行わなければなら

ない。 
 

(a) 推薦が票決される地区大会の 30 日前までに、推薦を求める旨の文書を、地区ガ

バナー並びに、複合地区内の準地区の場合は複合地区協議会幹事兼会計宛てに郵

送又は持参する。 
(b) 候補者の資格に関して国際会則及び付則で定められている条件を満たしている証

拠を、この文書に添えて提出する。 
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第 2 項 指名。地区ガバナーは、各立候補者の届け出を、直ちに大会の指名委員会に

送る。同委員会はこれを考察し、国際会則及び付則に従い、必要に応じて資格に関する

追加の証拠を候補者から入手し、国際会則及び付則の条件を満たしている者を、それぞ

れの大会で候補者として指名する。 
 
第 3 項 支持演説。各候補者のためには、3 分以内の支持演説が 1 回許可される。 
 
第 4 項 投票。推薦に関する投票は、投票用紙を用いて無記名で行う。ただし、候補

者が 1 人だけ指名された場合は、発声投票を行うことができる。過半数の票を得た者が、

その地区及び大会の候補者として推薦された (選ばれた) ものとみなされる。同点得票

者が出た場合、あるいは必要な過半数得票者を 1 人出すことができなかった場合には、

1 人が過半数の票を獲得するまで、投票を繰り返す。 
 
第 5 項 推薦証明。それぞれの大会の推薦証明書は、国際会則及び付則の規定に従っ

て、指定された地区役員が、国際本部（並びに、この地区が複合地区に属する準地区の

場合には複合地区協議会）に、文書にて送る。 
 
第 6 項 有効性。本地区内ライオンズクラブのいかなる候補者の地区推薦も、本条項

の規定に沿っていない限り、無効となる。 
 

第 2 条 
地区推薦、選挙及び任命 

 
第 1 項 指名委員会。各地区ガバナーは、3 人以上で 5 人以下の構成員から成る指名委

員会を任命し、準地区大会の少なくとも 60 日前までにその旨を文書で各委員に通知し

なければならない。委員は地区内の異なるグッドスタンディング・クラブのグッドスタ

ンディングの会員とし、任命を受けている期間中は、選挙または任命のいずれの方法で

役職に就いたかにかかわらず、地区キャビネット又は国際協会のいかなる役員であって

もならない。 
 
第 2 項 地区ガバナー選挙手順。地区内の有資格クラブ会員で地区ガバナーに立候補

する者は、指名委員会が大会で報告する前日までに、立候補の意図を文書で指名委員会

に知らせ、候補者に関して国際会則及び付則で定められている条件を満たしている証拠

を出す。指名委員会は、資格が証明されたすべての候補者を地区大会で指名する。80立

候補する者がいないか、あるいは立候補した者がいても有資格と認められなかった場合

にのみ、会場の席から候補者を指名推薦することができる。候補者のためには、5分以

内の推薦演説 1回と、3分以内の支持演説 1回が許される。 
 

 
8 地区ガバナーに関する指名委員会チェックリストを参照（別紙 D 参照） 
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第 3 項 第一及び第二副地区ガバナー選挙手順。地区内のクラブ会員で第一又は第二

副地区ガバナーに立候補する者は、選挙日の少なくとも 30 日前までに立候補の意図を

文書で指名委員会に知らせ、候補者に関して国際会則及び付則で定められている条件を

満たしている証拠を出す。指名委員会は、資格が証明されたすべての候補者を地区大会

で指名する。90
立候補する者がいないか、あるいは立候補した者がいても有資格と認め

られなかった場合にのみ、会場の席から候補者を指名推薦することができる。各候補者

のためには、5 分以内の推薦演説 1 回と、3 分以内の支持演説 1 回が許される。 
 

第 4 項 投票。選挙は、投票用紙を用いて無記名で行わなければならず、候補者が 1
人又は複数いる場合であっても、当選者としてみなされるためには、候補者は、出席し

て投票した代議員の過半数の票を獲得しなければならない。このような選挙における過

半数とは、白紙及び棄権票を除く有効投票総数の 2 分の 1 を超える数を意味する。最初

の投票及びそれ以降の投票において、いずれの候補者も過半数の票を獲得しなかった場

合には、最低票数を得た候補者または同数で最低票数を得た複数の候補者を落選とし、

1 人の候補者が過半数の票を獲得するまで投票を繰り返す。いずれの投票でも同点の場

合、1 人が当選するまで投票を継続する。100 
 

第 5 項 地区ガバナー空席。地区ガバナー職が空席となった場合には国際会則及び付則

の規定に従って空席を補充する。その場合、前地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバ

ナー、その地区に所属する元地区ガバナー、元国際理事、並びに元国際会長は、前地区

ガバナーが定める日時及び場所で会議を開き、国際理事会に推薦する後任者を選ぶ。110 
 
かかる会議に出席するよう案内状をその会議の 15 日前までに出すのは、前地区ガバナ

ー、ただし前地区ガバナーに任務遂行が不可能な場合にはそれが可能な最も近年の元地

区ガバナーの義務である。 
 
地区ガバナー職の空席を補充するために選ばれるライオンは: 
 

(a) 所属単一又は準地区内のグッドスタンディングの正ライオンズクラブにおけるグ

ッドスタンディングの正会員であり、 
(b) 所属クラブの推薦、あるいは所属地区内過半数のクラブの推薦を受け、 
(c) 地区ガバナー就任の時点で、 

(i) ライオンズクラブの役員として全期又は過半の期間、かつ 
(ii) 地区キャビネットの構成員として 2 年間又はその過半の期間を務めた者で

なければならない。 
(iii) 上記のいずれも、同時に達成させることはできない。 

 
 

9 第一及び第二副地区ガバナー候補者に関する指名チェックリストを参照する（別紙 E 及び別紙 F 参

照）。 
10 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、及び第二副地区ガバナー選挙用に推奨される投票用紙が本章の

別紙 G に掲載されている。 
11 別紙 B 参照。 
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第一副地区ガバナーはその職を全期務め終え、地区ガバナー職の空席補充者には有資格

の他のライオンを考慮することが奨励される。 
 
第 6 項 第一及び第二副地区ガバナー並びにその他の役職の空席。地区ガバナー、第

一及び第二副地区ガバナー職の空席を除く、いかなる役職に空席が生じた場合にも、そ

の役職の残る任期の後任者は、地区ガバナーが任命する。第一又は第二副地区ガバナー

職に空席が生じた場合には、前地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナ

ー並びに地区内の正ライオンズクラブのグッドスタンディング会員である元国際役員全

員の会議を、地区ガバナーが招集する。残る任期の第一又は第二副地区ガバナーとして

有資格のクラブ会員を任命することが、この会議出席者の義務である。空席を埋めるに

当たり、この会議に出席するよう案内状を同会議の 15 日前までに出すのは、地区ガバ

ナー、あるいは地区ガバナーにその任務遂行が不可能な場合には、それが可能な最も近

年の元地区ガバナーの義務であり、会議の議長を務めるのも同ガバナーの責任である。

議長は、会議の結果を 7 日以内に国際本部に報告すると共に、会議の案内を出した証拠

と出席者の記録を提出する。会議出席の案内を受ける資格を持ち、会議に出席した会員

には、選びたいライオンに対して 1 票を投ずる権利が与えられる。 
 
第一又は第二副地区ガバナー職の空席を補充するために選ばれるライオンは: 
 

(a) 所属単一又は準地区内のグッドスタンディングの正ライオンズクラブにおけるグ

ッドスタンディングの正会員であり、 
(b) 所属クラブの推薦、あるいは所属地区内過半数のクラブの推薦を受け、 
(c) 第一又は第二副地区ガバナー就任の時点で、 

(i) ライオンズクラブの役員として全期又は過半の期間、かつ 
(ii) 地区キャビネットの構成員として全期又は過半の期間を務めた者でなけれ

ばならない。 
(iii) 上記のいずれも、同時に達成させることはできない。 

(d) 地区ガバナーとして全期又は過半の期間務めていない。 
[上記の変更は 2022 年 7 月 1 日に発効する] 
 

第 7 項 リジョン／ゾーン・チェアパーソンの資格。リジョン・チェアパーソン及び

ゾーン・チェアパーソンは、下記条件を満たさなければならない。 
 

(a) それぞれのリジョン又はゾーンのグッドスタンディングの正会員であり、 
(b) リジョン・チェアパーソン又はゾーン・チェアパーソンに就任するまでに、ライ

オンズクラブ会長の任期を満了するか、過半期務め、ライオンズクラブ理事会メ

ンバーを更に 2年以上務めた。120 
(c) 地区ガバナーとして全期または過半の期間務めた経験がない。 

 
12 地区は資格要件に変更を加え、本項に記述されているものよりも要件を増やす、または減らすことが

できる。 
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(d) ゾーンおよびリジョン・チェアパーソンとしてその役職を務められるのは、通算

で 3年までである。 
 
第 8 項 リジョン／ゾーン・チェアパーソンの任命／選出。地区ガバナーは、就任す

る時までに、地区内のリジョンごとにリジョン・チェアパーソン（地区ガバナー任期中

に活用される場合）を 1 人、ゾーンごとにゾーン・チェアパーソンを 1 人任命する。 
 
第 9 項 リジョン／ゾーン・チェアパーソンの空席。リジョン・チェアパーソン又は

ゾーン・チェアパーソンがそれぞれのリジョン又はゾーン内のクラブ会員でなくなった

場合には、その任期は停止され、地区ガバナーは後任者を任命する。ただし、地区ガバ

ナーは自らの裁量で、残る任期の間リジョン・チェアパーソン職を用いないことにして

もよい。 
 

第 3 条 
地区役員／キャビネットの任務 

 

第 1 項。地区ガバナー。国際理事会の全般的監督のもとに本地区において国際協会を

代表する。さらに、地区における最高運営責任者として、第一及び第二副地区ガバナー、

リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン、キャビネット幹事兼会計、その

他本地区会則及び付則に定められるキャビネット構成員を直接監督する。具体的な任務

は次のとおりである。 
(a) 地区における会員増加につながるよう、協会の目的を推進する。 
(b) 以下の分野における各地区目標の達成に焦点を当て、それに向けて取り組むため

の現行の地区行動計画を実施する地区の役員チームのメンバーを監督する。 
(1) 新ライオンズクラブを結成する。   
(2) 効果的なクラブ運営を徹底する。  
(3) 会員純増を達成する。  
(4) クラブレベルと地区レベルでリーダー育成と技能開発を提供する。  
(5) 有意義な人道支援奉仕を実施し報告するよう各クラブに奨励する。  
(6) ライオンズクラブ国際財団を支援・推進し、ライオンズクラブ国際財団へ

のクラブと会員による寄付を奨励する。  
(c) 地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーターとして、地区内クラブ

の会員増強、新クラブ結成、指導力育成、人道奉仕を監督し、推進する。 
(d) 地区の運営管理を監督する。 

(1) 会員のニーズを満たすため、地区の各行事を効果的に管理する。 
(2) 本地区会則に従って、キャビネット役員及び地区の委員を指導監督する。 
(3) 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録一式並びに資金

を速やかに後任者に引き渡す。 
(4) 地区大会あるいは複合地区大会における地区年次会議で、現会計年度の詳

しい収支報告書を提出する。 
(5) 協会の名称及び紋章の使用違反をすべてライオンズクラブ国際協会に報告

する。 
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(e) 各クラブが、国際会則及び付則に従って運営し、会員維持率を向上するアクティ

ビティを支援し、協会におけるグッドスタンディングを保つよう、指導する。 
(1) 地区内のライオンズクラブの運営が円滑に行われるよう、各クラブが最低

年に１度地区ガバナー、地区キャビネットの一員、または地区ガバナーが

指名するライオンによる直接の（または必要ならオンラインでの）訪問を

受けることを確実にする。 
(2) ゾーン・チェアパーソンとリジョン・チェアパーソン（いる場合）の支援

を得て、地区内の各クラブの状態を見守り、各クラブがグッドスタンディ

ングを保っていること、会員のニーズを満たしていること、協会の目的を

支援していることを確かめる。 
(3) 適切な手段を用いて、ライオンズクラブ間の協調を図り、対立を解消する。  

(f) 地区大会、キャビネット会議及びその他会議に出席した場合には、その議長を務

める。 
(g) 国際理事会により要請されるその他の任務を遂行する。 

第 2 項。第一副地区ガバナー。第一副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のも

とに、地区ガバナーの最高運営補佐役及び代理を務める。具体的な責任は次のとおりで

あるが、これに限定されるものではない。 
(a) 地区における会員増加につながるよう、本協会の目的を推進する。 
(b) 現行の地区行動計画の成功に向けて積極的に努力する。 
(c) 地区ガバナー及び第二副地区ガバナーとともに、地区の強みと弱みを確認し

た上で、地区目標の達成に焦点を当てそれに向けて取り組むための、進行中

の地区計画をさらに調整・推敲する。 
(d) 翌年度以降、地区目標に向けた行動計画を策定・実施できるよう、極めて優

れたチームを特定して備える。 
(1) 地区計画を遂行するために必要な行動を理解する。 
(2) 各役職に就く上での、役割と責任、情報資料、そして資格のあるライオン

ズを知る。  
(3) チームメンバーが各自の役目を果たすために十分な研修を確実に受けるよ

うにする。 
(4) クラブ役員と密接に協力して未来の地区役員を特定する。 

(e) 地区ガバナーまたは国際理事会の方針によって課される職務やその他の指示

を遂行する。 
(f) 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 
(g) すべてのキャビネット会議に積極的に参加し、地区ガバナー不在の際には、

会議において議長を務める。 
(h) 地区ガバナー職に空席が生じた場合、その任務と責任を果たすことができる

よう、地区ガバナーの任務を心得ておく。  
(i) 必要に応じてガバナー協議会会議に参加する。 
(j) 地区予算作成に協力する。 
(k) 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
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(l) 地区ガバナー及び地区大会委員会と連携し、年次地区大会を支援し計画する

と共に、地区内の他の行事の企画及び推進において地区ガバナーに協力する。 
 

第 3 項。第二副地区ガバナー。第二副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のも

とにある。具体的な責任は次のとおりであるが、これに限定されるものではない。 
(a) 地区における会員増加につながるよう、本協会の目的を推進する。 
(b) 現行の地区行動計画の成功に向けて積極的に努力する。 
(c) リジョン及びゾーン・チェアパーソンと地区との橋渡し役（地区ガバナーの指示

のもとに）を務め、クラブの健康を支えるためゾーン運営を成功させられるよう

努力する。 
(d) 地区内クラブの強みと弱みを把握し、クラブの発展をサポートする情報資料に精

通する。 
(e) 地区ガバナーの職に備える。 

(1) 地区ガバナーの職責について熟知する。 
(2) リーダーとしての技量を測り、磨く。 
(3) 地区の構造と、会則及び付則、利用できる情報資料を理解する。  
(4) クラブの健康のバロメーターに注意し、クラブの強みと弱みを測る。 
(5) ライオンズクラブ国際財団（LCIF）が提供するプログラムを理解する。 
(6) 効果的なクラブ訪問を行う準備をする。   

(f) 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
(g) 地区ガバナーまたは国際理事会の方針によって課される職務やその他の指示を遂

行する。 
(h) 年次地区大会の計画および開催において地区ガバナーおよび第一副地区ガバナー

に助力する。 
(i) 地区ガバナーの要請に従って、適宜地区委員会を監督する。 
(j) すべてのキャビネット会議に積極的に参加し、地区ガバナー及び第一副地区ガバ

ナー不在の際には、すべての会議において議長を務める。 
(k) 地区予算作成に協力する。 

 
第 4 項 キャビネット幹事兼会計。地区ガバナーの指導監督のもとに、任務を果たす。

具体的な任務は次のとおりである。 
(a) 協会の目的を推進する。 
(b) 役職に伴って課せられる任務を遂行する。これには下記が含まれるが、これに限

られるものではない。 
1) キャビネット全会議の正確な議事記録をとり、会議終了後 15 日以内に、その

写しを各キャビネット構成員及び国際協会本部に送る。 
2) 準地区大会の議事録を作成し、その写しをライオンズクラブ国際協会、地区

ガバナー、準地区内各クラブの幹事に送る。 
3) 地区ガバナー又はキャビネットの要求に従って、キャビネットに報告をする。 
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4) 準地区内の会員及びクラブに課せられるすべての会費を徴収し、地区ガバナ

ーが定める銀行にこれを預金し、更に地区ガバナーの指示に基づいて支払い

をする。 
5) 準地区内で徴収した複合地区会費があれば、これを複合地区協議会幹事・会

計に送金し、領収書を確保する。 
6) 正確な会計帳簿その他の記録、並びにキャビネット会議及び準地区会合の議

事録を作成及び保管し、適切な目的のため、妥当な日時に、地区ガバナー、

キャビネット構成員、クラブ会員 (又はその正当な代理人) の検査を許す。

地区ガバナー又はキャビネットの指示に従って、必要な帳簿及び記録を、地

区ガバナーが任命した監査委員に提出する。 
7) 地区ガバナーの要求があれば、忠実な職務遂行を保証するために、指定額の

保証金を積む。 
8) 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やか

に後任者に引き渡す。 
(c) 国際理事会の指示により要求されるその他の任務を遂行する。 
(d) キャビネット幹事とキャビネット会計の職が別々に設けられている場合には、そ

の役職の本質に従って、（b）に記載されている任務がそれぞれの役員に割り当

てられるものとする。 
 

 
第 5 項。地区グローバル奉仕チーム（GST）コーディネーター。地区ガバナーの指導

監督のもとに、地区 GST コーディネーターは地区グローバル・アクション・チームの

一員である。その責任には以下が含まれる。  
(a) 地区チームとともに、地区の奉仕及び資金調達目標の達成に焦点を当て、それに

向けて取り組むための地区計画を策定し実施する。  
(b) 地区内のクラブによるアクティビティ報告率を上げるよう努力する。 
(c) LCI と LCIF の奉仕プログラムや交付金、および LCI の奉仕関連リソースの活用

について、知識を得、参加を奨励する。 
(d) 地区におけるアドボカシー活動の推進者として、クラブが意識高揚、地域社会の

啓蒙、変化の唱導を行う上で支援する。  
(e) 知名度と会員の満足度を高め、新会員を獲得し、ノウハウの共有を奨励するため、

奉仕の成功事例をライオンズや地域社会に共有する。 
(f) 奉仕における指導的役割を担えそうなリーダー候補者を特定すべく努力する。  

 
第 6 項。地区グローバル会員増強チーム（GMT）コーディネーター。地区ガバナーの

指導監督のもとに、地区 GMT コーディネーターは地区グローバル・アクション・チー

ムの一員である。その責任には以下が含まれる。  
(a) 地区チームとともに、地区の会員増強目標の達成に焦点を当て、それに向けて取

り組むための地区計画を策定し実施する。 
(b) 主なツールや取り組みについてクラブ会員委員長を教育し、各クラブで会員勧誘

と会員の満足度を向上させるための会員増強計画を立てるよう奨励する。 
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(c) 会員に関する問い合わせを受けるクラブ会員委員長を支援し、適用される方針に

沿った迅速な指導を行う。 
(d) 会員候補者には迅速に連絡が行われ、興味や、都合、期待、その他の要素にもと

づいた適切なクラブに紹介されるようにする。もし適切なクラブがなければ、新

クラブを結成するための指導と支援が与えられるようにする（グローバル・エク

ステンション・チームの地区コーディネーターが任命されていない場合）。 
(e) 会員増強における指導的役割を担えそうなリーダー候補者を特定すべく努力する。  
(f) グローバル指導力育成チーム及びグローバル・アクション・チームの地区コーデ

ィネーターたちと協力し、クラブに会員維持の戦略を提供する。 
(g) 地区グローバル指導力育成チーム・コーディネーター及びクラブ役員と協力し、

新会員がクラブレベルで効果的な会員オリエンテーションを受けることを確認す

る。 
 
第 7 項。地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネーター。地区ガバナー

の指導監督のもとに、地区 GLT コーディネーターは地区グローバル・アクション・チ

ームの一員である。その責任には以下が含まれる。  
(a) 地区チームとともに、地区の指導力育成目標の達成に焦点を当て、それに向けて

取り組むための地区計画を策定・実施し、クラブ役員、リジョン及びゾーン・チ

ェアパーソン、公認ガイディング・ライオン、必要に応じその他のメンバーの研

修を開催する。  
(b) 年間地区学習及び指導力育成計画を立てて遂行し、研修について Learn で報告す

る。   
(c) 奉仕、会員増強、または指導力育成の役割を担えそうなリーダー候補者を特定す

べく努力する。 
(d) 適切な場合には、地区の各行事での研修を支援・進行する。 
(e) 地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター及びクラブ役員と協力し、新

会員がクラブレベルで効果的な会員オリエンテーションを受けることを確認する。 
 
第 8 項 グローバル・エクステンション・チーム・コーディネーター（この役職が

地区ガバナー任期中に活用される場合）。地区ガバナーの指導監督のもとに、地区

GET コーディネーターは地区グローバル・アクション・チームの一員である。 
 その責任には以下が含まれる。 

(a) 地区チーム（地区ガバナーおよび各副地区ガバナーを含む）と協力し、地区

の新クラブ目標の達成と維持を徹底する。 

(b) ボランティア奉仕がまったく行われていない、あるいは十分に行わ

れていない地域社会や、より大きなコミュニティにおけるグループ

内において、新クラブを結成する機会を見出す。 
(c) 地区のリーダーたちと協力して、新クラブ結成を成功させるために必要なタ

スク（会員の勧誘、リーダーシップ育成、有意義な奉仕事業への参加促進な

ど）を遂行できるチームを作る。 
(d) 新クラブ開発のプロセスと方針を理解した上で、それをチームメンバーに伝
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え、さらに正確な情報が入会予定者に伝わるよう徹底する。 
(e) スポンサー・クラブが新クラブ役員のメンター（教育係）を務められるよう

に手助けし、またガイディング・ライオンに新クラブの心得を教育すること

で、新クラブの成功を確かなものにする。 
(f) 新クラブ結成に関心のあるライオンズを研修し、起用することで、地区の新

クラブ結成の可能性を広げる。  
(g) 新クラブの申請書に記入漏れがないか、承認手続きが正しくされているか、

効率的に提出されているかを確かめる。 
 

第 9 項 地区マーケティング委員長。地区ガバナーの指導監督のもとに、地区マー

ケティング委員長はマーケティングおよびコミュニケーションの取り組みに責任を

負い、地区グローバル・アクション・チームを直接サポートする。その責任には以

下が含まれる。 
(a) 地区チームと協力し、大規模な行事や、プログラム、イニシアチブを広報す

る機会を特定・支援する。 
(b) 地区グローバル会員増強チーム・コーディネーターと直接連携し、マーケ

ティングのチャンネルを通じて集まるあらゆる入会見込み者を適切なクラ

ブに案内する。 
(c) マーケティングやPRの指導をすることで、地区ガバナーおよび地区グロー

バル・アクション・チームをサポートする。 
(d) 地区の資金援助の機会において支援を行う。 
(e) 直接、あるいは地区マーケティング委員会の設置を通じて、地区の各種ソ

ーシャルメディアやウェブサイトを管理する。 
(f) グローバル・ブランド・ガイドラインに対する十分な理解を保持する。 

a. 地区のあらゆる活動において、グローバルブランド資産を適切に、

かつ一貫して使用するよう奨励する。  
b. ストーリー作成やメディア発信の準備において、承認されたブラン

ドテンプレートの使用を援助する。 
(h) クラブに、クラブ・マーケティング委員長を任命するよう奨励する。 

a. 会議や研修を開催したり、マーケティングの指導やコツを提供する

ことによって、クラブ・マーケティング委員長を継続的に支援する

ようにする。 
(i) LCIとLCIFの優れた活動やニュース性の高いストーリーを、ソーシャルメ

ディアの各チャンネルを介してライオンズや各方面のメディアに、さらに

外部に向けて、発信する。  
 
 
第 10 項。地区 LCIF コーディネーター。地区 LCIF コーディネーターは、複合地区

LCIF コーディネーターが地区ガバナーと協議の上で推薦し、LCIF 理事長が任命する。

その任期は 3 年である。この役職はライオンズクラブ国際財団（LCIF）のアンバサダ
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ーの役割を果たし、複合地区 LCIF コーディネーターに直属するものの地区指導陣と密

接に連携する。その責任には以下が含まれる。  
(a) クラブのコーディネーターたちがLCIFのファンドレイズ戦略を確実に実行する

ようにする。  
(b) LCIFの地区内や国内外での重要性とインパクトについてライオンズに啓発する。   
(c) 地区全体におけるファンドレイズのあらゆる側面においてLCIFを支援するよう

ライオンズに奨励する。 
(d) LCIFの交付金受給の機会について熟知し、LCIFが支援する種々の交付金及び事

業について地区内ライオンズを啓発する。 
 
第 11 項 レオ／レオライオン・キャビネット・リエゾン（任意）。地区ガバナーは、

地区レオ委員長との協議の上、レオまたはレオライオンを、投票権を持たない公式の立

場で 1 年の任期を務める者として任命することができる。レオ／レオライオン・キャビ

ネット・リエゾンは、レオおよびレオライオンの関心事や観点を代弁するとともにレオ

とライオンズの間のコミュニケーションとつながりを促進する。レオ地区が編成されて

いる地域においては、現または元レオ地区会長、副会長、幹事、または会計のレオライ

オンもしくはレオが、その役割を果たすものとする。レオ地区が編成されていない地域

においては、現または元レオクラブ会長であるレオもしくはレオライオンが、その役割

を果たす。 
 
地区ガバナーは、レオ／レオライオン・キャビネット・リエゾンを、若手成人の意見が

最も役に立ちそうなキャビネットの常設委員会（複数配属可）に配属させるものとする。

地区ガバナーの決定に基づき、キャビネットリエゾンは 1 年間同じ委員会に留まる場合

もあれば、複数の委員会を移動することもある。 
 
レオ／レオライオン・キャビネット・リエゾンの責任には以下が含まれる。 
 

(a) 地区内のレオとライオンズの間のコミュニケーションを促進する。 
(b) 地区キャビネット役員および配属された委員会のリソースとしての役割を果たす。 
(c) 地区レオクラブ委員長と連携して、ライオンズ地区内でのレオクラブ、レオライ

オン・プログラム、若者の参加の機会を PR する。 
(d) レオ地区役員研修の実施において、地区レオクラブ委員長をサポートする。 
(e) ライオンズ地区の活動において、レオとレオライオンのリーダーシップおよび指

導力育成の機会を支持する。 
(f) 地区のレオがライオンズ会員プログラムの機会を検討する際にサポートし、連絡

先としての役割を務める。 
(g) レオ地区会長、レオ／レオライオン協議会リエゾン（任命されている場合）、レ

オクラブ・プログラム諮問パネル会則地域代表と連絡を取り合い、若者に関連す

る取り組みにおいて連携する。 
(h) ライオンズ地区大会、フォーラムでのイベント、研修へのレオおよびレオライオ

ンの参加に関わる計画や統合において支援する。 
(i) 必要に応じてレオ地区会議に出席する。 
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(j) レオとライオンズとのひとつの地区共同事業において議長を務める。 
 
第 12 項。リジョン・チェアパーソン（この役職が地区ガバナー任期中に活用される場

合）。リジョン・チェアパーソンは、地区ガバナーの指導監督のもとに、リジョンの最

高運営責任者を務める。具体的な任務は次のとおりである。 
(a) リジョンにおける会員増加につながるよう、本協会の目的を推進する。 
(b) 現行の地区計画の成功に向けて積極的に努力し、クラブの参加を促す。 
(c) リジョン内のゾーン・チェアパーソンの活動並びに地区ガバナーより割り当てら

れる地区委員長の活動を監督する。 
(d) クラブの強みと弱みを特定し、増強と、リーダーシップの向上と、有意義な奉仕

を促すことで、クラブの健康を支える。 
(1) クラブの健康を支えるために利用できるツールについて熟知する。 
(2) 必要に応じてゾーン・チェアパーソンと調整しながら、有意義で効果的なク

ラブ訪問を行う。 
(3) クラブと定期的に連絡を取り、効果的な運営を確かなものとする。 
(4) 新クラブを支援する。 
(5) クラブの健康を支えるための LCI の情報資料、グローバル・アクション・チ

ームの各コーディネーター、及び LCIF コーディネーターを活用する。   
(e) 地区役員または国際理事会の方針によって要請される職務や指示を遂行する。 
(f) 地区の運営に精通し、次の役職に進むために必要なリーダーシップ技能を磨く。 

(1) 地区の構造と各役職の重要性を学ぶ。 
(2) 個人的なリーダーとしての技量を測り、個人的成長を促す。 

(g) 地区役員または国際理事会の方針によって要請される職務やその他の指示を遂行

する。 
 
第 13 項。ゾーン・チェアパーソン。地区ガバナー及び（又は）リジョン・チェアパー

ソンの指導監督のもとに、ゾーンの最高運営責任者を務める。具体的な任務は次のとお

りである。 
(a) ゾーンにおける会員増加につながるよう、本協会の目的を推進する。 
(b) 現行の地区計画の成功に向けて積極的に努力し、クラブの参加を促す。 
(c) ゾーン内における地区ガバナー諮問委員会（ゾーン会議）の委員長を務め、同委

員長として同委員会の定例会議を招集する。 
(d) クラブの強みと弱みを特定し、増強と、リーダーシップの向上と、有意義な奉仕

を促すことで、クラブの健康を支える。 
(1) クラブの健康を支えるために利用できるツールについて熟知する。 
(2) 任期中１回またはそれ以上、ゾーン内の各クラブを訪問し、そこで分かった

こと、特に発見した弱みについて、地区ガバナーとリジョン・チェアパーソ

ン（該当する場合）に報告を行う。 
(3) クラブと定期的に連絡を取り、効果的な運営を確かなものとする。 
(4) 新クラブを支援する。 



2023 年 10 月 16 日改訂  JA 
第 7 章 

P.20 

(5) クラブの健康を支えるための LCI の情報資料、グローバル・アクション・チ

ーム、及び LCIF を活用する。 
(6) ゾーン内のすべてのクラブがそれぞれ正式に採用したクラブ会則及び付則に

従って運営されるよう、努力する。 
(7) 地区、複合地区、国際協会との間に生じた問題に関してゾーン内の各クラブ

を代表する。   
(e) 地区の運営に精通し、次の役職に進むために必要なリーダーシップ技能を磨く。  

(1) 地区の構造と各役職の重要性を学ぶ。 
(2) 個人的なリーダーとしての技量を測り、個人的成長を促す。 

(f) 地区役員または国際理事会の方針によって要請される職務やその他の指示を遂行

する。 
 
第 14 項 地区ガバナー・キャビネット。地区ガバナー・キャビネットは、次の任務を

果たす。 
(a) 地区ガバナーがその任務を遂行し、準地区内のライオニズム高揚のために運営計

画及び方針を策定するに当たって、ガバナーを補佐する。 
(b) クラブおよびゾーンに関する報告と勧告を、リジョン・チェアパーソン又は任務

を割り当てられた他のキャビネット構成員から受け取る。 
(c) キャビネット会計による会費徴収を監督し、その資金の貯蓄機関を指定し、地区

運営業務に関係する妥当なすべての経費支払いを承認する。 
(d) キャビネット幹事及び会計の保証金額を定め、その保証金を出す会社を確保して

承認する。 
(e) 年に 2 回又は更に頻繁に、キャビネット幹事及びキャビネット会計（又は、幹事

兼会計）から準地区の財務報告書を受け取る。 
(f) キャビネット幹事、キャビネット会計、又は、キャビネット幹事兼会計の記録及

び帳簿の監査手配をし、地区ガバナーの承認を受けて、会計年度中に開かれるキ

ャビネット会議の具体的な日時及び場所を定める。 
 

第 15 項 守衛官。守衛官は、各大会及び会合において秩序と品位を保ち、最新版ロバ

ート議事規則で定められている守衛官のその他の任務を遂行する。 
 

第 4 条 
地区委員会 

 
第 1 項 地区ガバナー諮問委員会。各ゾーンにおいて、ゾーン・チェアパーソン、各

クラブ会長、第一副会長、並びに幹事は、地区ガバナー諮問委員会の構成員となり、ゾ

ーン・チェアパーソンはその委員長となる。ゾーン・チェアパーソンが定める日時及び

場所において、国際大会閉会後 90 日以内に第 1 回会議を開き、第 2 回会議は 11 月に、

第 3 回会議は 2 月又は 3 月に、第 4 回会議は複合地区大会の約 30 日前に開く。クラブ

奉仕委員長、クラブ・マーケティング委員長、クラブ会員委員長は、各自の役職に関係

のある情報が共有される場合には出席する必要がある。この委員会は、諮問に答えるゾ

ーン・チェアパーソンに助力し、ゾーン内のライオニズム及びクラブの福利に関する勧
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告をまとめた上で、それをゾーン・チェアパーソンを通して地区ガバナー及びキャビネ

ットに伝える。 
 
第 2 項 地区グローバル・アクション・チーム。地区ガバナーがファシリテーターを

務めるこのチームには、地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター、地区グロ

ーバル奉仕チーム・コーディネーター、地区グローバル指導力育成チーム・コーディネ

ーター、および地区グローバル・エクステンション・チーム・コーディネーターが含ま

れ、地区マーケティング委員長の支援を受ける。チームは、クラブが人道奉仕を広げ、

会員増加を達成し、未来のリーダーを育成する手助けを協働して行うための計画を策定

し実施する。定期的に会合し、その計画の進捗状況と、計画をサポートする可能性のあ

る取り組みを討議する。複合地区グローバル・アクション・チームのメンバーと連携し

てさまざまな取り組みや成功事例について学び、活動、達成事項、課題を複合地区グロ

ーバル・アクション・チームのメンバーと共有する。地区ガバナー諮問委員会会議のほ

か、奉仕、会員増強、あるいは指導力育成の取り組みを主に取り上げるゾーン、リジョ

ン、地区、または複合地区の会議に出席して意見を交換し、クラブの取り組みに利用で

きそうな知見を得る。 
 
第 3 項 地区ガバナー名誉委員会。地区ガバナーは準地区内クラブのグッドスタンデ

ィングの会員である元国際役員から成る地区ガバナー名誉委員会を設けることができる。

この委員会は、地区ガバナーが招集する時に会議を開く。地区ガバナー名誉委員会は、

地区ガバナーの指示に従って、地区内の調和を推進する。本委員会の委員長は、地区ガ

バナーの要請があれば、キャビネット会議に出席する。 
 
第 4 項 地区キャビネットの委員会。地区ガバナーが地区の効果的な運営に必要かつ

適切と判断した場合には、その他の委員会及び（又は）委員長を設置し、任命すること

ができる。このような委員会の委員長は、地区キャビネットの投票権のない構成員とみ

なされる。 
 

第 5 条 
会議 

 
第 1 項 地区キャビネット会議。 

(a) 定例会議。キャビネットの定例会議は四半期ごとに 1 回ずつ開かれるものとし、

第 1 回会議は、国際大会閉会後 30 日以内に開かれる。キャビネット幹事は、地

区ガバナーが定める日時及び場所を明示した会議の案内を、会議の 10 日前まで

に、文書で各キャビネット構成員に送らなければならない。 
(b) 特別会議。地区ガバナーは、自分の判断で特別会議を招集することができる。又、

過半数のキャビネット構成員の文書による要求が地区ガバナー又はキャビネット

幹事に提出された場合、地区ガバナーは特別会議を開かなければならない。キャ

ビネット幹事は、その会議の目的と、地区ガバナーが定める開催日時及び場所を

明示した会議の案内を、会議前の 5 日から 20 日の間に、文書（手紙、電子メー

ル、ファックス、電報を含む）で各キャビネット構成員に送らなければならない。 
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(c) 定足数。キャビネット構成員の過半数の出席をもってキャビネット会議の定足数

に達したとみなされる。   
(d) 投票。投票する権利は、本地区会則第 6 条第 2 項で投票権を有すると定められる

地区キャビネット構成員に与えられる。  
 

第 2 項 代替会議形式。地区キャビネットの定例会議又は特別会議は、地区ガバナー

が決定した場合、電話会議及び/またはウェブ会議などの代替会議形式により開催する

ことができる。 
 

第 3 項 郵便による業務処理。地区キャビネットは、郵便（文書、電子メール、ファ

ックス、電報を含む）により業務処理を行うことができる。ただし、全キャビネット構

成員の 3 分の 2 の書面による賛成が得られない限り、そのような行為はいかなるものも

有効とはならない。このような行為は、地区ガバナーまたは地区役員のいずれか 3 人に

より提議することができる。 
 

第 4 項 リジョン及びゾーン。 
(a) 構成。地区キャビネットの承認があり、かつクラブ、地区、国際協会にとって最

善である場合に、地区ガバナーはリジョン及びゾーンを変更することができる。

地区は、2 つ以上のゾーンから成るリジョンに分割することができる（地区ガバ

ナーの任期中にリジョンを活用する場合）。各ゾーンは、4～8 のクラブで構成

されるべきであり、それらのクラブや新たに結成されたクラブの地理的位置を十

分考慮の上、拡大することができる。  
(b) リジョン会議。リジョン内の全クラブ代表者の会議は、リジョン・チェアパーソ

ン(地区ガバナー任期中に活用された場合)、又は地区ガバナーが指名する他の地

区キャビネット構成員を議長として、各リジョン・チェアパーソンが定める日時

及び場所で会計年度内に開かれる。 
(c) ゾーン会議。ゾーン内の全クラブ代表者の会議は、ゾーン・チェアパーソンを議

長として、会計年度中ゾーン・チェアパーソンが定める日時及び場所で会計年度

内に開かれる。 
 

第 6 条 
地区大会 

 
第 1 項 大会開催地の選択。地区ガバナーは、次の年次大会招致を希望する場所から

文書による招致の希望を受け付ける。その文書には地区ガバナーが要求する情報が記さ

れ、その大会開催地を票決する大会開会日の 30 日前までに、地区ガバナーに提出され

ていなければならない。入札に関する調査の方法、入札の申し出を大会に提出する方法、

入札を承認できないか入札がない場合にとるべき措置などについては、地区ガバナーが

決定する。130  
 

 
13 地区会則及び付則改正により別の制約がない限り、地区の地理的領域外で地区大会を開催することへ

の制約はない。 
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第 2 項 公式通達。地区ガバナーは、決定している年次地区大会開催日の 60 日前まで

に、書面または電子的手段により、すべてのクラブに対してその大会の開催場所及び日

時が明記された年次地区大会公式通達を交付しなければならない。 
 
第 3 項 開催地の変更。地区キャビネットは、正当な理由があれば以前に選ばれた大

会開催地をいつでも変更する権限を持つ。地区、地区役員、地区キャビネットのいかな

る構成員も、地区内のクラブ又はクラブ会員に対して、その変更に関するいかなる責任

も問われない。大会開会日の 30 日前までに、文書による開催地変更の通知が地区内の

各クラブに送付されなければならない 14。
0 

 
第 4 項 役員。地区キャビネット構成員は、地区年次大会の役員となる。 
 
第 5 項 守衛官。大会の守衛官及び必要な場合その助手は、地区ガバナーにより任命

される。 
 
第 6 項 公式報告。キャビネット幹事は、各単一及び準地区大会閉会後 15 日以内に、

完全な大会議事録をライオンズクラブ国際協会に提出し、地区内のクラブから文書で要

請があった場合には、そのクラブにこれを交付しなければならない。 
 
第 7 項 資格証明委員会。地区大会の資格証明委員会は、地区ガバナーを委員長とし、

キャビネット幹事またはキャビネット幹事兼会計のほか、地区ガバナーによって任命さ

れる、地区役員ではない 2 人の委員で構成される。地区役員ではない委員は地区内の異

なるグッドスタンディング・ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員とし、任

命を受けている期間中は、選挙または任命のいずれの方法で役職についたかにかかわら

ず、地区または国際協会のいかなる役員であってもならない。資格証明委員会は、最

新版ロバート議事規則で定められている権限を持ちその任務を遂行する。 
 
第 8 項 大会議事次第。地区ガバナーが地区大会の議事次第を取り決める。それが、

会期の全ての行事日程となる。 
 
第 9 項 各種地区大会委員会。地区ガバナーは、次のような地区大会委員会の委員長

を任命し、欠員を補充する。決議委員会、選挙委員会、会則及び付則委員会、議事規則

委員会、国際大会委員会。各リジョン（設置されている場合）からは、少なくとも 1 人

の会員を各委員会に入れる。これらの委員会は、地区ガバナーが定める任務を遂行する。  
 

第 7 条 
地区資金 

 
 

14 地区キャビネットのコントロールの及ばない特別な状況下においては、地区は、地区大会が開催され

る施設等を変更することができる。 
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第 1 項 大会費。地区大会の登録料の代わりに、或いはこれに加えて、地区内各クラ

ブの各会員は、年額○○円の地区大会費を支払うものとし、新しく結成又は再編成され

たクラブを除いて各クラブは、これを次の方法で半期ごとに前納する。7 月 1 日から 12
月 31 日までの半期分大会費一人○○円を毎年 9 月 10 日に、1 月 1 日から 6 月 30 日ま

での半期分大会費一人○○円を毎年 3 月 10 日に支払う。請求はそれぞれ 9 月 1 日及び

3 月 1 日現在のクラブ会員数に基づいて行われる。会計年度中に新しく結成されたクラ

ブ又は再編成されたクラブは、その会計年度の大会費を、結成月の翌月 1 日から月割り

計算して徴収し、支払う。 
 
キャビネット幹事又はキャビネット会計（あるいは幹事兼会計）がこの大会費を各クラ

ブに請求し、徴収した上で、徴収した資金を地区ガバナーが定めた銀行又はその他の貯

蓄機関に、他の資金と切り放して預金する。こうして徴収された資金は、地区大会用の

みに使用される。大会経費は、キャビネット会計が署名し、地区ガバナーが連署した小

切手をもって支払われる。 
 
第 2 項 残った資金。その年度の大会経費をすべて支払った後に残った資金は、いか

なる会計年度においても、大会基金にそのまま残され、次の会計年度の収入として扱わ

れ、その年の大会経費支払いに使われる。 
 
第 3 項 代金の徴収。大会の際の食事、余興などの実費を支払うため、地区ガバナー

が定めた方法により、各代議員、補欠、その他の大会参加者から地区ガバナーが定めた

代金を徴収することができる。 
 

第 8 条 
地区運営資金 

 
第 1 項 地区収入。承認された地区の事業に充てる収入を得るため、また地区運営費

用の支払いに充てるため、地区内の各クラブの各会員は、年間〇〇円の地区会費を納入

するものとし、各クラブはこれを次の方法で半期ごとに前納する。7 月 1 日から 12 月

31 日までの半期分地区運営費 1 人○○円を 9 月 10 日に、1 月 1 日から 6 月 30 日までの

半期分地区運営費 1 人○○円を 3 月 10 日に支払う。請求はそれぞれ 7 月 1 日及び 1 月

1 日のクラブ会員数に基づいて行われる。地区内の各クラブはこの地区運営費を、キャ

ビネット幹事又はキャビネット会計（もしくは幹事兼会計）に支払う。ただし、新しく

結成されたクラブ又は再編成されたクラブは、地区運営費を結成又は再編成の翌月 1 日

から月割り計算した金額を支払う。この地区運営費は地区運営の費用にのみ充てられ、

地区ガバナーのキャビネットの承認によってのみ支払われる。地区運営経費は、キャビ

ネット会計が署名し、地区ガバナーが連署した小切手をもって支払われる。 
 
第 2 項 残った資金。その年度の地区運営経費をすべて支払った後に残った資金は、

いかなる会計年度においても、地区運営基金にそのまま残され、次の会計年度の収入と

して扱われ、その年の地区運営経費支払いに使われる。 
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第 9 条 
その他 

 
第 1 項 地区ガバナー経費 – 国際大会。地区ガバナーの国際大会参加の費用は地区運

営費とみなされ、その費用は、ライオンズクラブ国際協会の一般経費払戻し方針と同じ

基準に基づいて地区が支払うものとする。 
 
第 2 項 財政上の債務。地区ガバナー及びキャビネットは、いかなる会計年度にも、

予算超過あるいは赤字を引き起こす債務を負ってはならない。 
 
第 3 項 キャビネット幹事兼会計の保証金。キャビネット幹事兼会計及び署名の権限

を与えられた者は、地区ガバナーのキャビネットによって承認された額を保証金として

積むものとし、そのためにかかる費用は運営費から出す。  
 
第 4 項 帳簿の会計監査又は検査。地区ガバナーのキャビネットは、毎年 1 回あるい

は更に頻繁に、キャビネット幹事及びキャビネット会計（あるいは幹事兼会計）の各種

記録及び帳簿の監査又は検査を手配する。 
 
第 5 項 報酬。キャビネット幹事及びキャビネット会計（あるいは幹事兼会計）を除

くいかなる役員も、役員として行った本地区への奉仕に対して、報酬を受けてはならな

い。キャビネット幹事及びキャビネット会計（あるいは幹事兼会計）に報酬を与える場

合には、理事会が定める。 
 
第 6 項 会計年度。本地区の会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日までとする。 
 
第 7 項 議事規則。本会則及び付則で別に定められているか、会合のために採用され

た議事規則で定められている場合を除いて、地区の会合又は大会、地区キャビネット会

議、リジョン会議、ゾーン会議、クラブ例会、あるいはその他のいかなるグループ又は

委員会の会合における会議進行に関するいかなる疑問も、最新版ロバート議事規則に

従って処理される。 
 

 
第 10 条 
改正 

 
第 1 項 改正手順。地区大会において、地区大会の会則及び付則委員会が改正案を提

案し、投票者の過半数の賛成投票があった場合にのみ、本付則は改正される。 
 
第 2 項 自動更新。国際大会において国際会則及び付則の改正が可決され、本地区会

則及び付則に影響を及ぼすものがある場合には、大会閉会時に本地区会則及び付則は自

動的に更新される。 
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第 3 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正案が文書で各クラブに送付され、

それが投票に付される旨の通知が行われなければ、改正案は提出されず、投票も行われ

ない。  
 
第 4 項 発効日。改正案に特に条件が付いていない限り、改正は、それが採択された

大会の閉会時から有効となる。 
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別紙 A 
開催手順見本 

本開催手順見本はあくまで指針であり、地区キャビネットが変更を加えた上で大会の

代議員が採択することができる。150 
 
 

〇〇地区大会 
 

第 1 地区ガバナーが、地区大会の議事進行次第を定めるものとする。登録及び資格証

明の受付時間は変えることができないが、それ以外の公表済み議事進行次第については、

定足数を満たしているどの会議でも、資格証明済み代議員の 4 分の 3 が同意すれば、変

えることができる。いかなる会合においても、資格を証明された代議員の過半数をもっ

て定足数がみたされたものとする。 
 

第 2 ライオンズクラブ国際会則及び付則、○○地区会則及び付則、国の慣例又は習わ

し、あるいはここにある規則で定められている場合を除き、議事の進行及び手順はすべ

て、最新版ロバート議事規則に従うものとする。 
 

第 3  
(a) 資格証明委員会は、委員長を務める地区ガバナー、キャビネット幹事及び(兼)会

計、並びに地区ガバナーが任命する 2 人の地区役員以外の者で、構成される。た

だし、地区ガバナーは、委員会の他のメンバーを委員長として指名することがで

きる。資格証明委員会の主な責任は、クラブ代議員の資格を検証することである。

この責任を遂行するにあたり、資格証明委員会は、国の慣例や習わしで決まって

いるか、最新版ロバート議事規則に設けられている権限をもち、それに従って任

務を果たすものとする。 
(b) 代議員の登録及び資格証明受付は、○○月○○日の○○時から○○時までである。 
(c) 資格が証明された代議員の数は、資格証明の受付締切り後、及び投票開始前に、

大会で発表されるものとする。 
 

第 4  
(a) 別に規定が設けられていない限り、大会開会日の 60 日前に地区ガバナーは、3

人以上で 5 人以下のメンバーから成る指名委員会を任命し委員長を指名する。選

挙に先立つ 30 日以内に、指名推薦された各候補者の資格、並びに候補者の資格

に関する規則を考察することが、指名委員会の責任である。 
(b) 指名委員会が最終報告をする前であればいつでも、候補者は立候補を取り下げる

ことができる。 
 
第 5 代議員及び補欠代議員の交代。 

 
15 これらの手順は最低条件である。地区は、順守が義務付けられる規則に抵触しない限りにおいて、追

加の規則を加えることができる。  



2023 年 10 月 16 日改訂  JA 
第 7 章 

P.28 

(a) すでに資格証明を済ませた代議員及び(又は)補欠代議員の交代のためには、交代

する者は、クラブの 2 人の役員が署名した資格証明書を提示して、交代する者に

補欠代議員となる資格があることを証明しなければならない。  
(b) 正式に資格が証明された補欠代議員は、正式に資格が証明された同じクラブの代

議員に代わり、投票当日に、自分の補欠代議員資格証明書の写しと、手続済の代

議員資格証明書とを投票所係員に提示して、投票用紙をもらい投票することがで

きる。その際、投票所係員は、そのクラブの代議員に交代があった旨、資格証明

記録簿に必要事項を書き記す。資格証明を受けなかった補欠代議員は、資格証明

済の代議員あるいは資格証明を受けなかった代議員のいずれとも、交代すること

はできない。 
 

第 6 大会で選ばれる地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、その他役員の候補

者推薦又は支持の演説は、候補者 1 人につき○○分を超えないものとする。 
 

第 7  
(a) 大会に先立ち、地区ガバナーは 3 人のメンバーから成る選挙委員会を任命し委員

長を指名する。正式に推薦された各候補者には、オブザーバーを 1 人、自分の所

属クラブから選んで指名することができる。オブザーバーは選挙手順だけを監督

することができ、委員会が下す決定には直接関与することはできない。 
(b) 選挙委員会は、選挙資料の作成、投票数集計、個々の投票が有効か否かの問題解

決に責任を持つ。委員会の決定が最終的な決定として拘束力をもつものとする。 
(c) 選挙委員会は、選挙の日時及び場所、候補者別の得票数、並びに委員会の各メン

バー及びオブザーバーの署名が含まれた選挙結果に関する総括的報告書を作成し

なければならない。地区ガバナー、協議会議長、並びに候補者全員がこの委員会

報告書を受け取る。 
 

第 8 投票。 
(a) 投票は、あらかじめ定められた場所と時間に行われる。 
(b) 投票用紙を確保するために、代議員は自分の資格証明書を投票所係員に提示して

確認してもらう。確認されたら、代議員に投票用紙が交付される。 
(c) 投票者は、適切な箇所に印をつけて自分が選ぶ候補者に対して投票する。投票が

有効なものとみなされるためには、正しい箇所に印がつけられなければならない。

選出される役員に関して、指定数以上の候補者に対する票が投じられている場合

には、投票用紙のその箇所は無効となる。 
(d) 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、及び第二副地区ガバナーの選出には、過半

数の投票を必要とする。過半数とは白紙及び欠席を除いた有効投票総数の半分を

上回る数と定義される。地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナ

ーの選挙において過半数の得票がなかった場合には、空席が生じるものとし、国

際付則第 9 条 6 項(d)が適用されなければならない。 
(e) その他のいかなる候補者も、当選するには過半数の得票が必要である。いずれか

1 人の候補者が当選に必要な票数を得なかった場合には、本項で説明されている

手順に沿って、1 人の候補者が過半数の票を獲得するまで投票が行われる。 
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別紙 B 
 
地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順 
 
第 1 地区ガバナー職に空席が生じた場合には、国際本部からの通知を受け次第、前地

区ガバナー、又は前地区ガバナーにこの任務遂行が不可能な場合には最も近年に役を務

め、この任務遂行が可能である元地区ガバナーが、国際理事会の任命を受ける、クラブ

の承認を得たライオンの推薦を目的に、前地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、

その地区内においてグッドスタンディングの正クラブのグッドスタンディングの会員

である元国際会長、元国際理事、元地区ガバナーの全員の会議を開く責任を持つ。 
 
第 2 この会議への文書による案内状は、同会議の 15 日前までに送らなければならな

い。会議の議長として前地区ガバナーが開催地と開催日時を決める権限を持つが、中央

に位置する開催地を選ぶよう全力を尽くす。 
 
第 3 議長は、文書による出席者名簿を作る。 
 
第 4 出席する権利のあるライオンズは、自分が選びたい人をそれぞれ 1 人、席上で指

名推薦することができる。 
 
第 5 推薦された人は、それぞれ 1 人だけの支持者に長さ 3 分以内の支持演説をして

もらうことができ、更に 5 分間、自分で演説をすることができる。演説をする機会が

どの被推薦者にも与えられた後、議長は推薦締切りを宣言する。推薦締切り後には、い

かなる推薦も受け付けることはできない。 
 
第 6 投票。  

(a) 推薦締切りの直後に、投票を行う。 
(b) 投票は、投票用紙を使って行う。 
(c) 出席者は、選びたい人の氏名を記入して投票する。1 人を超えた人数の候補者名

が記入された投票用紙は無効になる。 
(d) 地区ガバナーとして任命される人を推薦するには、過半数の票数が必要である。

いずれか 1 人の候補者が当選に必要な票数を得なかった場合には 1 人の候補者が

単純多数の票を獲得するまで、本第 6 項で説明されている通りに投票を繰り返

す。 
 

第 7 議長は会議終了後、ただしいかなる場合にも会議終了後 7 日以内に、会議の通知

送付と出席状況の証拠と共に、文書による投票の結果を国際本部に送る。 
 
第 8 国際理事会は、特別会議で決まった推薦を国際付則第 9 条 6 項（a）及び（d）に

従って検討するが、この推薦には拘束されない。国際理事会には、（残る）任期を務め

る地区ガバナーとして、推薦された人を任命するか、あるいは他のクラブ会員を任命す

る権利がある。 
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別紙 C 
 
第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオンを  
推薦するための特別会議での手順 
 
第 1 第一又は第二副地区ガバナー職に空席が生じた場合には、本付則本体の第 2 条第

6 項に定められる、地区内の正ライオンズクラブのグッドスタンディング会員の会議を、

地区ガバナーが招集する責任を持つ。残る任期の第一又は第二副地区ガバナーとして有

資格の、クラブの承認を得た会員を任命することが、この会議出席者の義務である。 
 
第 2 空席を補充するに当たり、この会議に出席するよう文書による案内状を同会議の

15 日前までに出すのは、地区ガバナー、あるいは地区ガバナーにこの任務遂行が不可

能な場合にはこれが可能な、最も近年に役を務めた元地区ガバナーの義務であり、会議

の議長を務めるのも同人物の責任である。会議の議長として地区ガバナーが開催地と開

催日時を決める権限を持つが、最善を尽くして中央的な開催地を選び、都合の良い日時

に会議を予定するべきである。 
 
第 3 地区ガバナーは、文書による出席者名簿を作る。 
 
第 4 出席する権利のあるライオンズは、自分が選びたい人をそれぞれ 1 人、席上で指

名推薦することができる。 
 
第 5 推薦された人は、それぞれ 1 人だけの支持者に長さ 3 分以内の支持演説をして

もらうことができ、更に 5 分間、自分で演説をすることができる。演説をする機会が

どの被推薦者にも与えられた後、議長は推薦締切りを宣言する。推薦締切り後には、い

かなる推薦も受け付けることはできない。 
 
第 6 投票。 

(a) 推薦締切りの直後に、投票を行う。 
(b) 投票は、投票用紙を使って行う。 
(c) 出席者は、選びたい人の氏名を記入して投票する。1 人を超えた人数の候補者名

が記入された投票用紙は無効になる。 
(d) 第一または第二副地区ガバナーとして任命される者を推薦するには、過半数の票

数が必要である。いずれか 1 人の候補者が当選に必要な票数を得なかった場合に

は 1 人の候補者が単純多数の票を獲得するまで、本第 6 項で説明されている通

りに投票を繰り返す。 
 
第 7 議長は会議終了後、ただしいかなる場合にも会議終了後 7 日以内に、会議の通知

送付と出席状況の証拠と共に、文書による投票の結果を国際本部に送る。 
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別紙 D  
 

指名委員会チェックリスト 
地区ガバナー候補者 

 
 

各候補者につきこのチェックリストがもれなく記入され、選挙委員会に提出されなければなり

ません。 
 

候補者氏名：       
 

候補者の所属ライオンズクラブ名：      
 

指名委員会の会議開催日：      
 

投票日：     
 

候補者は、下記の要件を満たしていることを立証する十分な証拠を提出している。 
 

  候補者は所属単一又は準地区内のグッドスタンディングの正ライオンズクラブ*におけ

るグッドスタンディングの正会員である。 
  候補者は所属ライオンズクラブの推薦、あるいは地区内の過半数のライオンズ 
   クラブの推薦を受けた。  
  候補者は現在、本地区の第一副地区ガバナーを務めている。 

 

万一現第一副地区ガバナーが地区ガバナーに立候補しない場合、あるいは地区大会開催

時に第一副地区ガバナー職が空席である場合、候補者は以下の要件を満たしている。 
 

  クラブ会長：    務めた年度    
  クラブ理事会    務めた年度（2 年間）    
  地区キャビネット（一つに印をつける） 
    ゾーン又はリジョン・チェアパーソン  務めた年度    
    キャビネット幹事及び/又は会計  務めた年度    
  上記に加え、更にもう 1 年地区キャビネット構成員を務めた。  
   務めた役職：__________________  務めた年度    
  上記のいずれも、同時に達成させていない。 

 

*所属クラブに滞納金がある場合には、代議員資格証明締め切り時の 15 日前までに候補者にそ
の旨を通知し、クラブが滞納金を支払えるよう猶予を与えなければならないことにご留意くだ
さい。  
 

私はこのチェックリストを確認した上で、上記候補者が国際付則第 9 条第 4 項に従い地区ガバ

ナーに立候補する要件を満たしていることを証明いたします。   
 

           
指名委員会委員長     日付 
 

           
指名委員会メンバー     日付 
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別紙 E  
指名委員会チェックリスト 
第一副地区ガバナー候補者 

 
各候補者につきこのチェックリストがもれなく記入され、選挙委員会に提出されなければなり

ません。 
 

候補者氏名：       
 

候補者の所属ライオンズクラブ名：      
 

指名委員会の会議開催日：      
 

投票日：     
 

候補者は、下記の要件を満たしていることを立証する十分な証拠を提出している。 
 

  候補者は所属単一又は準地区内のグッドスタンディングの正ライオンズクラブ*におけ

るグッドスタンディングの正会員である。 
  候補者は、所属ライオンズクラブの推薦、あるいは地区内の過半数のライオンズクラブ

の推薦を受けた。  
  候補者は現在、本地区の第二副地区ガバナーを務めている。 
  地区ガバナーとして全期又は過半の期間務めていない。 
 

万一現第二副地区ガバナーが第一副地区ガバナーに立候補しない場合、もしくは地区大

会開催時に第二副地区ガバナー職が空席である場合、候補者は第二副地区ガバナー職に

関する以下の要件を満たしている。 
 

  クラブ会長：     務めた年度    
  クラブ理事会    務めた年度（2 年間）    
  地区キャビネット（一つに印をつける） 
    ゾーン又はリジョン・チェアパーソン  務めた年度    
    キャビネット幹事及び/又は会計  務めた年度    
  上記のいずれも、同時に達成させていない。 
 

*所属クラブに滞納金がある場合には、代議員資格証明締め切り時の 15 日前までに候補者にそ
の旨を通知し、クラブが滞納金を支払えるよう猶予を与えなければならないことにご留意くだ
さい。  
 

私はこのチェックリストを確認した上で、上記候補者が国際付則第 9 条第 6 項(b)に従い第一副

地区ガバナーに立候補する要件を満たしていることを証明いたします。   
 

           
指名委員会委員長     日付 
 

           
指名委員会メンバー     日付 
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別紙 F  
 

指名委員会チェックリスト 
第二副地区ガバナー候補者 

 
 
各候補者につきこのチェックリストがもれなく記入され、選挙委員会に提出されなければなり

ません。 
 

候補者氏名：    _   
 

候補者の所属ライオンズクラブ名：      
 

指名委員会の会議開催日：      
 

投票日：     
 

候補者は、下記の要件を満たしていることを立証する十分な証拠を提出している。 
 

  候補者は所属単一又は準地区内のグッドスタンディングの正ライオンズクラブ* におけ

るグッドスタンディングの正会員である。 
  候補者は、所属ライオンズクラブの推薦、あるいは地区内の過半数のライオンズクラブ

の推薦を受けた。  
  クラブ会長：      務めた年度    
  クラブ理事会     務めた年度（2 年間）    
  地区キャビネット（一つに印をつける） 
    ゾーン又はリジョン・チェアパーソン  務めた年度    
    キャビネット幹事及び/又は会計   務めた年度    
  上記のいずれも、同時に達成させていない。 
  地区ガバナーとして全期又は過半の期間務めていない。 
 

 

*所属クラブに滞納金がある場合には、代議員資格証明締め切り時の 15 日前までに候補者にそ
の旨を通知し、クラブが滞納金を支払えるよう猶予を与えなければならないことにご留意くだ
さい。  
 
 

私はこのチェックリストを確認した上で、上記候補者が国際付則第 9 条第 6 項(c)に従い第二副

地区ガバナーに立候補する要件を満たしていることを証明いたします。   
 
 

           
指名委員会委員長     日付 
 

           
指名委員会メンバー     日付 
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別紙 G  
 

標準投票用紙 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーの選挙 
 
 

見本１：候補者が二人いる場合の投票用紙 
 

投票方法：投票したい候補者名の横にある投票欄に適切な記号 160をつけることにより自分の意

思を明確に示してください。 
  
役職 氏名 投票欄 
第一副地区ガバナー   
 候補者 A  
 候補者 B  

 
 

見本 2：候補者が一人しかいない場合の投票用紙    
 

投票方法：候補者に対し賛成か反対のいずれかの欄に適切な記号 170をつけることにより、自分

の意思を明確に示してください。 
   
役職 氏名 賛成 反対 
地区ガバナー    
 候補者 A   

 
 

見本 3：候補者が三人以上の場合の投票用紙 
 

（注：一人を超える候補者がいる場合には複数の選択肢があります。時間に余裕がある場合に

は、投票者に、投票したい候補者名の横に印をつけてもらうことができます。いずれの候補者

も過半数の票を得なかった場合には、得票数が最少だった候補者の氏名が投票用紙から除外さ

れ、再度投票が行われます（投票用紙は、上記の見本 1 のようなものとなります）。1 名の候

補者が必要な投票数を獲得するまでこのプロセスが続けられます。ほとんどの地区ではこのよ

うな時間のかかる方法をとる余裕がないことから、優先順位投票という方法を用いれば、1 回

の投票で選挙を完了させることが可能となります。下記は、優先順位投票用紙の見本です。）  
 

投票方法：投票者が選びたい順序で各候補者の氏名の横に番号（1,2,3,4…）を明確に記入する

ことにより、候補者に関する優先順位（すなわち、最も望ましい候補者に「1」を付け、その次

に望ましい候補者に「2」をつけるなど）を付けます。  
 
 
 

 
16 地区は、投票に用いられるべき適切な記号、又は全投票者に対し提供される承認済みのスタンプにつ

いて、指示する必要があることにご留意ください。  
17 地区は、投票に用いられるべき適切な記号、又は全投票者に対し提供される承認済みのスタンプにつ

いて、指示する必要があることにご留意ください。更に、当選とみなされるには候補者は過半数の賛成

票を獲得しなければなりません。賛成投票と反対投票が同数の場合、候補者は当選に必要な投票数を獲

得しなかったとみなされ、その結果役職に空席が生じることになります。  
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役職 氏名 選択順位  
   
第二副地区ガバナー   
 候補者 A 4 
 候補者 B 2 
 候補者 C 1 
 候補者 D 3 

 

優先順位をつけることにより投票する際のルール 
 

1. 優先順位投票用紙（選挙の対象となる各役職について）に、投票者は、すべての候補者

について自分の選択順を表示するよう求められます。つまり、自分が一番目に選択する

候補者の横に「１」と数字を書き入れ、二番目に選択する候補者の横には「2」と記入

するというように、投票対象の候補者全員に対し優先順位を付けます。  
 

2. 票の集計に際しては、まず投票用紙を、各候補者を第一候補として指名する束に分けま

す。 
 

3. 次に各候補者に分配された投票用紙の数が、投票集計係による報告用に記録されます。

投票用紙の各束には候補者の名前を表記し、下記の手順によって候補者 1 人が残るまで、

集計過程を通じて同じ名前のままで維持されます。 
 

4. 半数を超える投票用紙が一人の候補者を第一候補として示している場合には、その候補

者が通常の過半数を得票したものとみなされ、当選します。過半数得票者がいない場合

には、下記の手順で、一人の候補者が選ばれるまで、得票数が最も少なかった者から順

に除外されます。 
   

a. 最も少ない束、つまり、第一候補としての得票数が最も少なかった候補者の投票

用紙が、その用紙に第二候補として記されている候補者名に準じて、残った候補

者に配分されます。   
 

b. 配分が終了したら、残った各候補者の得票数が、この場合も先と同様に記録され

ます。  
 

c. 半数を超える投票用紙が一人の候補者に集まった場合には、その候補者が当選と

なります。当選者が出なかった場合には、同様に次の最少得票者が除外され、こ

の候補者に投じられた投票用紙が、その用紙に第二候補として記されている候補

者名に準じて、残った候補者に再配分されます。ただし、前回の投票用紙配分の

結果除外された候補者名が第二候補として記されている投票用紙については、第

三候補として記されている候補者にその票を配分します。   
 

d. この場合も、残っている各候補者の得票数が記録されます。一人の候補者が過半

数を得票し、それによって当選者が決定するまで、最少得票者の束を第二候補あ

るいは最も高い順位に指名された残りの候補者に再分配するという手順を、必要

に応じて繰り返します。 
 

e. すべての候補者を列記し、投票用紙が配分されるごとに各候補者が得た票数を記

録した表が、投票集計係の報告書となります。 
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5. 投票集計のいかなる段階においても、一人もしくはそれ以上の候補者名に選択順位の番

号がついていない投票用紙が出てきた場合で、番号のつけられた候補者が全員除外され

ている場合には、その投票用紙はいかなる候補者にも配分せず、無効としなければなり

ません。   
 

6. いかなる時点においても、二人以上の候補者が同数で最少得票者となった場合には、こ

れらの候補者名は除外され、その投票用紙は 1 回にまとめて再配分されます。 
 

7. 当選者を決める得票数が同数の場合（候補者除外のプロセスが繰り返された上で二人又

はそれ以上の同点得票者が残った場合）、第一候補として最も多数の票を得た候補者

（初回の投票集計の記録に基づき）をその選挙の当選者とするべきです。 
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EXHIBIT B 
 
LA-2 
 
会則及び付則 
 
_______________________ライオンズクラブは  
 
ライオンズクラブ国際協会のチャーターを受け、 
 
その管轄下におかれる。 
 
ライオンズクラブは、この標準版をクラブの会則及び付則として採択するよう、奨励さ
れる。 
 
クラブがこれを採択したら直ちに、幹事は、この会則及び付則を永久的な記録として保
管する。 
 
独自の会則及び付則を採択しなかったいかなるクラブの運営に対しても、標準版クラブ
会則及び付則並びにその改正が完全に効力を有し、それを統治する。 
 
国際会則及び付則との整合性があり、個々のクラブの会則及び付則には定められていな
いが、標準版ライオンズクラブ会則及び付則に定められているクラブの運営事項はすべ
て、標準版ライオンズクラブ会則及び付則にある規定に準拠しなければならないことを、
国際理事会は方針としてここに宣言する。 
 
標準版クラブ会則 

 
第 1 条 
名称 

 
本クラブは_______________ライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会(以下、

国際協会という)のチャーターを受け、その管轄下におかれる。 
 

第 2 条 
目的 

 
本クラブの目的は、次の通りである。 

(a) 世界の人々との間に相互理解の精神を培い発展させる。 
(b) よい施政とよい公民の原則を高揚する。 
(c) 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。 
(d) 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の融和をはかる。 
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(e) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、

宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。 
(f) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、

また、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳

的水準をさらに高める。 
 

第 3 条 
会員 

 
第 1 項 クラブ会員となる資格。善良な徳性の持主で、地域社会において声望のある

成人は、付則第 1 条の規定に従い、本クラブの会員になる資格を持つ。本会則及び付則

に、男性を表す用語が用いられている場合はすべて、男性と女性の両者を意味するもの

と解釈する。 
 
第 2 項 入会招請。本ライオンズクラブへの入会は、招請のみによる。招請推薦は、

スポンサーとなるグッドスタンディングの会員が行うものとし、会員委員長またはクラ

ブ幹事に提出しなければならない。会員委員会が検討した上で、会員委員長または幹事

はこの推薦書を理事会に提出する。理事会の過半数の承認を得た場合に、新会員候補者

は入会招請を受けて本クラブの会員となることができる。必要事項と署名がきちんと記

入された所定の会員用紙を入会費及び会費と共に幹事が受け取るまでは、会員候補者が

国際協会に報告されてはならないし、ライオンズ会員として協会から正式に認められな

い。 
 
第 3 項 会員資格の喪失。正当な理由に対して理事会全構成員の 3 分の 2 の賛成投票

があれば、会員を除名することができる。クラブからの除名と同時に、あらゆる「ライ

オンズ」という名称、紋章その他クラブと国際協会の有する標章を使用する権利も喪失

する。クラブは、国際会則及び付則と理事会方針の規定に違反するとみなされる行為を

行い、国際協会によりライオンとしてあるまじきとされた会員を除名すべきであり、こ

れを行わないことはクラブ解散処分にあたる。選出された役員は、本項に基づく会員資

格の喪失に先立ち、本会則第 7 条 2 項の規定に従って役職から解任されなければならな

い。  
 

第 4 条 
紋章、色、スローガン及びモットー 

 
第 1 項 紋章。本協会及び正クラブの紋章は、下記の通りである。 
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第 2 項 名称及び紋章の使用。協会の名称、紋章、その他の標識の使用は、付則に随

時定められる基準の通りである。 
 

第 3 項 色。本協会及び正クラブの色は、紫色及び金色である。 
 

第 4 項 スローガン。本協会のスローガンは、「Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）」である。 
 

第 5 項 モットー。本クラブのモットーは、「We Serve (われわれは奉仕する）」であ

る。 
 

第 5 条 
優越性 

 

地区（単一、準、複合）及び国際会則及び付則とライオンズクラブ国際協会の方針に抵

触することなくクラブがこれを改正した場合を除き、クラブは標準版クラブ会則及び付

則に準拠するものとする。クラブの会則及び付則と地区（単一、準、複合）会則及び付

則の規定の間に抵触または矛盾が存する場合はいかなる場合も当該地区（単一、準、複

合）会則及び付則に準拠するものとする。さらに、クラブの会則及び付則と国際会則及

び付則の規定または理事会方針の間に抵触または矛盾が存する場合は、いかなる場合も

国際会則及び付則と理事会方針に準拠するものとする。 
 

第 6 条 
クラブの大きさ 

 

ライオンズクラブは、クラブ結成認証状を受けるために必要な最低会員数である 20 人

の会員維持に努める。 
 

第 7 条 
役員 

 

第 1 項 役員。会長、前会長、副会長、幹事、会計、奉仕委員長、マーケティング委

員長、会員委員長を、本クラブの役員とする。 
 

第 2 項 解任。本クラブのいかなる役員も、正当な理由があれば、全会員の 3 分の 2
の賛成投票によって解任することができる。 
 

第 8 条 
理事会 

 

第 1 項 構成員。理事会の構成員は、クラブ役員、ライオン・テーマー(任意)、テー

ル・ツイスター(任意)、クラブ LCIF コーディネーター、プログラムコーディネーター、

安全管理担当役員（任意）、指名された場合には支部会長、並びに選出されたその他の

全理事及び/又は委員長である。 
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第 2 項 定足数。理事会のいかなる会議においても、構成員の過半数の出席をもって

定足数に達したとみなされる。他に特に規定される場合を除き、理事会の会議に出席し

た構成員の過半数の決議は、理事会全体の決議となる。 
 

第 3 項 任務及び権限。本会則及び付則で他に規定された任務及び権限に加えて、理

事会は下記の任務及び権限を持つ。 
(a) 理事会は本クラブの執行機関であり、各役員を通し、クラブに承認された方針を

履行する責任を持つ。本クラブの新しい企画及び方針は、まず理事会が検討し形

成した上、クラブ例会又は特別会合で提案され、会員の承認を受けなければなら

ない。 
(b) すべての支出には、理事会の承認を必要とする。理事会は、本クラブの現収入を

超過する負債を負ってはならない。また、クラブが承認した企画及び方針に反す

る目的のためにクラブ資金の支払を承認してはならない。  
(c) 理事会は、本クラブ役員の決断を修正あるいは撤回する権限を持つ。 
(d) 理事会は、年 1 回または必要と認めた時は更に頻繁に、本クラブの会計及び運営

の記録の監査を受ける。また、本クラブの役員、委員会、あるいは会員によるク

ラブ資金の扱いについて会計報告を要求する、又は監査を受けることができる。

本クラブのグッドスタンディングの会員は、要請すれば、妥当な日時に妥当な場

所で上記監査又は会計状況を検査することができる。 
(e) 理事会は財務委員会の推薦を受けて、本クラブ資金を預金する銀行を指定する。 
(f) 理事会は、本クラブ役員の任務遂行を保証するための担保を定める。 
(g) 理事会は、事業を行って一般人から資金を集めた場合には、その事業の収益を本

クラブの運営のために費やすことを承認したり許可してはならない。 
(h) 理事会は、すべての新企画及び方針をそれぞれ担当の常設委員会又は特別委員会

に委託し、その委員会に研究してもらい、勧告を受ける。 
(i) 理事会は、一般に認められる会計法に従って、少なくとも二つの別個の資金を設

ける。一つの資金は、会費、テール・ツイスターのファイン、その他クラブ内で

集めた運営費を記録するためのものである。二つ目は公衆の協力を求めて集めた

事業資金又は公共資金を記録するために設けるものである。このような資金の支

出は、本条(g)項に厳密に従って行われるものとする。 
 

第 9 条 
国際大会及び地区の大会への代議員 

 
第 1 項 国際大会に代議員を派遣する権利。国際協会は大会に参加するライオンズク

ラブによって統治されるので、協会の諸事項に関して本クラブが発言できるよう、本ク

ラブは、協会の年次大会に代議員を派遣するのに必要な経費を支払う権利を持つ。本ク

ラブは、大会開催前月 1 日現在の国際協会の記録に基づき、会員数 25 人ごと並びにそ

の過半の端数について、代議員及び補欠代議員を 1 人ずつ、国際協会のいかなる大会に

も派遣する権利を持つ。ただし本クラブは、代議員及び補欠代議員を少なくとも最低 1
人、派遣する権利を持つ。本項にある過半の端数とは、13 人以上の会員数である。 
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第 2 項 地区/複合地区の大会に代議員を派遣する権利。地区に関する事項は地区(単一、

準、複合)大会に提出され採用されるので、本クラブは、そのような大会に割当てられ

た数の代議員を全員派遣すると共に、その大会に出席する代議員のために必要な経費を

支払う権利を持つ。本クラブは、大会開催前月 1 日現在の国際協会の記録に基づき、少

なくとも 1 年と 1 日クラブに在籍している会員数 10 人ごと並びにその過半の端数につ

いて、代議員及び補欠代議員を 1 人ずつ、その地区 (単一、準及び複合) の各年次大会

に派遣する権限を持つ。ただし、本クラブは、代議員及び補欠代議員を少なくとも最低

1 人、派遣する権利を持つ。資格を証明され出席している代議員は、大会で選ばれる各

役員につき 1 票を、また大会に提出された各議題について 1 票を、いずれも本人の意思

に基づいて投ずる権利を持つ。本項にある過半の端数とは、5 人以上の会員数である。 
 
第 3 項 クラブ代議員及び補欠代議員の選出。理事会または理事会により委任を受け

た委員会は、クラブ会員の承認の下に、地区大会(単一又は準)、複合地区大会、国際大

会に派遣する代議員及び補欠代議員を選び、任命する。有資格の代議員はグッドスタン

ディングのクラブ会員で、この会則及び付則の別紙 A にある会員種別表に示された会

員の権利と特権において必要な投票権を有していなければならない。  
 
 

第 10 条 
クラブ支部プログラム 

 

第 1 項 支部編成。事情があって正クラブ結成をサポートできない場合、その地域に

ライオニズムを広められるよう、クラブは支部を編成することができる。支部は、親ク

ラブの一つの付設組織として会合し、支部の地域社会において奉仕活動を行うものとす

る。 
 
第 2 項 親クラブにおける会員籍。支部会員は、親クラブの会員として認められる。

会員は、付則第 1 条に記されている会員種別のうちの一つに分類される。 
 
第 3 項 資金獲得。支部が公衆に協力を求めて集めた活動資金又は公共福祉のための

金銭は、そのような目的を記録するために設けられた資金口座に保管されなければなら

ない。別に具体的に指定されない限り、この資金は支部のある地域社会で使用されなけ

ればならない。クラブ支部理事会は、手形に連署する権限を、親クラブ会計に与えるこ

とができる。 
 
第 4 項 クラブ支部の資金。クラブ支部が解散する場合には、支部に残っている資金

はすべて親クラブに戻されるものとする。クラブ支部が新たに正クラブとして変換する

場合には、クラブ支部用に残っている資金はすべて、この新クラブ用に振り替えられる

ものとする。 
 
第 5 項 解散。支部は、親クラブ全会員の過半数による賛成投票で解散できる。 
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第 11 条 
クラブ資金 

 

第 1 項 事業（活動）資金。公衆から集めた資金は公衆のための使用に帰されるべき

であり、これは公衆から集めた資金を投資した結果得た資金にもあてはまる。事業資金

から拠出してよい唯一の例外は、資金獲得活動を行うための直接経費のみである。同資

金への利子として獲得した資金もまた、公衆のための使用に帰されなければならない。 
 

第 2 項 運営資金。運営資金には、会費、テール・ツイスターのファイン、その他の

寄付などクラブ会員から集めた資金が充てられる。 
 

第 12 条 
改正 

 

第 1 項 改正手順。理事会があらかじめ改正の必要を認めた場合、本クラブのいかな

る例会又は特別会合においても、定足数の出席者があれば、投票した会員の 3 分の 2 の

賛成投票によって、本会則を改正することができる。 
 

第 2 項 通知。改正案に対する票決は、改正案を説明する文書による通知が、票決を

行う会合の暦上少なくとも 14 日前に本クラブの各会員に郵便又はウェブサイトや電子

メール等の手段により公表されるか、又は直接届けられない限り、行われない。 
 

付則 
 

第 1 条 
会員 

 
第 1 項 会員種別。 
 

(a) 正会員：ライオンズクラブの会員であることから生ずるすべての権利と特権を

持ち、又すべての義務を負う会員。この権利には、他に規定される資格を有して

いることを条件にクラブ、地区、及び国際協会の役職に就く権利、並びにあらゆ

る事項に対する投票権が含まれる。義務には、定期的な出席、速やかな会費納入、

クラブ活動参加、並びに地域社会に対してクラブの良い印象を与えるような言動

が含まれる。家族会員プログラムの基準に定められる通り、有資格の家族会員は

正会員であり、正会員としてのすべての権利及び特権を有するものとする。学生

会員プログラムの基準に定められる通り、有資格の学生、元レオ及び若年成人会

員は正会員であり、正会員としてのすべての権利及び特権を有するものとする。

この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。 
 

(b) 不在会員：クラブ所在地から転出したクラブ会員又は健康上の理由やその他の

正当な理由により規則正しくクラブの会合に出席することが不可能な会員で、ク

ラブにとどまることを希望し、これをクラブ理事会が適当と認めた者。不在会員

の資格は 6 カ月ごとにクラブ理事会で再検討されるものとする。不在会員は役職
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に就くことも、地区又は国際の大会又は会合において投票することもできないが、

クラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区及び国際の会費

が含まれる。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。 
 

(c) 名誉会員：そのクラブの会員以外の者で、ライオンズクラブが奉仕をする地域

社会のために著しい貢献をし、クラブが名誉会員の称号を与えることを希望した

者。クラブは、名誉会員の入会金、地区会費、及び国際会費を支払う。名誉会員

は会合に出席できるが、正会員が持つ特権を持たない。この種類の会員は、クラ

ブ代議員数算出の対象とならない。 
 

(d) 優待会員：15 年以上クラブ会員であって、病気、老齢その他クラブ理事会の認

める正当な理由により正会員であることを放棄した者。優待会員はクラブが課す

会費を納入しなければならない。その会費には地区会費及び国際会費が含まれる。

優待会員は投票権を持つほか、会員としての他のいかなる特権も持つが、クラブ、

地区、又は国際の役員職に就くことはできない。この種類の会員は、クラブ代議

員数算出の対象となる。 
 

(e) 終身会員：20 年以上ライオンズ正会員であり、かつ所属クラブ、その地域社会、

あるいは国際協会に対する会員としての功績が著しい者、又は、重病人、あるい

は 15 年以上正会員であり、かつ少なくとも 70 歳に達している者は、次の手続に

よってクラブの終身会員となることができる。 
(1) 所属クラブが協会に推薦、 
(2) 今後の国際会費全額の代わりに US$650 もしくは現地通貨による US$650 相

当額を所属クラブが納入。 
 

終身会員には、正会員としての義務を遂行する限りにおいて、正会員に与えられ

るすべての特権が与えられる。終身会員が移転を希望し、かつ他のクラブから招

請を受けて転籍した場合、自動的に転籍先クラブの終身会員となる。クラブは、

終身会員に対してクラブが適当と見なす額の会費を課すことができる。現在、ラ

イオンズクラブの正会員であるか、又は 2007 年 6 月 30 日までにライオンズクラ

ブの正会員となる元ライオネスは、ライオネスとしての奉仕歴をすべて、終身会

員となるための資格に適用することができる。2007 年 6 月 30 日を経過してライ

オンズクラブの正会員となるライオネスは、終身会員となる資格に、ライオネス

奉仕歴を適用することができない。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対

象となる。 
 

(f) 準会員：他のライオンズクラブに主な会員籍を持つが、このクラブが奉仕する

地域社会に住居を持つか、就職している会員である。準会員の地位は、クラブ理

事会の招請によって与えられるもので、毎年考察を受ける。クラブは、月例会員

報告書で準会員を報告することはできない。 
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準会員は、出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、準会

員となっているクラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又

は国際大会の代議員になることはできない。この会員は、準会員となっているク

ラブを通して、クラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又

は国際の委員会への任命を受けることもできない。準会員から地区(単一、準、

暫定、及び/又は複合)会費及び国際会費を徴収することはできない。ただし、こ

のクラブは妥当とみなされる会費を準会員から徴収することができる。この種類

の会員は、クラブ代議員数算出の対象とならない。 
 

(g) 賛助会員：現在のところ、クラブの正会員として全面的に活動できないが、ク

ラブとその奉仕活動を支持しており、クラブへの賛助を希望する地域社会の優れ

た人物である。この地位は、クラブ理事会の招請によって与えられる。 
 
賛助会員は、出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、ク

ラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議

員になることはできない。 
 
この会員はクラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又は国

際の委員会への任命を受けることもできない。賛助会員は、地区会費、国際会費、

その他クラブが課す会費を払わなければならない。この種類の会員は、クラブ代

議員数算出の対象となる。 
 

(h) 特典会員：家族会員、学生、または国際協会が提供するその他の会費割引プロ

グラムに参加した結果として割引された会費を支払う会員で、クラブの会員籍を

保持することを希望し、会費割引の条件を満たす会員。会員プログラムの参加状

況は、クラブの理事会が確認するものとする。特典会員は、正会員のすべての権

利を有するが、地区または国際の会合において役職に就くことができるが、クラ

ブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区及び国際の会費が含

まれる。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象とならない。 
 

[上記は 2024 年 1 月 1 日施行] 
 

第 2 項 グッドスタンディング。幹事から文書による通知を受けてから 30 日以内に、

本クラブに対する負債を支払わない会員は、その全額を支払うまで、グッドスタンディ

ングの会員ではなくなる。グッドスタンディングの会員だけが、投票権を行使すること

ができ、役員になることができる。 
 
第 3 項 二重クラブ会員籍。名誉会員又は準会員を除いて、いかなる会員も同時に本

クラブ及び他のライオンズクラブの会員になることはできない。 
 
第 4 項 退会。いかなる会員もクラブから退会することができ、退会は、理事会がそ

れを認めた時に有効となる。ただし、その会員が未納金をすべて支払い、クラブ資金及
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び財産をクラブに返却するまで、理事会は退会の承認を保留することができる。本クラ

ブ及び協会の「ライオンズ」という名称、紋章、その他の標識を使用するすべての権利

は、会員籍が取り消された時点で消滅する。 
 
第 5 項 再入会。グッドスタンディングで退会した会員は誰でも、クラブ理事会が再

入会を認めることができ、合計年数のライオンズ奉仕歴の一部として以前のライオンズ

奉仕歴を記録に維持することができる。退会していた期間が 12 カ月を超える場合には、

会則第 3 条第 2 項の規定に従った承認が必要となる。 
 
第 6 項 転籍。本クラブは、転籍要請時に会員がグッドスタンディングであることを

条件に、他のクラブを退会したか退会予定の者の転籍を認めることができる。前クラブ

退会と転籍会員用書式又は会員カード提出の間が 12 カ月を超える場合には、会則第 3
条第 2 項の規定によってのみ、本クラブに入会できる。このクラブから他のクラブへの

転籍を希望する会員は、クラブ幹事により作成された転籍会員用書式を提出しなければ

ならない。幹事は、理事会が当該会員の転籍を会費等の未払いやクラブ資金または財産

の返済・返却がされないために保留としている場合を除き、遅滞なく転籍会員用書式を

記入する義務を負う。  
 
第 7 項 不払い。幹事は、文書による幹事からの請求を受けてから 60 日以内に本クラ

ブに対する負債を支払わない会員の氏名を、理事会に提出しなければならない。理事会

は、その会員を除名するか会員として維持するか決める。 
 
第 8 項 出席及び参加。クラブは、その会合及び活動への定期参加を奨励する。 
 

第 2 条 
選挙及び空席補充 

 
本クラブの役員は、前会長を除き、選挙で選ばれる。 
 
第 1 項 年次選挙。理事を除くすべての役員及び理事会構成員は、本条 7 及び 8 項の

規定に従って毎年選出され、7 月 1 日に就任する。任期は 7 月 1 日から 1 年間又は後任

者が選出されて就任するまでとする。幹事は、選挙後 15 日以内に速やかに選出された

役員を国際協会に報告しなければならない。 
 
第 2 項 理事選出。理事は半数ずつ毎年選出され、任期は、選挙直後の 7 月 1 日から 2
年間又は後任者が選出されて就任するまでとする。ただし、本会則採用後の第 1 回選挙

では、2 年任期及び 1 年任期の理事をそれぞれ半数ずつ選出する。 
 
第 3 項 役員になるための資格。グッドスタンディングの正会員以外は誰も、本クラ

ブの役員になることはできない。 
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第 4 項 指名委員会。会長は指名委員会を任命する。同委員会は、各役員の候補者名

を指名会でクラブに提出する。指名会の席上でも、次年度のすべての役職に対する候補

者を指名推薦することができる。 
 
第 5 項 指名会。指名会は毎年 3 月、もしくは理事会の決定に従い、理事会が定める

日時及び場所において開かれるものとする。開催通知は、文書、電子メールなどの手段

により、または直接渡すことにより各クラブ会員に少なくとも選挙実施の 14 日前に行

われなければならない。 
 
第 6 項 選挙。選挙は 4 月または理事会により決定された日に、理事会により決定さ

れた時間及び場所で開催される。選挙の通知は、郵便、電子メールなどの手段により、

または直接届けることにより、各クラブ会員に対し少なくとも選挙の 14 日前までに行

われなければならない。この通知には、さきの指名会で承認された全候補者の氏名を記

載すると共に、上記第 3 項の規定に従い、選挙でこれらの候補者に対して投票が行われ

ることも明記する。選挙において、会員がその席から候補者を指名推薦することはでき

ない。 
 
第 7 項 投票。選挙は出席している有資格者による記入式の無記名投票により行われ

なければならない。 
 
第 8 項 必要票数。役員候補者は、当選者となるためには出席している投票権のある

クラブ会員による投票数の過半数を獲得しなければならない。この選挙の目的において

は、過半数とは白紙及び欠席を除いた有効投票総数の半分を上回る数と定義される。最

初の投票及びそれ以降の投票において、いずれの候補者も過半数の票を獲得しなかった

場合には、最低票数を得た候補者または同数で最低票数を得た複数の候補者を落選とし、

1 人の候補者が過半数の票を獲得するまで投票を繰り返す。いずれの投票でも同点の場

合、1 人が当選するまで投票を継続する。 
 
第 9 項 就任できない候補者。指名会から選挙会の間に、指名された候補者が何らか

の理由で役員就任不可能になり、その他に推薦された候補者がいない場合には、指名委

員会が追加の候補者名を選挙会で提出する。 
 
第 10 項 欠員。会長又は副会長が何らかの理由により欠員となった場合は、副会長が

順位に従って昇格する。この昇格規定によっても会長職あるいは副会長職が補充されな

い場合は、理事会が直ちに特別選挙会を招集する。理事会はその日時及び場所を決定し、

暦上の 14 日前までにグッドスタンディングの各会員に会長職を補充する選挙が行われ

る旨通知する。 
 
その他の役職に欠員が生じた場合は、理事会がその役職に残る任期の後任者を任命する

ことができる。 
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理事に欠員が生じ、理事会の定足数を満たすことができなくなった場合は、クラブ会員

は、あらかじめ通知した上で例会における選挙によって空席を補充する権限を持つ。通

知の方法は下記 11 項に準ずる。通知は残りの役員又は理事がするが、役員が残ってい

ない場合はいずれの会員が行ってもよい。 
 
第 11 項 次期役員の交代。役員に選出された者が、任期の始まる前に何らかの理由で

就任不可能になったり、あるいは就任を拒否した場合は、会長はその役職を補充するた

め、特別指名会及び選挙会を招集することができる。暦上の 14 日前までにその会の目

的、日時及び場所を記載した通知書を各会員に送付する。選挙は指名締め切り後直ちに

行うものとし、最高得票者を当選者とする。 
 

第 3 条 
役員の任務 

 
第 1 項 会長。本役職の責務は次の通りである。 
 

(a) 本クラブの最高執行役員を務める。 
 

(b) 本クラブの理事会のすべての会合を主宰する。 
 

(c) クラブ・グローバル・アクション・チームのファシリテーターを務め、以下を確

実にする。 
 
(1) 適格なライオン・リーダーが選出され、クラブ奉仕委員長、クラブ会員委員

長、クラブ副会長（指導力育成委員長を兼任）の役職に就くようにする。 
(2) 定期的に会議を行い、グローバル・アクション・チームにより企画された取

り組みを検討し進める。 
(3) 地区グローバル・アクション・チームおよび他のクラブ会長と連携し、人道

奉仕の拡大、指導力育成、会員増強に重点を置いた取り組みを推し進める。 
 

(d) クラブの役員及び委員会委員長と連携し、クラブ理事会により提示及び承認され

た会員増強、地域関与、運営向上、人道的奉仕遂行に向けた計画を実行する。 
 

(e) 本クラブの理事会会議及び定例会議並びに臨時会議を招集する。 
 

(f) 常設委員会及び特別委員会を任命し、委員長と協力して各委員会がその役割をき

ちんと果たし、報告するようにする。 
 

(g) 選挙日が決められ、その通知が出され、選挙が行われることを確認する。 
 

(h) クラブが現地の法律に従って運営しているようにする。 
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(i) クラブ運営の適切な管理を確実にするべく、すべてのクラブ役員及び会員がクラ

ブ会則及び付則と国際会則及び付則を順守するよう計らう。 
 

(j) 外交的な対応を奨励し、必要であれば、紛争処理手順を用いて公明正大な方法で

対立を解消する。 
 

(k) 本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。 
 

(l) 副会長のメンター役を務め、効果的なリーダーシップの継続を確実なものにする。 
 

第 2 項 前会長。他の元会長とともに、クラブ会長及び副会長のメンター役を務める。

また、他のライオンがこの役職に任命される場合を除き、前会長はクラブ LCIF コーデ

ィネーターを務める。 
 

第 3 項 第一副会長。本役職の責務は次の通りである。 
 

(a) 第一副会長の任期中、クラブ活性化のための年次調査を実施するとともにクラブ

役員（特にクラブのグローバル・アクション・チームのメンバー）及び他の委員

会委員長と連携して、会長としての任期中にクラブ理事会により提示及び承認さ

れる会員増強、地域関与、人道的奉仕遂行に向けた計画を策定する。 
(b) クラブのグローバル・アクション・チームの重要なメンバーとしてクラブ指導力

育成委員長を務め、指導力育成委員会の他のメンバーとともに以下を行う。 
 

(1) クラブ会員委員長と協力して、新会員に効果的なオリエンテーションが実施

されるように図り、地区、複合地区、およびライオンズクラブ国際協会内で

クラブがどのように運営されるかを新会員が理解できるようにする。 
(2) 現および/または次期クラブ役員が、地区やライオンズ学習センター（LLC）

を通じて提供される研修を受けるようにする。 
(3) 研修の必要性、新リーダー候補者名、クラブの会員が出席する指導力育成行

事について、地区グローバル指導力育成コーディネーターに伝える。 
(4) リーダー候補者を特定し、将来のリーダーとしてのその成長を促す。 
(5) 地区、複合地区、ライオンズクラブ国際協会が開催する指導力育成研修への

参加を会員に奨励する。 
 

(c) 会員維持において重要な役割を果たすとともに、クラブ運営の改善に向け会員の

満足度を調べ意見等を活用することにより、確実に組織を向上させる。 
 

(d) 地区の活動やイベントにおけるクラブの役割を理解する。 
 

(e) 他のクラブの役員とのネットワークを築き、クラブに応用可能なアイデアを得る。 
 

(f) 指導力育成、会員増加、人道奉仕の拡大をサポートする地区、複合地区の取り組

みについて知識を深める。 
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(g) 本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。 
 

(h) 会長が何らかの理由でその任務を遂行できない場合には、副会長が順位に従って

その職に就き、会長と同じ権限をもってその任務を果たす。 
 

(i) 会長から割り当てられた本クラブの各委員会の活動を監督する。 
 

第 4 項 副会長。会長が何らかの理由で任務を遂行できない場合には、副会長が順位

に従ってその役に就き、会長と同じ権限をもってその任務を果たす。各副会長は、会長

の指揮の下に、会長が割り当てた委員会の活動を監督する。 
 
第 5 項 幹事。幹事は、会長及び理事会の指導監督の下に、クラブが所属する地区(単
一又は準、及び複合)並びに国際協会と、クラブとの間の連絡係を務める。本役職の責

務は次の通りである。 
 

(a) 国際理事会が要求する情報を記入した月例報告及びその他の報告を、国際本部に

対して行う。 
 

(b) 地区ガバナーのキャビネットが要求する報告書を、同キャビネットに提出する。 
 

(c) クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。 
 

(d) クラブの会合及び理事会々議の議事録、出席簿、委員会任命、選挙、会員に関す

る情報、会員の住所及び電話番号、会員の会費納入、クラブの収支など、本クラ

ブの一般的な記録を保管する。 
(e) 理事会の要求があれば、その職務遂行に対し保証金又はこれに代わる担保を出す。 
(f) 任期を終えるにあたっては、クラブの一般的記録一式を速やかに後任者に引き渡

す。 
 

第 6 項 会計。本役職の責務は次の通りである。 
 

(a) 幹事その他からすべての金銭を受け取り、財務委員会が推薦し理事会が承認した

銀行に預金する。 
 

(b) 幹事と協力して、四半期又は半期ごとに各会員に会費その他の納入金を請求する

手配をし、集められた支払金を理事会に報告する。 
 

(c) 理事会の承認によってのみ、支払いを行う。 
 

(d) クラブの収入と支出の全般的な記録を保管する。 
 

(e) 毎月及び半期ごとに会計報告書を作成し本クラブ理事会に提出する。 
 

(f) 理事会の要求があれば、その職務遂行に対し保証金又はこれに代わる担保を出す。 
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(g) 任期を終えるにあたっては、クラブの財務記録一式および資金を速やかに後任者

に引き渡す。 
 

(h) 財務委員会の委員長を務める。 
 

第 7 項 会員委員長。本役職の責務は次の通りである。 
 

(a) クラブ会員委員長としてクラブのグローバル・アクション・チームの重要なメン

バーを務める。 
 

(b) 会員増強の取り組みについて地区グローバル・アクション・チームと協力する。

また、地区、リジョン、ゾーンにおける関連会議や行事にも参加する。 
 

(c) クラブの会員増強目標を達成し会員の体験をより充実したものにするための行動

計画実施を支援する会員委員会を築き、その指揮を執る。 
 

(d) 会員候補者をクラブに招請することによって会員増強に参加するよう、全会員に

促す。会員候補者へのフォローアップを遅滞なく行う。 
 

(e) クラブ理事会と協力し、会員体験を実りあるものにすることの妨げとなっている

懸念材料について耳を傾け、対処することで、クラブの雰囲気が協調的になるよ

う推進する。この方法にはアンケートやその他フィードバックが得られる機会を

活用することも含まれる。 
 

(f) 新会員にとって関心がある活動に、新会員を参加させる。 
 

(g) クラブ奉仕委員長及びクラブの他の委員会と協力して会員増強の機会を推進する。 
 

(h) 会員の種類、及び用意されているプログラムについて理解し、クラブ会員に対し、

各種会員関係プログラムを推進する。 
 

(i) クラブ第一副会長/クラブ指導力育成委員長の支援のもと、新会員に効果的なオ

リエンテーションが実施されるように図り、地区、複合地区、およびライオンズ

クラブ国際協会内でクラブがどのように運営されるかを新会員が理解できるよう

にする。 
 

(j) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。 
 
第 8 項 奉仕委員長。本役職の責務は次の通りである。 

 
(a) クラブ奉仕委員長としてクラブのグローバル・アクション・チームの重要なメン

バーを務める。 
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(b) 地区グローバル奉仕コーディネーター、クラブ LCIF コーディネーター、地区の

各リーダー、クラブの奉仕委員会メンバー、その他と協力して、奉仕の年間目標

と行動計画を策定しその伝達を行う。目標と行動計画は、地域社会の現在のニー

ズおよび/または国際協会のグローバル重点分野に対応するものであること。ま

た、受益者に対して直接奉仕することの他に、アドボカシーや資金調達を含める

こともできる。 
 

(c) クラブの奉仕目標を達成するため、奉仕委員会を主導してクラブの奉仕行動計画

を遂行する。 
 
(d) 目標設定、実施、事業評価、報告を含め、地域の若者やレオが奉仕活動のあらゆ

る側面に関与する機会を盛り込む。 
 

(e) 奉仕活動をライオンズクラブ国際協会に報告する。 
 

(f) 他の奉仕クラブの奉仕活動を観察し、奉仕拡大に向けて地域とパートナーシップ

を築き、ライオンズクラブ国際協会及びライオンズクラブ国際財団が用意してい

る各種ツールと情報資料を活用することにより、地域社会の現在のニーズ対応に

役立つクラブの情報源としての役割を果たす。 
 

(g) 奉仕事業への参加・関与を呼びかけ会員の満足度を高める。 
 

(h) クラブの会員委員長及び他の委員会と連携し、奉仕事業実施中、非ライオンズに

対して入会の機会をアピールする。 
 

(i) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。 
 

第 9 項 マーケティング委員長。 
 
本役職には次のような責務がある。 

 
(a) クラブ会員委員長と協力し、年間のマーケティング計画を策定・実施する。計画

では、クラブ会員、ソーシャルメディア、報道機関、支持者/協賛者、新会員候

補者を含む、ライオンズ内外の対象を考慮に入れるべきである。 
(b) グローバル・アクション・チームと直接協力して、会員増強、リーダーシップ育

成、奉仕に関わるすべてのプログラム、事業、イベントとのつながりを維持する。 
(c) グローバルなブランド構築に関するガイドラインを理解し、クラブのイベントや

奉仕事業でのブランド資材の適切な使用をサポートする。 
(d) ソーシャルメディアでクラブの活動を宣伝する。ソーシャルメディア投稿カレン

ダーを作成し、クラブの奉仕、地域社会の関与、会員増強活動をフォローする。 
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(e) クラブ会員委員長と緊密に協力し、新会員候補者に的を絞り入会するよう働きか

ける。 
(f) クラブ会員のために、クラブのマーケティングと広報のトーキングポイントを作

成する。口コミによるマーケティング手法を用いてクラブの宣伝と新会員の勧誘

を行う。 
(g) クラブの役員と協力して、ライオンズ国際マーケティング・アワードの選考対象

となるようマーケティング・アワードに応募する。 
(h) ブランドアンバサダーになるよう会員を動機づける。写真を撮ってソーシャルメ

ディアで共有したり、ブランドの付いたアパレルを着用したり、地域社会が関与

するイベントなどでライオンズのメッセージを伝えるよう会員に奨励する。 
(i) 奉仕事業、募金活動、寄付、ライオンズクラブ国際協会主催の各種コンテスト、

報道価値のあるその他の功績等、クラブの活動について、報道機関、ソーシャル

メディア、情報伝達に効果的なその他の手段を用いてクラブ内外両方に公表する。 
(j) 地区、複合地区、国際本部からの情報をクラブの会員に伝達する上でクラブ会長

を補佐する。 
(k) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。 
(l) 地区マーケティング委員長が開催する会議に参加する。 
 

第 4 条 
理事会 

 
クラブ役員のほかに、クラブが必要とみなし選挙で選ばれるその他の役職に加え、選出

された場合には下記が理事会のメンバーを務めることができる。 
 
第 1 項 プログラムコーディネーター。クラブ会員の関心事に基づいて例会のために

講演やエンターテインメントを手配することにより、例会の充実化を図るとともに会員

にとって重要な話題について常時伝達する。プログラムコーディネーターは、会長から

スピーカーについて許可を得た上で、例会次第に記載されるようクラブ幹事に情報を伝

え、効果的な告知を確実にするためにマーケティング委員長に連絡する。例会に到着し

たスピーカーを歓迎し、例会では適切な座席が用意され、スピーカーが歓待されるよう

にする。 
 
第 2 項 クラブ LCIF コーディネーター。LCIF の使命及び実績とライオンズクラブ国

際協会におけるその重要性を伝え、クラブ内で LCIF 開発戦略を実施するとともに、地

区 LCIF コーディネーターと連携して地域で LCIF を推進することにより、地区の目標

と一貫するようにする。また、クラブ奉仕委員長およびグローバル・アクション・チー

ムとも連携し、クラブの取り組みを支援する。 
 
第 3 項 安全管理担当役員（任意）。安全対策が整っているようにするため、各アク

ティビティを検討して潜在する危険を見極めるとともにライオンズクラブ国際協会から

入手可能な自己点検チェックリストの掲載事項をすべて確認し、十分な監督が確実に行
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われ適切な保険がかけられているようにする。何らかの事態が生じた場合には、関係の

ある重要な情報をすべて収集して保険会社に遅滞なく報告する。 
 
第 4 項 ライオン・テーマー（任意）。ライオン・テーマーは旗、バナー、ゴング、

木槌を含め財産及び備品管理の責任を持つ。各会合の前にそれらを適切な場所に配置し、

会合後は適切な保管場所に戻す。会合中は会場の秩序を維持し、出席者がきちんと着席

しているかどうかに注意し、クラブ及び理事会の会合に必要な会報、記念品その他の印

刷物を配布する。新会員が各会合ごとに違ったグループと一緒に座り、良く知り合える

よう特別配慮する。 
 
第 5 項 テール・ツイスター（任意）。テール・ツイスター（任意）は適当な余興や

ゲームを行い、上手に会員からファインを徴収することによって会合の調和、親交、活

気を促進する。テール・ツイスター（任意）がファインを課す決断は、いかなる規制も

受けない。ただしファインは、本クラブ理事会が定めた金額を超えてはならず、同一会

合において同一会員に対し 2 回を超えてファインを課すことはできない。出席している

会員全員が賛成しない限り、テール・ツイスター（任意）にファインを課すことはでき

ない。集まったすべての金銭は直ちに会計に引き渡し、領収書を受け取る。 
 
第 6 項 理事。理事会に提出された事項について、追加的な監視と承認の役割を果た

す。この役職の任期は 2 年である。 
 

第 5 条 
委員会 

 
第 1 項 常設委員会。クラブ会長は次の常設委員会を設置することができる。ただし、

理事会メンバーを務める委員長は、選挙で選ばれる必要がある。この他にも、クラブ理

事会が決定した委員会を設けることができる。 
 

(a) グローバル・アクション・チーム。クラブ会長がファシリテーターを務めるこの

チームには、クラブ第一副会長（指導力育成委員長を兼任）、クラブ会員委員長、

クラブ奉仕委員長が含まれ、クラブ・マーケティング委員長の支援を受ける。理

事会の支援を得て、人道奉仕拡大、会員増加達成、将来のリーダー育成に向けた

組織的な計画を策定し、実行する。クラブ会員と定期的に会合し、計画の進捗状

況と、計画を支援する可能性のある取り組みについて討議する。地区グローバ

ル・アクション・チームのメンバーと連携してさまざまな取り組みや成功事例に

ついて学び、活動、成果、課題をグローバル・アクション・チームのメンバーと

共有する。地区ガバナー諮問委員会会議や、奉仕、会員増強、または指導力育成

の取り組みを取り上げるその他のゾーン、リジョン、地区、あるいは複合地区の

会議に出席して意見を交換し、クラブの取り組みに利用できそうな知見を得る。 
 

(b) 会則及び付則委員会。クラブ会則及び付則を解釈する。改正手順に従って、改正

を進める責任が課せられることもある。 
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(c) 財務委員会。クラブ会計を委員長とし、詳細にわたる予算を編成してクラブ理事

会の承認を仰き、資金に関する適切な書類作成と権限の確保、クラブ口座の年次

監査の手配、財務に関わるあらゆる情報の後任委員会への引き渡しが確実に行わ

れるようにする。 
 
(d) 会員委員会。会員委員長を議長とし、新たなマーケットに働きかけ、積極的に会

員を勧誘するとともに会員が満足するように計らうことで、会員が増えるように

する。この委員会は、会員候補者の資格要件も検証する。候補者は、クラブ会則

第 3 条第 2 項にあるように、クラブ理事会により検討される。会員委員会には、

前年度の会員委員長、会員副委員長、並びに新会員勧誘及び（又は）会員の満足

度向上に関心のあるクラブの会員を含めるべきである。 
 
(e) マーケティング委員会。マーケティング委員会は、クラブ・マーケティング委員

長を議長とし、クラブのマーケティング計画策定を支援する。理事会の支援を受

けて、マーケティング委員会は、クラブと一般の人々に効果的な情報伝達が行わ

れるようにし、地域社会におけるクラブの活動に対する認識を高め、知名度の向

上を目指す。 
 
(f) 奉仕事業。クラブ奉仕委員長が議長を務める。奉仕の目標と行動計画を策定し、

実施可能な事業を見極め、事業計画立案と実施において指導し、クラブ会員が有

意義な奉仕に参加するよう支援する。グローバル奉仕フレームワークに関わる奉

仕事業における効果的なリーダーシップを調整・確保することにより、クラブの

各奉仕事業を担当する委員長をサポートする。この委員会は、クラブ理事会の承

認のもとに、関連のある LCIF 交付金の申請や、地域におけるパートナーシップ

の構築に責任を担うこともある。 
 
(g) 情報テクノロジー委員会。必要に応じてオンラインツールやコミュニケーション

へのアクセス及び/又は支援を提供することにより、会員に力を貸す。また、ク

ラブのウェブマスターとして支援を提供及び/又はその役割を果たすこともある。 
 

(h) リーダーシップ委員会。第一副会長が委員長を務める。地区、複合地区、ライオ

ンズクラブ国際協会が提供する研修の機会はもとより、クラブの会員に役立つ可

能性のあるライオンズ外の研修プログラムについてもクラブ会員に知らせる。 
 
第 2 項 特別委員会。会長は時折、理事会の承認の下に、自分の判断又は理事会の判

断で必要とみなされる特別委員会を設置することができる。 
 
第 3 項 会長の職権。会長は、職権上すべての委員会のメンバーとなる。 
 
第 4 項 委員会の報告。必要に応じて、各委員会はその委員長を通して、口頭又は文

書で毎月理事会に報告することが、奨励されるべきである。 
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第 6 条 
会議 

 
第 1 項 理事会の定例会議。理事会の定例会議は、理事会が定める日時及び場所で開

かれる。(理事会は毎月少なくとも 1 回会合することが勧告される) 
 
第 2 項 理事会の特別会議。理事会の特別会議は、会長又は 3 人以上の理事会構成員

の要求があったときに、会長が定める日時及び場所で開かれる。 
 
第 3 項 クラブ例会/催し。本クラブの例会は、理事会に推薦されクラブで承認された

日時及び場所で、開かれる。本会則及び付則で他に特に定められる場合を除き、理事会

が例会及び/または催しについてクラブの全会員に的確に連絡し参加を促すのに適当と

定めた方法で、例会の通知が行われる。クラブの例会は、クラブの会員が決定した奉仕

事業またはその他の催しに置き換えることができる。(クラブは毎月少なくとも 1 回会

議、催し、もしくは奉仕活動を行うことが奨励される) 
 
第 4 項 クラブ特別会合。会長は、自分の判断で本クラブの特別会合を招集すること

ができ、理事会の要求があった場合には、要求者が定める日時及び場所で、これを招集

しなければならない。会長が理事会の要請による特別会議の招集を怠った場合、過半数

の理事会が、理事会により決定された時間と場所において会議を招集する権限を持つ。

会合の目的、日時、場所が記載された特別会合通知書は、会合日の少なくとも 10 日前

に、本クラブの各会員に郵便、電子メール等の方法で送られるか、又は直接届けられな

ければならない。 
 
第 5 項 年次会合。理事会が定める日時及び場所で、ライオンズの毎会計年度終了と

併せて、本クラブの年次会議を開催する。この会議では、任期を終わらせる役員がその

最終報告を行い、新しく選出された役員が就任する。 
 
第 6 項 代替会議形式。本クラブ及び/又は理事会の定例会議又は特別会議は、会長又

は理事会構成員の 3 人以上の会員の提議により、電話会議及び/又はウェブ会議の形式

により開催することができる。 
 

第 7 項 周年記念。チャーターナイト周年記念会を毎年開催することができ、その際

には、ライオニズムの目的及び道徳綱領並びに本クラブの歴史が、特に強調される。 
 

第 8 項 定足数。本クラブのいかなる会合においても、定足数には、グッドスタンデ

ィング会員の過半数の出席が必要である。他に特に定められていない限り、いかなる会

合においても、出席した会員の過半数の決議は、クラブ全体の決議となる。 
 

第 9 項 業務処理の方法。本クラブは郵便又は電子コミュニケーションにより業務処

理を行うことができる。ただし、全クラブ会員の 3 分の 2 の書面による賛成が得られな
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い限り、そのような行為のいかなるものも有効とはならない。このような行為は会長ま

たはクラブ理事会のいずれか 3 人により提議することができる。 
 

第 7 条 
入会金及び会費 

 

クラブの年次会議における会員の承認による  
 

第 1 項 入会金。新会員、再入会員、転籍会員はそれぞれ、国際協会入会金を含め      

円の入会金を納入するものとする。この入会金は、その会員が本クラブ会員として記録

され、クラブ幹事がライオンズクラブ国際協会に報告する前に、支払われていなければ

ならない。ただし理事会は、前クラブ退会後 12 カ月以内に転籍又は再入会を認められ

た会員の入会金のうち、クラブ入会金の全額又は一部を免除することができる。 
 

第 2 項 年間会費。本クラブの各会員は、下記の経常年間会費を支払わなければなら

ない。この金額には、国際協会並びに地区（単一又は準、及び複合）の会費（ライオン

誌購読費、国際協会の運営及び年次大会費、並びに同様の地区の経費を支払うため）が

含まれ、理事会が定める時期までに前納しなければならない。 
 

正会員  ______ 円 
不在会員 ______ 円 
名誉会員 ______ 円 
優待会員 ______ 円 
終身会員 ______ 円 
準会員 ______ 円 
賛助会員 ______ 円 
特典会員 ______ 円 
 

本クラブ会計は、国際会費及び地区及び複合地区会費を、それぞれ国際会則及び複合地

区会則で定められる時期に納入しなければならない。 
 

第 8 条 
クラブ支部運営 

 
第 1 項 クラブ支部役員。支部を構成する会員が支部会長、幹事及び会計を選出する。

以上の 3 人と支部連絡員が支部の執行委員会を構成する。支部の会員は、親クラブ理事

会のメンバーとなる支部会長を選出する。また、支部の種々記録、予定されている支部

活動、月例財務報告書を提供し、支部と親クラブとの間の率直な話合い及び効果的なコ

ミュニケーションを推進する努力を統制するため、支部会長には、親クラブの例会及び

(又は)理事会会議及びアクティビティに出席することが奨励される。支部会員には、親

クラブの例会及びアクティビティに出席するよう奨励される。 
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第 2 項 連絡員。親クラブは、支部の進展状況を見守り必要な時には支部に助力する

者を、親クラブ会員の中から 1 人選んで任命する。この役職を務める会員は、支部の 4
人目の役員も務める。 
 
第 3 項 投票する権利。支部会員は、支部の活動につき投票することができると共に、

親クラブの例会に出席している場合には親クラブの投票権のある会員である。親クラブ

の会合に出席している場合にのみ、支部会員は親クラブの会合の定足数の数に入れられ

る。 
 
第 4 項 入会金及び会費。クラブ支部への新会員、再入会員、転籍会員はそれぞれ、

国際協会入会金を含め     円の入会金を納入するものとする。クラブ支部は親ク

ラブとは別に入会費を請求することができ、支部会員には親クラブの入会費を支払う義

務はない。 
 
支部の各会員は、下記の経常年間会費を支払わなければならない。この金額には、国際

協会並びに地区（単一又は準、及び複合）の会費（ライオン誌購読費、国際協会の運営

及び年次大会費、並びに同様の地区の経費を支払うため）が含まれ、親クラブ理事会が

定める時期までに前納しなければならない。 
 
正会員  ______ 円 
不在会員 ______ 円 
名誉会員 ______ 円 
優待会員 ______ 円 
終身会員 ______ 円 
準会員 ______ 円 
賛助会員 ______ 円 
特典会員 ______ 円 
 
 
クラブ支部会計は、国際会費及び地区及び複合地区会費を、親クラブ会計に、それぞれ

国際及び地区（単一又は複合）の会則及び付則で定められる時期に納入しなければなら

ない。クラブ支部は、クラブ会費を親クラブに支払う義務を持たない。 
 

第 9 条 
その他 

 
第 1 項 会計年度。本クラブの会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日までとする。 
 
第 2 項 議事規則。本会則及び付則で他に特に定められる場合を除き、本クラブ、理

事会、あるいは本会則により任命された委員会のすべての議事の進め方は、最新版ロ

バート議事規則による。 
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第 3 項 政党／宗派。本クラブは公職の候補者を後援又は推薦してはならない。また、

本クラブのいかなる会合においても政党、宗派に関して討論してはならない。 
 
第 4 項 個人的利益。本クラブ役員及び会員は自らのライオン歴を推進させる場合を

除き、どんな個人的、政治的その他の野心のためにも、会員であることを利用してはな

らない。また、クラブ全体としてもクラブの目的に反する運動に参加してはならない。 
 
第 5 項 報酬。幹事を除きいかなる役員も、役員として行った本クラブへの奉仕に対

して、報酬を受けてはならない。幹事に報酬を与える場合には、理事会が定める。 
 
第 6 項 資金の要請。クラブの会員以外の者が、会合の席でクラブに資金を求めるこ

とはできない。本クラブの会合中に通常の経常支出として計上されていない臨時支出の

要請又は提案がなされた場合には、そのいかなるものも、さらなる検討を受けるべく適

切な委員会あるいは理事会に付する。 
 

第 10 条 
クラブ紛争処理手順 

 
会員であることに関して、クラブ会則及び付則の解釈、違反、適用に関して、クラブか

らの会員除名に関して、あるいは他の方法で満足のいく解決ができないその他すべての

ライオンズクラブ内の問題に関して、会員または元会員とクラブまたはクラブ理事会の

役員との間で生じる紛争もしくは申し立てはすべて、国際理事会により定められた地区

紛争処理手順に従って解決されるものとする。 
 

第 11 条 
改正 

 
第 1 項 改正手順。本クラブのいかなる例会又は特別会合においても、定足数の出席

者がいれば、出席した会員の多数決で、本付則を変更、改正、又は撤廃することができ

る。 
 
第 2 項 通知。改正案に対する票決は、改正案を説明する文書による通知が、票決を

行う会合の暦上少なくとも 14 日前までに本クラブの各会員に郵便又はウェブサイトや

電子メール等の手段により公表されるか、又は直接届けられない限り、行われない。 
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別紙 A 
会員種別表 
 

 

地
区
又
は
国
際

の

大
会
の
代
議
員

数

算
出
の

対
象
 

地
区
又
は
国
際

の

大
会
の
代
議
員
 

対
象
に

な
る
 

有
 

対
象
に

な
る
 

無
 

対
象
に
な
ら
な

い
 

無
 

対
象
に
な
ら
な

い
 

無
 

対
象
に
な
ら
な

い
 

無
 

対
象
に

な
る
 

正
会
員
の
義
務

を

果
た
し
て
い
れ

ば

有
 

対
象
に

な
る
 

無
 

対
象
に

な
る
 

有
 

投
票
権

・
 

自
身
が

代
議

員
に

な
る
資

格
 

有
 

ク
ラ
ブ

事
項

の
み
 

地
区
大

会
 

（
第

1
ク
ラ

ブ
）
 

ク
ラ
ブ
事
項
 

（
第

1
及
び
 

第
2
ク
ラ
ブ
）
 

有
 

無
 

正
会
員

の
義

務
を

果
た
し

て
い

れ
ば

有
 

ク
ラ
ブ

事
項

の
み
 

有
 

ク
ラ
ブ
、
地
区

又
は
国
際

の
役
職
へ
の
立

候
補
資
格
 

有
 

無
 

無
 

有
 

無
 

正
会
員

の
義
務
を
 

果
た
し

て
い

れ
ば
有
 

無
 

無
 

良
い
印
象
を
 

与
え
る
言
動
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

必
要
 

ク
ラ
ブ
活
動
参

加
 

必
要
 

可
能
な
時
 

可
能
な
時
 

必
要
 

可
能
な
時
 

可
能
な
時
 

可
能
な
時
 

可
能
な
時
 

会
費
即
時
支
払
 

（
ク
ラ
ブ
、

地
区
、
 

国
際
）
 

必
要
 

必
要
 

ク
ラ
ブ
会
費
の

み
支
払
う
 

必
要
 

必
要
な

し
 
 

ク
ラ
ブ
が
国

際
及
び
 

地
区
の
会
費
を

支
払
う
 

ク
ラ
ブ
及
び

地
区
の
 

会
費
を
払
い
、
 

国
際
会
費
は
払

わ
な
い
 

必
要
 

必
要
 

 

種
別
 

正
会
員
 

賛
助
会
員
 

準
会
員
 

特
典
会
員
 

[
本
項
は
 

2
02
4
年

1
月
 

1
日
施
行
] 

名
誉
会
員
 

終
身
会
員
 

不
在
会
員
 

優
待
会
員
 

 
 



2023 年 10 月 16 日改訂  JA 
第 7 章 

P.60 

 
会員種別に関する制限 
 

名誉会員 – 実際の会員総数の 5%を超えてはならない。端数がある場合には、更にも

う一人の名誉会員が認められる。 
 
賛助会員 – 実際の会員総数の 25%を超えてはならない。 
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別紙 B 
 
投票用紙見本 
クラブ会長選出：投票したい候補者の名前の横にチェックマークをつけてください。 
 

山田一郎 
 
 
田中花子 
 
 
__________________________ 
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EXHIBIT C 
LA-5 
 

標準版複合地区会則 
 

第 1 条 
名称 

 
本組織の名称をライオンズ〇〇複合地区(以下、複合地区と称する）とする。 

 
第 2 条 
目的 

 
本複合地区の目的は、次の通りである。 

(a) ライオンズクラブ国際協会の目的を本複合地区内で推進するため、運営機構を設

ける。 
(b) 世界の人びとの間に相互理解の精神を培い発展させる。 
(c) よい施政とよい公民の原則を高揚する。 
(d) 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。 
(e) 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の融和をはかる。 
(f) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、

宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。 
(g) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、

また、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳

的水準をさらに高める。 
 

第 3 条 
メンバー 

 
本組織のメンバーは、ライオンズクラブ国際協会から結成の認証を受けた本複合地区内

すべてのライオンズクラブとする。 
 
本複合地区は、複合地区大会で可決されライオンズクラブ国際協会の国際理事会の承認

を得て決定された境界線をもつ〇〇地区により構成される。 
 

第 4 条  
 紋章、色、スローガン及びモットー 

 
第 1 項 紋章。本協会及び正クラブの紋章は、下記の通りである。 
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第 2 項 名称及び紋章の使用。協会の名称、紋章、その他の標識の使用は、付則に随

時定められる基準の通りである。 
 

第 3 項 色。本協会及び正クラブの色は、紫色及び金色である。 
 
第 4 項 スローガン。本協会のスローガンは、「Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）」である。 
 
第 5 項 モットー。モットーは、「We Serve (われわれは奉仕する）」である。 
 

第 5 条 
優越性 

 
国際会則及び付則とライオンズクラブ国際協会の方針と抵触せずに複合地区がそれを改

正した場合を除き、複合地区は標準版複合地区会則及び付則に準拠するものとする。複

合地区の会則及び付則と国際会則及び付則の間に抵触する規定または矛盾が存する場合

はいかなる場合も、国際会則及び付則に準拠するものとする。 
 

第 6 条 
役員および協議会 

 
第 1 項 構成。複合地区内のすべての地区ガバナーから成るガバナー協議会を設ける

ものとし、その中には、協議会議長を務める現又は元地区ガバナーを 1 人含める。本複

合地区の役員は、ガバナー協議会の構成員となる。協議会議長を含む協議会の各構成員

は、協議会の決議を必要とする各事柄について 1 票の投票権を持つ。協議会議長は 1 年

任期を 1 期のみ務めるものとし、この役職を再び務めることはできない。(注：この他

に特定の会員をガバナー協議会の構成員として加えることを、複合地区会則及び付則で

規定することが、国際会則及び付則第 8 条 4 項で許されている） 
 
第 2 項 役員。ガバナー協議会の役員は、議長、副議長、幹事及び会計、並びに協議

会が必要と認めるその他の者とする。すべての役員は、毎年協議会の選挙によって選ば

れる。 
 
第 3 項 権限。ライオンズクラブ国際協会の法人定款及び国際会則及び付則の規定、

国際理事会に与えられている権限、同理事会の方針及び決議と矛盾するか、それに反し

ない限り、ガバナー協議会は下記をする。 
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(a) ガバナー協議会のすべての役員及び代理人、並びに複合地区及び複合地区大会の

すべての委員会を統轄管理する。 
(b) 複合地区の所有物、業務、資金を管理する。 
(c) 複合地区大会のあらゆる面、並びに複合地区のすべての会合を統轄管理する。 
(d) 国際理事会が定める方針及び手続のもとに権限が与えられている場合は、複合地

区内の準地区、ライオンズクラブ、あるいはクラブの会員が申し立てる会則上の

苦情を検討し裁定する。ガバナー協議会が下したそのような裁定はすべて、国際

理事会による検討及び決定の対象となる。 
(e) 複合地区の予算に関するすべての事項、並びに複合地区及び複合地区大会の委員

会を運営管理する。いかなる会計年度にも、予算超過あるいは赤字を引き起こす

債務を承認してはならないし負ってはならない。 
 

第 4 項 解任。ガバナー協議会の過半数の要請により、協議会議長解任を目的とした

協議会特別会議を招集することができる。協議会議長の選出方法にかかわらず、正当な

理由があれば、ガバナー協議会の全構成員の 3分の 2の賛成投票により、協議会議長を

解任することができる。 
 

第 7 条 
複合地区大会 

 
第 1 項 開催日時及び場所。本複合地区の年次大会は、毎年国際大会前に、本複合地

区の前年度の年次大会の代議員によって決められた場所において、ガバナー協議会が定

める日時に開催される。 
 
第 2 項 クラブ代議員の算出方法。ライオンズクラブ国際協会及び地区並びに本複合

地区においてグッドスタンディングである各正クラブは、本複合地区の大会が開催され

る月の前月 1 日付の国際本部の記録に基づき少なくとも 1 年と 1 日クラブに在籍してい

る会員 10 人ごと及びその過半の端数について、代議員 1 人及び補欠代議員 1 人を本複

合地区の各大会に出席させる権利を有する。本項にある過半の端数とは、5 人以上の会

員数である。資格を証明され出席している代議員は、大会で選ばれる各役員につき 1 票

を、また大会に提出された各議題について 1 票を投ずる権利を持つ。ほかに別の規定が

ない限り、いかなる議題についても、投票した代議員の過半数の賛成投票が大会の決議

となる。有資格の代議員はすべて、本地区におけるグッドスタンディングのクラブに所

属するグッドスタンディングの会員でなければならない。 
 
クラブは、大会議事規則によって定められた代議員資格証明締切り時の 15 日前までに

滞納金を支払って、グッドスタンディングとなることができる。 
 
第 3 項 定足数。準地区大会及び複合地区大会のいかなる行事においても、代議員の

過半数の出席をもって定足数が満たされたものとする。 
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第 4 項 特別大会。ガバナー協議会の 3 分の 2 の賛成投票により、複合地区を構成す

るクラブの特別大会を、ガバナー協議会が決定する日時および場所で招集することがで

きる。ただし、かかる特別大会は遅くとも国際大会の開催日の 15 日前までに終了して

いなければならない。特別大会の開催日時、場所、目的が記載された書面による通知は、

協議会幹事によって、かかる特別大会開催日の遅くとも 30 日前までに地区内の各クラ

ブに対して行わなければならない。 
 

第 8 条 
複合地区紛争処理手順 

 
会員であることに関して、クラブ境界線に関して、複合地区会則及び付則または複合地

区ガバナー協議会によりその時々に採択されるすべての方針や手順の解釈、違反、適用

に関して、あるいは他の方法で満足のいく解決ができないその他すべてのライオンズ複

合地区内の問題に関して生じる紛争もしくは申し立てはすべて、国際理事会により定め

られた紛争処理手順に従って解決されるものとする。 
 

第 9 条 
改正 

 
第 1 項 改正手順。複合地区大会において、その大会の会則及び付則委員会が改正案

を提出し、投票者の 3 分の 2 の賛成投票があった場合にのみ、本会則は改正される。 
 
第 2 項 自動更新。国際大会において国際会則及び付則の改正が可決され、本複合地

区会則及び付則に影響を及ぼすものがある場合には、大会閉会時に本地区会則及び付則

は自動的に更新される。 
 
第 3 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正案が普通の郵便あるいは電子的手

段により各クラブに対し発表され、それが投票に付される旨の通知が行われなければ、

改正案は提出されず、投票も行われない。 
 
第 4 項 発効日。改正案に特に条件が付いていない限り、改正は、それが採択された

大会の閉会時から有効となる。 
 

付則 
 

第 1 条 
第三副会長及び国際理事候補の指名及び推薦  

 
第 1 項 推薦手順。国際会則及び付則の規定に従い、複合地区大会において国際理事

又は第三副会長候補として推薦を求める本複合地区内ライオンズクラブの会員は、下記

を行わなければならない。 
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(a) 推薦が票決される大会 (準又は複合) の 30 日前までに、推薦を求める旨の文書

を、複合地区協議会幹事兼会計あてに郵送又は持参する。 
(b) 候補者の資格に関して国際会則及び付則で定められている条件を満たしている証

拠を、この文書に添えて提出する。 
 
第 2 項 指名。協議会議長及び協議会幹事兼会計は各立候補者の届け出を、直ちにそ

れぞれの大会の指名委員会に送る。同委員会はこれを考察し、必要に応じて資格に関す

る追加の証拠を候補者から入手し、国際会則及び付則の条件を満たしている者を、それ

ぞれの大会で候補者として指名する。 
 
第 3 項 支持演説。各候補者のためには、3 分以内の支持演説が 1 回許可される。 
 
第 4 項 投票。推薦に関する投票は、投票用紙を用いて無記名で行う。ただし、候補

者が 1 人だけ指名された場合は、発声投票を行うことができる。過半数の票を得た者が、

複合地区大会で推薦された（選ばれた）候補者としてみなされる。同点得票者が出た場

合、あるいはどの候補者も過半数の票を得なかった場合には、最多数の票を得た 2 人の

候補者だけに対して投票を行い、その 1 人が過半数の票を獲得するまで、選挙を繰り返

す。 
 
第 5 項 準地区の推薦。複合地区大会で推薦を求める候補者はいかなる者も、まず候

補者の所属準地区の推薦を確保しなければならない。 
 
第 6 項 推薦証明。複合地区大会の推薦証明は、国際会則及び付則の規定に従って、

指定された複合地区の役員が、国際本部あてに文書にて送る。 
 
第 7 項 有効性。本複合地区内ライオンズクラブのいかなる候補者の推薦も、本条項

の規定に沿っていない限り、無効となる。 
 

第 2 条 
協議会議長任命 

 
協議会議長は、複合地区ガバナー協議会によって任命される。ただし、協議会議長に任

命される者は、就任時に現又は元地区ガバナーでなければならない。協議会議長は 1 年

任期を 1 期のみ務めるものとし、この役職を再び務めることはできない。任命される協

議会議長の任期中に共に任期を務める複合地区内の地区ガバナーの、協議会議長選任を

目的とした会議が、複合地区年次大会の後、ただし国際大会閉会後 30 日以内に招集さ

れなければならない。複合地区においてグッドスタンディングにあるクラブのグッドス

タンディングのクラブ会員を協議会議長として任命することが、本会議の出席者の任務

である。  
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第 3 条 
複合地区ガバナー協議会及び 

委員会の任務 
 
第 1 項 複合地区ガバナー協議会。 
ガバナー協議会は、 

(a) 複合地区大会運営に関連するすべての契約を結び、経費の支払いを承認する。 
(b) 複合地区資金の貯蓄機関を指定する。 
(c) 協議会幹事兼会計のために保証金の額を定め、その保証金を出す保証会社を承認

する。 
(d) 年に 2 回、あるいは更に頻繁に協議会幹事兼会計から財務報告書を受け取り、会

計年度末に協議会幹事兼会計帳簿の検査又は監査の手配をする。 
 

第 2 項 複合地区協議会議長。複合地区協議会議長は、複合地区の管理運営促進者で

ある。いかなる行為も、複合地区ガバナー協議会の権限、指示、監督に基づくものとす

る。 
 

ガバナー協議会との協力の下に協議会議長は下記を行う。  
 

(a) 本協会の目的を推進する。 
(b) 複合地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーターとして下記を行う

ことにより、複合地区全域の会員増強、指導力育成、人道奉仕を管理し、推進す

る。 
(1) 適格なライオン・リーダーが複合地区 GST コーディネーター、複合地区

GMT コーディネーター、複合地区 GLT コーディネーターに選ばれるように

する。 
(2) 複合地区グローバル・アクション・チームにより立ち上げられた取り組みに

ついて討議し、前進させるために定期的に会議が行われるようにする。 
(3) エリアリーダーおよび地区グローバル・アクション・チームと連携する。 

(c) 国際及び複合地区の方針、プログラム、イベントに関する情報伝達を支援する。    
(d) ガバナー協議会が設定した複合地区の目標及び長期計画を文書として記録し、そ

れを入手できるようにする。  
(e) 会議を開催し、協議会会議でのディスカッションを円滑に進める。  
(f) 複合地区大会を円滑に運営する。   
(g) 地区ガバナー間の和と結束を作り出し深めることを目的として、国際理事会又は

ガバナー協議会によって始められた取り組みを支援する。 
(h) 報告書を提出し複合地区会則及び付則で定められる任務を遂行する。 
(i) 複合地区ガバナー協議会から割当てられる他の管理運営の任務を果たす。 
(j) 任務終了時には、複合地区の口座、資金、記録の一切が後継者に速やかに引き渡

されるように計らう。 
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第 3 項 複合地区協議会幹事兼会計。ガバナー協議会の指導監督のもとに協議会幹事

兼会計は、 
(a) ガバナー協議会のすべての会議の正確な記録を作成し、その写しを各会議終了後

10 日以内にすべての協議会構成員及び国際本部に送付する。 
(b) 複合地区の業務を遂行するガバナー協議会に助力し、会則及び付則に明記されて

いるか、または示唆されている任務あるいはガバナー協議会から随時課せられる

任務を遂行する。 
(c) 規定により準地区キャビネット幹事兼会計から納入されるすべての会費を受領し

て領収書を発行し、ガバナー協議会の指定する銀行にそれを預金するとともに、

ガバナー協議会の指導監督の下に幹事兼会計が署名し協議会議長または正式に指

名されている協議会構成員が連署した小切手によって支払を行う。 
(d) 正確な諸会計帳簿及び記録を保管し、ガバナー協議会及び複合地区の全会議の議

事録を作成する。さらに、正当な目的のためであれば妥当な日時に、いかなる協

議会構成員または複合地区内のいかなるクラブ（あるいはそのいずれかの正当な

代理人）にも、これらの記録の検査を許可する。 
(e) ガバナー協議会が要求する場合には、任務遂行に対して保証金ないしこれに代わ

る担保を提出する。 
(f) 任期終了の際には、複合地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速や

かに後任者に引き渡す。 
(g) 協議会幹事と協議会会計の職が個別に設けられている場合には、その役職の本質

に従って、ここで定められている任務がそれぞれの役員に割り当てられるものと

する。 
 

第 4 項 複合地区プロトコール委員長。ガバナー協議会は毎年、複合地区のプロトコ

ール委員長を任命する。ガバナー協議会の指導監督のもとにプロトコール委員長は、 
(a) 訪問している高位役員が出席するすべての行事で、協会の公式プロトコールに従

った座席表を用意し、口頭での紹介もこれに従って行われるよう配慮する。どの

行事についても、服装の規定が明確であることを確認する。 
(b) 空港(その他の到着地)への出迎えが適切に行われるよう手配をする。ホテルなど

宿泊施設への適切な移動手段を手配し、ホテルの部屋は事前に点検してすべてが

整っているかを確かめ、滞在を快適にするもの（花、果物など）を用意する。 
(c) 訪問客が出席予定の各行事には、適切な付き添いを手配する。 
(d) 訪問客のスケジュールが許す限り、現地政府の指導者 (もしくは、訪問先によっ

て可能な場合には地方及び／又は国家の指導者) の役人への表敬訪問を手配する。 
(e) テレビ、ラジオ、新聞など、マスコミに報道してもらえるよう、必要に応じた手

配をする。 
(f) ホテルからのチェックアウトの手配や、空港 (その他の出発地) への移動手段を

手配する。 
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第 5 項 複合地区グローバル奉仕チーム（GST）コーディネーター。複合地区 GST コ

ーディネーターは複合地区グローバル・アクション・チームの一員である。その責任に

は以下が含まれる。 
 

(a) 年間の複合地区行動計画を策定・実施し、目標達成への進捗状況を監督する。地

区を支援し、地区目標達成への意欲を与える。 
(b) 複合地区 GMT および GLT コーディネーター、ならびに複合地区グローバル・

アクション・チーム・ファシリテーター（協議会議長）と連携し、指導力育成、

会員増強、人道奉仕の拡大に重点を置いた取り組みを推し進める。 
(c) 複合地区のライオンズやレオへの帰属意識と誇りを生み出す、地域社会奉仕事業

を支援する。 
(d) GMT および GLT と協力し、地区に会員維持戦略を提供する。 
(e) 地区 GST コーディネーターと定期的に連絡を取り、ライオンズクラブ国際協会

および LCIF の各種プログラム、パートナーシップ、交付金について知らせる。 
(f) ライオンズクラブ国際協会の取り組みに沿った奉仕事業実施における地域の成功

事例について情報資料や知識を提供するエキスパートの役割を担う。 
(g) レオの融合や指導力育成を含め、幅広い世代の参加者を引き寄せる奉仕事業を推

進するよう、地区 GST コーディネーターに促す。 
(h) 複合地区および地区レベルにおける LCIF コーディネーターとの協力を強め、最

大限 LCIF の援助を活用し資金獲得活動を行う。 
(i) 複合地区 LCIF コーディネーターと連携し、複合地区に支給された LCIF 交付金

を監督する。 
(j) 複合地区におけるアドボカシーのリーダーとして、コミュニティでの啓発・教育

活動、法令や政策関係の働きかけ、イベントやパートナーシップの実施などを含

むがこれに限定されない活動を行う。 
 
第 6 項 複合地区グローバル会員増強チーム（GMT）コーディネーター。複合地区

GMT コーディネーターは複合地区グローバル・アクション・チームの一員である。そ

の責任には以下が含まれる。 
 

(a) 複合地区 GLT および GST コーディネーター、ならびに複合地区グローバル・アク

ション・チーム・ファシリテーター（協議会議長）と連携し、指導力育成、会員増

強、人道奉仕の拡大に重点を置いた取り組みを推し進める。 
(b) 年間の複合地区会員増強計画を策定し実行する。 
(c) 地区 GMT コーディネーターと定期的に連絡を取り、利用可能な種々の会員増強

プログラムや情報資料について地区 GMT コーディネーターへの周知を図る。 
(d) 会員増強目標への各地区の進捗状況を観察する。目標を達成するよう地区の意欲

を喚起し、目標達成に向け支援をする。 
(e) 多様な会員をグローバル・アクション・チームの取り組みに参加させるよう、地

区 GMT コーディネーターに奨励する。 
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(f) ライオンズクラブ国際協会から入った入会希望者についての連絡に迅速に対応し、

勧誘活動を追跡してその進展状況を報告する。 
(g) 会員増強活動用にライオンズクラブ国際協会から複合地区が補助金を得られるよ

う、必要な手順を踏んで申請書を提出する。 
(h) 複合地区 GLT および GST コーディネーターと協力し、会員維持戦略を地区に提

供する。 
(i) 地区がスペシャルティクラブを結成するよう動機づける。 

 
第 7 項 複合地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネーター。複合地区

GLT コーディネーターは複合地区グローバル・アクション・チームの一員である。そ

の責任には以下が含まれる。 
 

(a) 複合地区 GMT および GST コーディネーター、ならびにグローバル・アクショ

ン・チーム・ファシリテーター（協議会議長）と連携し、指導力育成、会員増強、

人道奉仕の拡大に重点を置いた取り組みを推し進める。 
(b) 年間の複合地区指導力育成計画を策定し実行する。 
(c) 地区 GLT コーディネーターと定期的に連絡を取り、利用可能な種々の指導力育

成プログラムや情報資料について地区 GLT コーディネーターへの周知を図る。 
(d) 地区 GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン、クラブのリーダーが指

導力育成の目標を達成するよう、絶えず意欲を喚起し、進捗状況を観察する。 
(e) 多様な会員をグローバル・アクション・チームの取り組みに参加させるよう、地

区 GLT コーディネーターに奨励する。 
(f) 国際協会のあらゆるレベルからの参加が奨励されている指導力育成の機会を PR

する。 
(g) ライオンズクラブ国際協会と連携を取り、講師が指導に当たる研修およびウェブ

ベースの研修を企画・進行する。 
(h) 複合地区 GMT および GST コーディネーターと協力し、地区に会員維持戦略を

提供する。 
(i) 多様な会員をグローバル・アクション・チームの取り組みに参加させる。 
(j) リーダー候補および新たなリーダーを発掘し、奉仕、会員増強、指導力育成の機

会に参加させる。 
(k) 指導力育成に取り組むため複合地区がライオンズクラブ国際協会から補助金を得

られるよう、必要な手順を踏んで申請書を提出する。 
 
第 8 項 複合地区マーケティング委員長。マーケティングおよび PR の取り組みに責任

を負い、グローバル・アクション・チームを直接サポートする。その責任には以下が含

まれる。 
 

(a) グローバル・アクション・チームと直接連携し、マーケティングのチャンネルを

通じて集まる入会見込み者を適切な地区やクラブに案内する。 
(b) ガバナー協議会と協力し、大規模な行事や、プログラム、イニシアチブを広報す

る機会を特定・支援する。 
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(c) 協議会議長と協力し、マーケティング補助金を申請する。 
(d) 直接、あるいは複合地区マーケティング委員会の設置を通じて、各種ソーシャル

メディアやウェブサイトを管理する。 
(e) ソーシャルメディアを通じて複合地区のサクセスストーリーを紹介する。 
(f) グローバル・ブランド・ガイドラインを熟知しておく。 

a. 複合地区のあらゆる活動において、グローバルブランド資産を適切に、か

つ一貫して使用するよう奨励する。 
b. ストーリー作成やメディア発信の準備において、承認されたブランドテン

プレートの使用を援助する。 
(g) LCI と LCIF の優れた活動やニュース性の高いストーリーを、ソーシャルメディ

アの各チャンネルを介してライオンズや各方面のメディアに、さらに外部に向け

て、発信する。 
 
第 9 項 複合地区 LCIF コーディネーター。複合地区 LCIF コーディネーターは、LCIF
理事長およびライオンズクラブ国際協会会長により任命され、3 年任期を務める。この

役職はライオンズクラブ国際財団（LCIF）のアンバサダーの役割を果たし、LCIF 理事

長および LCIF 理事会に直属する。その責任には以下が含まれる。 
 

(a) 地区 LCIF コーディネーターとして 3 年任期を務めるライオンを各地区において

特定・勧誘し、研修を行う。 
(b) LCIF の取り組みについて熟知し、LCIF が支援する種々の交付金および事業につ

いて複合地区内ライオンズを啓発する。必要に応じ、LCIF への交付金申請にお

いて地区ガバナーを手助けする。 
(c) LCIF の取り組みを、複合地区の出版物や地区および複合地区の行事で、また大

衆に宣伝する。 
(d) LCIF の資金援助を受けて複合地区内で行われる事業が適切な形で宣伝され、か

つ交付金の条件に従っていることを確実にする。 
(e) LCIF に寄付をするよう複合地区内のすべてのライオンズに呼びかけ、LCIF への

寄付を動機づけるものとして表彰プログラムを宣伝する。 
(f) LCIF を支援する可能性のある大口寄付見込み者、地域にある財団、企業等を特

定し、適切な場合には、寄付依頼のプロセスに関与する。 
(g) 必要に応じて、LCIF への寄付送金、MJF 申請、その他寄付に関わる情報提出に

おいて援助する。 
(h) 進捗状況を四半期ごとに、地域の LCIF 理事に報告する。 

 
第 10 項 レオまたはレオライオン協議会リエゾン（任意）。協議会は、複合地区レオ

委員長との協議の上、レオまたはレオライオンを、投票権を持たない公式の立場で 1 年

の任期を務める者として任命することができる。レオ／レオライオン協議会リエゾンは、

レオおよびレオライオンの関心事や観点を代弁するとともにレオとライオンズの間のコ

ミュニケーションとつながりを促進する。レオ複合地区が編成されている地域において

は、現または元レオ複合地区会長、副会長、幹事、または会計のレオライオンもしくは
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レオが、その役割を果たすものとする。レオ複合地区が編成されていない地域において

は、現または元レオ地区会長であるレオライオンもしくはレオが、その役割を果たす。

レオ地区が編成されていない地域においては、現または元レオクラブ会長であるレオラ

イオンもしくはレオが、その役割を果たす。 
 
協議会は、レオ／レオライオン協議会リエゾンを、若手成人の意見が最も役に立ちそう

な協議会の常設委員会（複数配属可）に配属させるものとする。協議会の決定に基づき、

協議会リエゾンは 1 年間同じ委員会に留まる場合もあれば、複数の委員会を移動するこ

ともある。 
 
レオまたはレオライオン協議会リエゾンの責任には以下が含まれる。 
 

(a) 複合地区内のレオとライオンズの間のコミュニケーションを促進する。 
(b) 複合地区協議会役員および配属された委員会のリソースとしての役割を果たす。 
(c) 複合地区レオクラブ委員長と連携して、レオクラブ、レオライオン・プログラム、

若者の参加の機会を PR する。 
(d) レオ複合地区役員研修の実施において、複合地区レオクラブ委員長をサポートす

る。 
(e) ライオンズ複合地区の活動において、レオとレオライオンのリーダーシップおよ

び指導力育成の機会を支持する。 
(f) 複合地区のレオがライオンズ会員プログラムの機会を検討する際にサポートし、

連絡先としての役割を務める。 
(g) レオ複合地区会長、レオ／レオライオン・キャビネット・リエゾン（任命されて

いる場合）、国際レベルのレオライオン理事会リエゾン、それぞれの会則地域を

代表するレオクラブ・プログラム諮問パネリストと定期的に連絡を取り合い、若

者に関連する取り組みにおいて連携する。 
(h) ライオンズ複合地区大会、フォーラムでのイベント、研修へのレオおよびレオラ

イオンの参加に関わる計画や統合において支援する。 
(i) 必要に応じてレオ複合地区会議に出席する。 
(j) レオとライオンズとの一つの複合地区共同事業において議長を務める。 

 
第 4 条 

複合地区の委員会 
 
第 1 項 資格証明委員会。複合地区大会の資格証明委員会は、現職の各地区ガバナー、

各第一及び第二副地区ガバナー、並びに各キャビネット幹事兼会計で構成される。協議

会議長が本委員会の委員長となる。かかる各資格証明委員会は、最新版ロバート議事

規則で定められている権限を持ちその任務を遂行する。 
 
第 2 項 複合地区グローバル・アクション・チーム。協議会議長がファシリテーター

を務めるこのチームには、複合地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター、複

合地区グローバル奉仕チーム・コーディネーター、複合地区グローバル指導力育成チー
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ム・コーディネーターが含まれ、複合地区マーケティング委員長の支援を受ける。チー

ムは、複合地区内での人道奉仕の拡大、会員増強の達成、未来のリーダー育成に協働し

て取り組むのに役立つ計画を策定・実施する。定期的に会合し、その計画の進捗状況と、

計画をサポートする可能性のある取り組みを討議する。エリアリーダーおよび地区グロ

ーバル・アクション・チームと連携し、成功事例、成果を共有するとともに課題に対応

する。 
 
第 3 項 各種複合地区大会委員会。ガバナー協議会は、次のような複合地区大会委員

会を任命し、委員長を指名し、欠員を補充する。決議委員会、選挙委員会、会則及び付

則委員会、規則委員会、国際大会委員会。各準地区からは、少なくとも 1 人の会員を各

委員会に入れる。これらの委員会は、ガバナー協議会が定める任務を遂行する。 
 
第 4 項 協議会の他の委員会。ガバナー協議会は、複合地区を効率よく運営するため

に必要かつ適切とみなされる他の委員会及び役職を設置し任命することができる。 
 

第 5 条 
会議 

 
第 1 項 協議会会議。ガバナー協議会は、地区ガバナーが正式に就任してから 60 日以

内に定例会議を開き、その他必要と認める時に会議を開く。協議会議長あるいは協議会

議長の指示により幹事は、ガバナー協議会の会議ごとに、協議会議長が定める日時及び

場所を明記した文書による会議開催の通知をする。協議会議長が日時を定める第 1 回目

会議以外の会議日時は、ガバナー協議会が定める。 
 
第 2 項 代替会議形式。本協議会の定例会議及び／又は臨時会議は、電話会議及び／

またはウェブ会議などの代替会議形式により開催することができる。このような会議は、

ガバナー協議会の過半数の承認が得られた場合に行うことができる。 
 
第 3 項 定足数。ガバナー協議会のいかなる会合においても、構成員の過半数の出席

をもって定足数が満たされたものとする。 
 
第 4 項 郵便による業務処理。ガバナー協議会は、郵便（文書、電子メール、ファッ

クス、電報を含む）により事務運営を行うことができる。ただし、全ガバナー協議会構

成員の 3 分の 2 の書面による賛成が得られない限り、そのような行為のいかなるものも

有効とはならない。このような行為は協議会議長または協議会構成員のいずれか 3 人に

より提議することができる。 
 

第 6 条 
複合地区大会 

 
第 1 項 大会開催地の選択。ガバナー協議会議長は､年次大会招致を希望する所から文

書による招致希望を受け付ける。その文書にはガバナー協議会が随時指定する情報が含
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まれていなければならないとともに、その大会開催地が票決される大会開会日の 30 日

前までに、この文書が協議会議長に届けられていなければならない。入札に関する調査

の方法、入札の申し出を大会に提出する方法、入札を承認できないか入札がない場合に

とるべき措置などについては、ガバナー協議会が決定する。 
 
第 2 項 公式通達。ガバナー協議会は、決定している年次複合地区大会開催日の 30 日

前までに、その大会の開催場所及び日時が明記された文書による年次地区大会公式通達

を交付しなければならない。 
 
第 3 項 開催地の変更。ガバナー協議会は、正当な理由があれば複合地区大会で決ま

った大会開催地をいつでも変更する絶対的権限を持つ。ただし、変更後の大会開催地は、

複合地区の境界線内に位置する場所でなければならない。ガバナー協議会、複合地区、

あるいは準地区は、クラブ又は準地区に対して、その変更に関するいかなる責任も問わ

れない。大会開会日の 60 日前までに、文書による開催地変更の通知が複合地区内の各

クラブに送付されなければならない。 
 
第 4 項 役員。ガバナー協議会の構成員は、複合地区年次大会の役員となる。 
 
第 5 項 大会議事次第。複合地区ガバナー協議会が複合地区大会の議事次第を取り決

める。それが、会期のすべての行事日程となる。 
 
第 6 項 議事規則及び手順。本会則及び付則で別に定められているか、会合のために

採用された議事規則で定められている場合を除いて、いかなる大会、いかなるガバナー

協議会の会議、いかなる複合地区委員会の会合においても、会議進行に関する疑問は、

最新版ロバート議事規則に従って処理される。 
 
第 7 項 守衛官。大会の守衛官及び必要な場合その助手は、ガバナー協議会により任

命される。 
 
第 8 項 公式報告。複合地区大会閉会後 60 日以内に、ガバナー協議会あるいはその指

示により協議会幹事は、大会の公式の報告書をライオンズクラブ国際協会及び複合地区

内各クラブに送付しなければならない。 
 
第 9 項 準地区大会。複合地区大会に参加し登録した準地区の代議員の会合を、その

準地区の年次大会とみなすことができる。 
 

第 7 条 
複合地区大会資金 

 
第 1 項 大会費。複合地区大会の登録料の代わりに､又はその追加分として年額〇〇円

の複合地区大会費が、複合地区内各クラブの会員から徴収できる。新しく結成されたク

ラブ及び再編成されたクラブを除き、各クラブはこれを次の方法で半期ごとに前納する。
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7 月 1 日から 12 月 31 日までの半期分大会費一人○○円を毎年 9 月 10 日に、1 月 1 日か

ら 6 月 30 日までの半期分大会費一人○○円を毎年 3 月 10 日に支払う。請求はそれぞれ

9 月 1 日及び 3 月 1 日現在のクラブ会員数に基づいて行われる。会計年度中に新しく結

成されたクラブ又は再編成されたクラブは、その会計年度の大会費を、結成又は再編成

の翌月 1 日から月割り計算して徴収し、支払う。 
 
この大会費は準地区ごとにそれぞれのキャビネット幹事兼会計が各クラブに請求し、徴

収する。キャビネット幹事兼会計は、徴収した資金を準地区キャビネットが定めた銀行

又はその他の貯蓄機関に、他の資金と切り放して預金し、協議会議長の要請に基づき協

議会幹事兼会計に送金する。こうして徴収された資金は、複合地区大会用のみに使用さ

れ、協議会幹事兼会計が署名し、協議会議長又は正式に指名されている協議会構成員が

連署した小切手をもって支出される。 
 
第 2 項 残った資金。その年度の大会経費をすべて支払った後に残った資金は、いか

なる会計年度においても、大会基金にそのまま残され、次の会計年度の収入として扱わ

れ、その年の大会経費支払いに使われる。 
 
第 3 項 代金の徴収。複合地区大会の際の食事、余興などの実費を支払うため、協議

会が定めた方法により、協議会が定めた代金を各代議員、補欠、その他の大会参加者か

ら徴収することができる。 
 

第 8 条 
複合地区運営資金 

 
第 1 項 複合地区の収入。承認された複合地区の事業に充てる収入を得るため、また

複合地区運営費用の支払いに充てるため、複合地区内の各クラブの各会員は、年間〇〇

円の複合地区会費を納入するものとし、各クラブはこれを集め、次の方法で半期ごとに

前納する。7 月 1 日から 12 月 31 日までの半期分一人○○円を毎年 9 月 10 日に、1 月 1
日から 6 月 30 日までの半期分一人○○円を毎年 3 月 10 日に支払う。請求はそれぞれ 7
月 1 日及び 1 月 1 日現在のクラブ会員数に基づいて行われる。この運営費は、複合地区

内の各クラブが協議会幹事兼会計に支払う。ただし、新しく結成されたクラブ及び再編

成されたクラブは、結成又は再編成の翌月 1 日から月割り計算した額を支払う。この納

入金は、複合地区の運営経費のためだけに、ガバナー協議会の承認があった場合にのみ

使用されるものとし、支払いは、協議会幹事兼会計が署名し、協議会議長が連署した小

切手をもって行われる。 
 
第 2 項 残った資金。その年度の複合地区運営経費をすべて支払った後に残った資金

は、いかなる会計年度においても、複合地区運営基金にそのまま残され、次の会計年度

の収入として扱われ、その年の複合地区運営経費支払いにのみ使われる。 
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第 9 条 
その他 

 
第 1 項 報酬。協議会幹事兼会計を除き、いかなる役員も、役員として行う本複合地

区への奉仕に対して、報酬を受けてはならない。協議会幹事兼会計に報酬を与える場合

には、ガバナー協議会が定める。 
 
第 2 項 会計年度。本複合地区の会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日までとする。 
 
第 3 項 監査又は検査。ガバナー協議会は、毎年 1 回あるいは更に頻繁に、複合地区

の各種記録及び帳簿の監査又は検査を手配する。 
 

第 10 条 
改正 

 
第 1 項 改正手順。本付則は、複合地区大会において、大会の会則及び付則委員会が

改正案を提出し、投票者の過半数の賛成投票があった場合にのみ、改正される。 
 
第 2 項 自動更新。国際大会において国際会則及び付則の改正が可決され、本地区会

則及び付則に影響を及ぼすものがある場合には、大会閉会時に本地区会則及び付則は自

動的に更新される。 
 
第 3 項 通知。年次大会開会日の 30 日前までに改正案が普通の郵便あるいは電子的手

段により各クラブに対し発表され、それが投票に付される旨の通知が行われなければ、

改正案は提出されず、投票も行われない。 
 
第 4 項 発効日。改正案に特に条件が付いていない限り、改正は、それが採択された

大会の閉会時から有効となる。
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別紙 A 
 

開催手順見本 
本開催手順見本はあくまで指針であり、ガバナー協議会が変更を加えた上で大会の代

議員が採択することができる。 
 

〇〇複合地区大会 
 
第 1 複合地区ガバナー協議会が、複合地区大会の議事進行次第を定めるものとする。

登録及び資格証明の受付時間は変えることができないが、それ以外の公表済み議事進行

次第については、定足数を満たしているどの会議でも、資格証明済み代議員の 4 分の 3
が同意すれば、変えることができる。いかなる会合においても、資格を証明された代議

員の過半数をもって定足数がみたされたものとする。 
 
第 2 ライオンズクラブ国際会則及び付則、○○複合地区会則及び付則、国の慣例又は

習わし、あるいはここにある規則で定められている場合を除き、議事の進行及び手順は

すべて、最新版ロバート議事規則に従うものとする。 
 
第 3  

(a) 資格証明委員会は、委員長を務める協議会議長、現職の地区ガバナー、第一及び

第二副地区ガバナー、並びにキャビネット幹事兼会計で構成される。資格証明委

員会の主な責任は、クラブ代議員の資格を検証することである。この責任を遂行

するにあたり、資格証明委員会は、国の慣例や習わしで決まっているか、最新版

ロバート議事規則に設けられている権限をもち、それに従って任務を果たすもの

とする。 
(b) 代議員の登録及び資格証明受付は、○○月○○日の○○時から○○時までである。 
(c) 資格が証明された代議員の数は、資格証明の受付締切り後、及び投票開始前に、

大会で発表されるものとする。 
 

第 4  
(a) 別に規定が設けられていない限り、大会開会日の 60 日前に協議会議長は、3 人

のメンバーから成る指名委員会を任命し委員長を指名する。選挙に先立つ 5 日以

内に、指名推薦された各候補者の資格、並びに候補者の資格に関する規則を考察

することが、指名委員会の責任である。 
(b) 指名委員会が最終報告をする前であればいつでも、候補者は立候補を取り下げる

ことができる。 
 
第 5 代議員及び補欠代議員の交代。 

(a) すでに資格証明を済ませた代議員及び(又は)補欠代議員の交代のためには、交代

する者は、自分に交付された資格証明書の写しを、交代する相手の会員に譲らな

ければならない。  
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(b) 正式に資格が証明された補欠代議員は、正式に資格が証明された同じクラブの代

議員に代わり、投票当日に、自分の補欠代議員資格証明書の写しと、手続済の代

議員資格証明書とを投票所係員に提示して、投票用紙をもらい投票することがで

きる。その際、投票所係員は、そのクラブの代議員に交代があった旨、資格証明

記録簿に必要事項を書き記す。資格証明を受けなかった補欠代議員は、資格証明

済の代議員あるいは資格証明を受けなかった代議員のいずれとも、交代すること

はできない。 
 

第 6  
(a) 大会に先立ち、協議会議長は 3 人のメンバーから成る選挙委員会を任命し委員長

を指名する。正式に推薦された各候補者には、オブザーバーを 1 人、自分の所属

クラブから選んで指名することができる。オブザーバーは選挙手順だけを監督す

ることができ、委員会が下す決定には直接関与することはできない。 
(b) 選挙委員会は、選挙資料の作成、投票数集計、個々の投票が有効か否かの問題解

決に責任を持つ。委員会の決定が最終的な決定として拘束力をもつものとする。 
(c) 選挙委員会は、選挙の日時及び場所、候補者別の得票数、並びに委員会の各メン

バー及びオブザーバーの署名が含まれた選挙結果に関する総括的報告書を作成し

なければならない。地区ガバナー、協議会議長、並びに候補者全員がこの委員会

報告書を受け取る。 
 

第 7 投票。  
(a) 投票は、あらかじめ定められた場所と時間に行われる。 
(b) 投票用紙を確保するために、代議員は自分の資格証明書を投票所係員に提示して

確認してもらう。確認されたら、代議員に投票用紙が交付される。 
(c) 投票者は、適切な箇所に印をつけて自分が選ぶ候補者に対して投票する。投票が

有効なものとみなされるためには、正しい箇所に印がつけられなければならない。

選出される役員に関して、指定数以上の候補者に対する票が投じられている場合

には、投票用紙のその箇所は無効となる。 
(d) 第三副会長及び国際理事の推薦には、過半数の得票を必要とする。推薦に関して

過半数の票を得られなかった候補者は推薦されない。 
(e) その他のいかなる候補者も、当選するには過半数の得票が必要である。いずれか

1 人の候補者が当選に必要な票数を得なかった場合には、本項で説明されている

手順に沿って、1 人の候補者が過半数の票を獲得するまで投票が行われる。 
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EXHIBIT D 
 
ライオンズ国際切手クラブ 
会則 
（1974 年 11 月 25 日承認 
2003 年 7 月改正） 
 

第 1 条 
名称及び目的 

 
第 1 項 名称。本組織の名称をライオンズ国際切手クラブとする。以下 LISC と呼ぶ。 
 
第 2 項 目的。本組織の目的は、ライオンズ、レオ及びその家族間における切手収集

の趣味を促進し、国際親善を通して国際ライオニズムの強化を計ることである。 
 

第 2 条 
会員 

 
第 1 項 会員。ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員は誰でも、本組織の

メンバーになることができる。入会するためには、入会申込書に年間会費を添えて、本

クラブの幹事に提出する。 
 
第 2 項 準会員 

(a) グッドスタンディングのライオンズ会員の近親者は誰でも、年間会費を添えて申

込書を提出すれば、準会員になることができる。 
(b) レオクラブのグッドスタンディングの会員は誰でも、年間会費を添えて入会申込

書を提出すれば、準会員になることができる。 
(c) 準会員は投票することも、役員になることもできない。 
(d) 準会員の入会申込書はすべて､クラブ幹事の証明を受けなければならない。 

 
第 3 項 名誉会員 

(a) 理事会は、年次会議に参加しているメンバーの過半数の承認があれば、LISC 会

員以外の者で、LISC のために優れた貢献をし、クラブが特別な方法で認めたい

と望む者を、名誉会員にすることができる。 
(b) この称号は、死去した元会長及び元幹事のパートナーに与えることもできる。 
(c) 名誉会員は、会費を払う必要がない。 
(d) 名誉会員は、ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員でない限り、投票

権を持たないし、役員になることもできない。 
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第 4 項 終身会員 
(a) 理事会は、年次会議に参加しているメンバーの過半数の承認があれば、LISC の

ために優れた貢献をし、継続して少なくとも 15 年間 LISC のメンバーである者

を、クラブへの今後の会費支払いの代わりに終身会員にすることができる。 
(b) メンバーが、今後クラブに会費を支払う代わりに 200 ドルを支払って申し込んだ

場合には、理事会の承認の下に会長は、少なくとも 15 年間 LISC メンバーであ

る者を誰でも、終身会員にすることができる。 
(c) 理事会は二人の終身会員を、投票権を有する職権上の理事会メンバーとして選ぶ

ことができる。この特権は、役員を務めたことがあり、クラブのために長い間著

しい働きをした者に与えられる。 
 

第 5 項 会員カード。各会員及び準会員には、会費が納入されると会員カードが交付

される。そのカードには、会員となった年月日が記入されている。 
 
第 6 項 退会及び除名 

(a) 本クラブの幹事宛に文書による退会届を提出すれば、会員又は準会員はいつでも

退会することができる。 
(b) 会費納入期日後の 90 日以内に会費を払わなかった会員又は準会員については、

理事会が審議し、適切な措置を講じる。 
(c) スタンプ収集家にふさわしくない行動、また、本クラブ及びライオンズクラブ国

際協会の規則に対する違反などの理由で、理事会は、3 分の 2 の賛成投票によっ

て会員又は準会員を除名することができる。  
(d) ライオンではなくなった会員は、その会員名の下に登録されている準会員と共に、

自動的に除名される。 
 

第 7 項 会費。 
(a) 本クラブの年間会費は、年次会合に出席している会員の過半数の賛成投票によっ

て定められる。この会費は、郵便代、郵趣家機関紙、妥当な運営経費に充てられ

る。 
(e) 会員及び準会員は、毎年 7 月 1 日までに会費を納入する。 

 
第 3 条 

役員及び理事会 
 
第 1 項 選出役員 

(a) 本クラブの選出役員は、会長、第一副会長、第二副会長、第三副会長、幹事、会

計、並びに 6 人の理事とする。 
(b) 理事以外の選出役員は、辞任又は本条 4 項に従って解任されない限り、1 年任期

を務める。 
(c) 6 人の理事は理事会のメンバーを務める、毎年 3 人の理事が選挙され、その任期

は 2 年間とする。1 年目理事が辞任するか解任された場合には、1 年間のみ理事

を務める後継者を、次の年次会議で選出する。 



2023 年 10 月 16 日改訂  JA 
第 7 章 

P.81 

第 2 項 役員の任務 
(a) 会長。会長は、クラブの全事項に関して、一般に指導監督の権限を持ち、職権上

すべての委員会のメンバーとなる。本会則に定められているすべての任命を行う

とともに、必要に応じ、あるいは権限を与えられた場合にも任命を行う。本会則

により委ねられているすべての任務を遂行する。クラブの年次会議又は年次会議

の合間に開かれる理事会のいかなる会議においても、議長を務める。 
(b) 副会長。第一副会長、第二副会長、第三副会長は、クラブ運営において会長を補

佐する。会長が不在の場合、あるいは任務を遂行できない場合には、副会長が順

位に従って会長のすべての任務を代行する。また、会長から随時割り当てられる

他の任務を遂行する。 
(c) 幹事。幹事は、クラブの会合並びに理事会会議の議事録を正確に作成し、永続的

に保管する。クラブ会員の記録を維持する。更に、クラブ役員及び理事会に伝え

るべき情報をすべて郵便で送り、ここに規定されていないその他の事項について

も、会長と協議する。集めた資金はすべて、クラブ口座への入金のため、会計に

渡す。 
(d) 会計。会計はクラブの全資金を管理し、会費をすべて徴収する。クラブの財務報

告書を四半期ごとに作成し、会長と幹事に提出する。資金はすべて銀行に預金す

る。かかる銀行は会計が指定できるが理事会に承認されなければならない。会長

又は幹事の文書による承認があった場合、又は予算に組まれており、年次会合で

出席会員の過半数の承認を受けている場合に、クラブの負債をすべて支払う。理

事会から要求された場合には、理事会が定める額の保証金を出す。 
(e) 理事。理事会の採決を必要とするすべての事項に対して、理事は投票権を持つ。

時には、会長から任務を割当てられることもある。 
(f) 会長は、年次会議の合間、他の役員及び理事の補佐を受けてライオンズ国際切手

クラブに関係する事項のすべてに携わる権限を持つ。 
 

第 3 項 前会長。前会長は職権により理事会のメンバーとみなされ、採決の結果が可

否同数の場合に投票権を持つ。 
 
第 4 項 役員の解任と交代 

(a) 理事会の 3 分の 2 の賛成投票があれば、本条 2 項にある任務の怠慢又は不履行等

の理由で、役員を解任することができる。 
(b) 会長又は副会長が解任されたか辞任した場合、副会長が全員、順位に従って昇格

する。 
(c) 幹事、会計、あるいは理事が解任されたか辞任した場合には、理事会の承認のも

とに会長が後継者を任命することができる。その任期は年度末に終了するものと

する。 
 

第 5 項 報酬。幹事を除くいかなる役員も、正式に承認された運営経費の返済を受け

る以外は、任務遂行に対する報酬を受けない。 
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第 4 条 
年次会合及び選挙 

 
第 1 項 年次会合 

(a) 年次会合は、ライオンズ年次国際大会中に開かれ、その際に、必要な業務処理を

すべて行い、次期役員を選出する。 
(b) 年次会合は、本会則及びロバート議事規則に従って進行される。 
(c) 次の年次大会までの間に生じる事項については理事会が郵便で採決することがで

きる。 
 

第 2 項 役員選挙 
(a) 役員の選挙は、本条 1 項 a に定められる年次会合で行われる。 
(b) 第 5 条 1 項 a に定められる指名委員会が、選挙される役員の候補者リストを提出

し、指名を行う。会合の席上からも、更なる候補者の指名を求める。会場からの

候補者の指名がなかった場合には、委員会により指名された役員を発声投票で選

ぶことができる。一つの役職に対して複数の候補者がいる場合には、議長が候補

者の退場を要請し、起立投票を行うことができる。候補者が当選するには、過半

数の票を得なければならない。 
 

第 5 条 
委員会 

 
第 1 項 常設委員会。会長は、選挙の後できるだけ早く、下記の委員会を任命する。  

(a) 指名委員会。指名委員会は、選出されるべき役員の候補者名簿を作成し、年次選

挙の 30 日前までに幹事に提出する。年次会合で、会合に出席している会員に対

しその名簿を提出する。この委員会の委員長又は任命された代理人は、リストに

記載されている役員候補者名を読み上げた後、これらの候補者を指名推薦するこ

とを動議する。 
(b) 会員及び促進委員会。この委員会は、本クラブの会員増加及び活動促進に関する

計画やアイデアを提案する。ライオンズ及びその家族間で切手収集の関心を高め

るため、時折会長から要請される任務を遂行する。 
(c) カシェ委員会。この委員会は、ライオンズクラブ国際協会及び本クラブの活動に

関連し、郵趣家としての会員の関心をそそるような特別カバーを促進する。その

ような特別カバーのデザインの考案や選択、印刷、並びにカバーに消印を押して

もらう手配などの任務を、会長の指示に従って遂行する。そのようなカバーの印

刷回数、その経費、その他関係する問題について、会長と相談する。  
(d) 販売委員会。ライオンズ郵趣家用の用品販売プランを考案して促進し、用品を用

意して、用品販売の情報を本クラブの会員に流す。新しい用品のリストを作成し、

四半期ごとにライオンズ郵趣家機関紙に載せる。会長又は理事会による別の指示

がない限り、本委員会は、本クラブ所有のガバー及び郵趣家用品すべての管理人

となる。 
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(e) 大会委員会。ライオンズ国際大会中に催される本クラブの行事の手配に責任を持

つ。大会センターにブースを設けると共に、大会カバーに消印を押す特別郵便局

を設け、ここで記念切手を販売する手配をする。この委員会は、カシェ委員会及

び販売委員会と密接に協力する。 
(f) 編集委員会。本委員会は、クラブの機関誌及び会報の発行に責任を持つ。会長又

は理事会が希望した場合には、本クラブ及びその活動に関するニュースを流すな

ど他の任務も遂行する。 
 

第 2 項 特別委員会。会長は随時、本クラブの活動推進に向け年度中特定の任務を遂

行する特別委員会を任命することができる。 
 

第 6 条 
会計年度 

 
第 1 項 行政年度。選出役員は、本クラブの年次会合で選出され就任する。役員はこ

の日からそれぞれの職務を担い、次の年次会合での新役員選挙の後に、任務を終わらせ

る。 
 
第 2 項 会計年度。会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までとする。年次会合が

6 月 30 日よりも前に開かれた場合には、会計は暫定的な財務報告書をその会合で提出

する。会計報告書は、ライオンズ郵趣家機関紙の 9 月号に掲載される。 
 
第 3 項 LISC の会員名簿は、商業用又は金銭上の利益のために利用することはできな

い。これは、参考資料として同組織の会員だけが利用できるものである。この名簿、並

びに要請されるその他の報告書が、毎年ライオンズクラブ国際協会に提出されなければ

ならない。 
 

第 7 条 
地方支部 

 
第 1 項 地区、又はその他の地理的区分、あるいは地元クラブが幹事に申請書を出し、

本クラブ理事会の承認を受ければ、地方支部を組織することができる。この地方支部、

その活動、並びにその会則及び付則がライオンズクラブ国際協会又は本クラブの会則に

いかなる点においても抵触しないことを条件に、支部は会則及び付則を採用することが

できる。 
 
第 2 項 申請書が検討されるには、LISC 会員が 10 人いなければならない。 
 
第 3 項 いかなる支部も、年次の全体会議で公表できるよう、幹事に年間報告書を提出

しなければならない。 
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第 8 条 
規定 

 
第 1 項 会則改正。本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会が単独で改正するこ

とができる。また年次会合に出席している会員の 3 分の 2 の賛成投票をもって改正する

ことができるが、この場合、3 月又は 4 月の国際理事会会議の 30 日前までに書面によ

る改正案が、本クラブの理事会及び国際理事会に提出され、考察及び承認を受けること

が条件である。 
 
第 2 項 ライオンズクラブ国際協会の管轄。ライオンズ国際切手クラブは、ライオン

ズクラブ国際協会理事会によって設立され、その支配下におかれる。本会則の規定で、

国際協会の会則及び付則又は国際理事会の方針に反するもの、あるいは国際理事会によ

って反するとみなされるものは、一切無効となり、いかなる効力も持たない。ライオン

ズ国際切手クラブの役員、理事、会員、支部、運営、活動はすべて、前記国際理事会の

みの管轄下におかれ、同国際理事会は、ライオンズ国際切手クラブの役員、理事、理事

会、会員、支部、会合の活動又は不活動をくつがえすことができる。  
 
第 3 項 ライオンズ国際切手クラブ(LISC）販売。LISC のブースで販売される品はい

かなるものも、(1)販売用に LISC が製造したか購入した LISC 用品でなければならない。

LISC から具体的に許可を受けた場合を除き(例えば、モナークマートなど)、いかなる

者も、LISC の名で、あるいは LISC に代わって、販売をすることはできない。郵趣家

関係の品物又はその他の商品の販売を希望する者は、LISC とは全く関係なく、自分の

責任及び経費負担で、又 LISC の施設を使わずに、販売することができる。 
 

第 9 条 
解散 

 
LISC の活動が停止される場合には、負債全額が支払われた後、残りの資金を全額ライ

オンズクラブ国際財団（LCIF）に寄付するよう、理事会は会計に指示する。 
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EXHIBIT E 
 
ライオンズクラブ国際交換ピン・クラブ会則 
 

第 1 条 
名称及び目的 

 
第 1 項 名称。本組織の名称をライオンズ国際交換ピン・クラブとする。 
 
第 2 項 目的。本組織の目的は、ライオンズ会員間及びライオンズクラブ間において

ライオンズ「交換」ピンの収集と交換の促進を計り、その結果、国際親善を通して国際

的ライオニズムの一層の発展を計ることである。 
 
第 3 項 交換。会員は大会及び郵便でピンを交換するが、いかなる場合にもピンを売

買してはならない。ただし､この例外は理事会方針書第 15 章 A 項 8 項に定義されてい

る。 
 

第 2 条 
会員 

 
第 1 項 会員。本組織は、ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員で、規定

の申込書を使って幹事に入会を申し込んだ者を、会員とする。理事会は、交換ピン・ク

ラブの運営費用として任意の寄付金を会員に要請することができる。 
 
第 2 項 会員カード。資金があるかぎり、毎年会員カードが会員に対して交付される。 
 
第 3 項 退会及び除名 

(a) 本クラブの幹事に退会届を出せば、会員はいつでも退会できる。 
(b) ライオンズ「交換」ピンにかかわる手順等に関し、本クラブによって制定されラ

イオンズクラブ国際協会に承認された規則に反する行為をした会員がいた場合、

本クラブ理事会は過半数の投票でその会員を除名することができる。 
(c) 交換ピン・クラブ会員がライオンズクラブのグッドスタンディング会員でなくな

った場合には、自動的に交換ピン・クラブからも除名される。 
 

第 3 条 
役員及び理事会 

 
第 1 項 選出役員 

(a) 本クラブの選出役員は、会長、副会長、幹事、会計、並びに 6 人の理事とする。

これらの選出役員及び理事のほか、前会長が理事会を構成する。 
(b) 理事以外の選出役員は、辞任又は本条 4 項に従って解任されない限り、1 年任期

を務める。 
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(c) 6 人の理事は理事会のメンバーを務める。毎年 3 人の理事が選挙され、その任期

は 2 年間とする。本クラブ結成の最初の年には、三人の理事が 1 年任期で選ばれ

る。辞任又は解任によって 1 年目理事職に空席が生じた場合には、1 年間だけの

任期で役を務める代わりの理事が、次の年次会合で選出される。 
(d) いかなる役員又は理事も、続けて 2 回までしか、それぞれの役職を務めることは

できない。 
 

第 2 項 役員の任務 
 

(a) 会長。会長は本クラブを総体的に監督する権限をもち、職権上すべての委員会

のメンバーとなる。会長は、必要に応じて又は権限を与えられている場合に、す

べての任命を行う。本会則により委ねられているすべての任務を遂行する。クラ

ブの年次会議、及び年次会議の合間に理事会会議が開かれる場合にはそのいかな

る会議においても議長を務める。 
 

(b) 副会長。副会長は、本クラブの運営において会長を補佐する。会長が不在の場

合、あるいは任務を遂行できない場合には、副会長が会長のすべての任務を代行

する。また、会長から随時割り当てられる他の任務を遂行する。 
 

(c) 幹事。幹事は、クラブの会合及び理事会会議の記録を正確に取り、適宜議事録

を作成して永続的に保管するほか、クラブの会員について詳細にわたる最新の記

録も保管する。更に、クラブの役員及び理事会メンバーに伝えるべきすべての情

報を郵便で送り、ここに規定されていないその他気づいた事項についても、会長

に伝達する。集めた資金はすべて、速やかに報告し、クラブ口座への入金のため、

会計に渡す。 
 

(d) 会計。会計は本クラブのすべての資金を管理し、クラブの財政状況を、会長及

び幹事、並びにライオンズクラブ国際協会に対し四半期ごとに報告する。資金は

すべて銀行の口座に直ちに預金する。かかる銀行口座は会計が指定できるが理事

会に承認されなければならない。会長又は幹事の文書による承認を得て、あるい

は支出が予算に組まれており、年次会合で出席会員の過半数の承認を受けている

場合には直接、クラブの負債をすべて支払う。理事会から要求された場合には、

理事会が定める額の保証金を出す。 
 

(e) 理事。理事会は、交換ピン・クラブ年次大会の際に、並びにクラブ会長の裁量

により、あるいは 3 人の理事の文書による要請に従って、会長指定の日時及び場

所で会議を開く。いかなる理事会会議においても、定足数とは理事会メンバーの

過半数を指し、定足数を満たしたいかなる理事会会議においても出席理事の過半

数の決議は、理事会の決議となる。 
 
理事会は、本会則に定められる権限の下に、全理事会メンバーの署名付きの文書

にて合意を得た上で、会議を開かずに、いかなる決議も下すことができる。 
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第 3 項 前会長。前会長は職権により理事会のメンバーとみなされ、採決の結果が可

否同数の場合に投票権を持つ。 
 
第 4 項 役員の解任と交代。 

(a) 過失、本条 2 項に規定されている任務の不履行又は本会則 7 条に定められている

規定に反する行為を理由に、理事会は過半数の賛成投票によっていかなる役員も

解任することができる。 
(b) 会長の解任、死亡、辞任のいずれかが生じた場合、副会長が会長に昇格する。 
(c) 副会長、幹事、会計、理事のいずれかが解任、死亡又は辞任した場合、理事会が、

残る任期を務める後任者を任命する。 
 

第 5 項 報酬。いかなる役員又は理事も、その任務遂行に対して報酬を受けない。郵

便、電話、便箋等の承認された妥当な運営経費については払戻しを受けることができる。  
 

第 4 条 
年次会合及び選挙 

 
第 1 項 年次会合 

(a) 年次会合は、ライオンズ国際大会開催時及び開催場所で開かれ、その際に、必要

な業務処理をすべて行い、次期役員及び理事を選出する。 
(b) 年次会合は、改訂版ロバート議事規則に従って進行される。 

 

第 2 項 役員選挙 

(a) 役員の選挙は、本条 1 項 a に定められる年次会合で行われる。 
(b) 第 5 条 1 項 a に定められる指名委員会が、選挙される役員の候補者を指名する。

会合の席上からも、更なる候補者の指名を求める。会場からの候補者の指名がな

かった場合には、本委員会により指名された役員及び理事を発声投票で選ぶこと

ができる。一つの役職に対して複数の候補者がいる場合には、議長は起立投票又

は書面による投票を求めることができる。各役職について、会合に出席している

クラブ会員の過半数の票を得た候補者が当選する。 
 

第 5 条 
委員会 

 
第 1 項 常設委員会。会長は、選挙の後できるだけ早く、下記の委員会を任命する。 
 

(a) 指名委員会。指名委員会は、選出されるべき役員及び理事の候補者名簿を作成し、

年次選挙の 45 日前までにクラブ幹事に提出する。クラブ幹事は、年次会合開催

案内を送付する際に、選ばれた候補者名を各クラブ会員に通知する。これは、会

合が開催される 30 日前までに行われなければならない。 
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年次会合において、出席している会員に対しこの役員及び理事候補者名簿が提示

される。この委員会の委員長又は任命された代理人は、候補者名を読み上げた後、

それらの者を各役職を務める候補者として指名することを動議する。 
 

(b) 大会委員会。ライオンズ国際大会中に催される本クラブの行事の手配に責任を持

つ。本クラブの年次会合を開き、役員及び理事の選挙を行うのに適当な場所を手

配する。 
 

(c) 編集委員会。この委員会は、公式のクラブ会報発行に責任を持つ。会長又は理事

会が希望する場合には、クラブ及びクラブの活動に関する情報発表など他の任務

も割当てられることもある。 
 

(d) 会員バッジ委員会。この委員会は、クラブ会員のために会員バッジをデザインし、

ライオンズクラブ国際協会から調達する責任を持つ。バッジのデザインに関して

は、ライオンズクラブ国際協会の国際理事会から文書による承認を得なければな

らず、承認されたバッジは永久的なものとなる。新しいバッジの発行には、ライ

オンズクラブ国際協会理事会の承認を必要とする。 
 

(e) 特別委員会。必要に応じて会長は、特別な任務を遂行する委員会を任命すること

ができる。 
 

第 6 条 
会計年度 

 
第 1 項 行政年度。選出役員及び理事は、ライオンズ国際大会中に開かれる年次会合

で選出されて就任する。役員及び理事は、この日をもってそれぞれの任務を始め、次の

年次会合で新しい役員が選出された際に、任務を終わらせる。 
 
第 2 項 会計年度。会計年度は、7 月 1 日から次の年の 6 月 30 日とする。クラブ会計

は、詳細な年間財務報告書を年次会合で提出する。この報告書はライオンズクラブ国際

協会に提出されると共に、ライオンズ国際大会後、本クラブ会員に送られる会報第 1 号

に掲載されなければならない。 
 

第 7 条 
規定 

 
第 1 項 会則改正。本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会の決議だけで改正す

ることができるし、あるいは、年次会合に出席している本クラブ会員の過半数投票で改

正することができる。ただし、改正案が年次会合の少なくとも 30 日前までに文書で各

クラブ会員に提出されており、ライオンズクラブ国際協会理事会がその改正を承認する

ことを条件とする。 
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第 2 項 本会則に対する権限。本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会の決議に

よって改正することができる。本会則の規定で、国際協会の会則及び付則又は同協会の

国際理事会の方針に反するもの、あるいは同国際理事会によって反するとみなされるも

のは、一切無効となり、いかなる効力も持たない。ライオンズ国際交換ピン・クラブの

役員、理事、会員、その運営及び活動のすべては、前述国際理事会のみの管轄下におか

れ、同国際理事会は、ライオンズ国際ピン・クラブのいかなる役員、理事、理事会、会

員、会合の活動又は不活動をも覆すことができる。 
 
第 3 項 会員の品行 

(a) 各会員は、常に本クラブ会則上の規定を守り、道徳的かつ礼儀正しく、誠意をも

ってライオンズ交換ピン活動を行う必要がある。 
(b) ピン 1 個に対して 2 個又は 3 個など、不当な交換をライオン又はその家族に要求

することは、ライオンズ国際交換ピン・クラブの信条に反することである。 
(c) いかなるクラブ会員も、新しく製造された交換ピンをその地区又はクラブの会員

が交換のために買う場合以外は、ライオンズ交換ピンを売ることはできない。会

員が自分の地区又はクラブのピンを買う場合の値段は、発送料、関税、ロイヤル

ティなど、ピンの実費価格でなければならない。 
(d) いかなる会員も、交換ピンを複製してはならない。 

 
第 4 項 ライオンズ交換ピンのデザイン、注文、製造。交換ピンのデザイン、注文、

及び／又は製造に関わるいかなるクラブ会員も、このようなピンの調達においてライオ

ンズクラブ国際協会理事会が定める条件を満たさなければならない。この条件は、交換

ピンにライオンズ紋章を使うことに関して、ライオンズクラブ国際協会が定める規定が

守られていることを確認するためにある。 
 

第 8 条 
解散 

 
ライオンズ国際交換ピン・クラブの活動が停止される場合には、クラブの負債をすべて

を支払った後、残りの資金を全額ライオンズクラブ国際財団（LCIF）に寄付するよう、

理事会は同クラブの会計に指示する。
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EXHIBIT F 
 
ライオンズ国際貨幣クラブ 
会則及び付則 
（1987 年 7 月 1 日）（1988 年 9 月 7 日） 
 

第 1 条 
名称及び目的 

 
第 1 項 名称。本組織の名称は、ライオンズ国際貨幣クラブとする。 
 
第 2 項 目的。本組織の目的は、ライオンズ、レオ及びその家族の間で、貨幣収集の

趣味を促進し、国際親善を通して国際的ライオニズムの強化を図ることにある。 
 

第 2 条 
会員 

 
第 1 項 会員。ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員で、所属クラブの幹

事によって会員証明を受けた者は誰でも、本組織の会員になれる。入会申込書は、1 年

分の会費を添えて、本クラブの幹事に提出する。 
 
第 2 項 準会員 

(a) グッドスタンディングのライオンズ会員の近親者は誰でも、年間会費を添えて申

込書を提出すれば、準会員になることができる。 
(b) レオクラブのグッドスタンディングの会員は、スポンサー・ライオンズクラブの

幹事から会員証明を受け、1 年分の会費を添えて申し込むことにより、準会員に

なることができる。 
 

第 3 項 名誉会員 
(a) 理事会はいつでも、年次会合出席会員の過半数の投票による承認があれば、本ク

ラブの役員を名誉終身会員にすることができるし、妥当である場合には、前職礼

遇の栄誉を授けることもできる。さらにその役員を、投票権付き又は投票権なし

で、理事会の終身メンバーとすることもできる。 
(b) 理事会はいつでも、年次会合出席会員の過半数の投票による承認があれば、元会

長及び元幹事の寡婦／寡夫を、名誉終身会員にすることができる。 
(c) 名誉終身会員は、会費を払う必要がない。 
(d) 投票権を持つ名誉理事会メンバーは、一度に 2 人を超えてはならない。このよう

な地位は普通、役員を務め、クラブのために長い間著しい働きをした会員に与え

られる。 
(e) 名誉会員は、ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員でない限り、投票

権は持たず、役職に就くこともできない。 
 



2023 年 10 月 16 日改訂  JA 
第 7 章 

P.91 

第 4 項 終身会員。申込み及び 75 ドルの支払いがあった場合、会長は理事会の承認の

もとに、ライオンズ国際貨幣クラブに少なくとも 10 年間在籍している会員を、終身会

員にすることができる。これ以上の会費の支払いは必要とされない。ライオンズクラブ

のグッドスタンディングの会員である終身会員だけが、投票権を持ち、役職に就くこと

ができる。 
 
第 5 項 会員カード。各会員及び準会員には、会費が納入されると会員カードが交付

される。そのカードには、入会年月日が記入されるものとする。 
 
第 6 項 退会及び除名。 

(a) 本クラブの幹事宛に文書による退会届を提出すれば、会員又は準会員はいつでも

退会することができる。 
(b) 会費支払い期日経過後 90 日以内に会費を支払わなかった会員又は準会員は、自

動的に除名される。 
(c) 貨幣収集家の間で一般に認められている慣行に沿わない言動、あるいは、本クラ

ブ又はライオンズクラブ国際協会の規則に対する違反があった場合、理事会の過

半数の賛成投票によって、いかなる会員又は準会員をも除名することができる。 
(d) ライオンではなくなった会員は、その会員の名の下に準会員となっている者と共

に、自動的に除名される。 
 

第 7 項 会費。 
(a) 本クラブの年間会費は、年次会合に出席している会員の過半数の賛成投票によっ

て定められる。この金額は、郵便代、クラブ会報代、妥当な運営経費をまかなう

額とする。 
(b) 海外の会員には、クラブ会報を航空便で送るための年間費用に相当する金額が、

追加に課せられる。 
(c) 会員及び準会員は、毎年 7 月 1 日までに会費を納入する。 

 
第 3 条 

役員及び理事会 
 
第 1 項 選出役員。 

(a) 本クラブの選出役員は、会長、第一副会長、第二副会長、第三副会長、幹事、会

計、並びに 4 人の理事とする。 
(b) 理事以外の選出役員の任期は、辞任するか、又は本条 4 項に従って解任されない

限り、1 年とする。 
(c) 理事会には 4 人の理事をおく。かかる理事は毎年選挙で選ばれ、その任期は 2 年

とする。辞任又は解任によって 1 年目理事職に空席が生じた場合には、1 年間だ

けの任期で役を務める代わりの理事が、次の年次会合で選出される。 
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第 2 項 役員の任務 
 

(a) 会長。会長は、クラブの全事項に関して、一般に指導監督の権限を持ち、職権

上すべての委員会のメンバーとなる。本会則に定められているすべての任命を行

うとともに、必要に応じ、あるいは権限を与えられた場合にはその他の任命も行

う。会長は、本会則で指定されるすべての任務を遂行する。クラブの年次会議又

は年次会議の合間に開かれる理事会のいかなる会議においても、議長を務める。 
 

(b) 副会長。第一副会長、第二副会長、第三副会長は、クラブ運営において会長を

補佐する。会長が不在の場合、あるいは任務を遂行できない場合には、副会長が

順位に従って会長のすべての任務を代行する。また、会長から随時割り当てられ

る他の任務を遂行する。 
 

(c) 幹事。幹事は、クラブの会合並びに理事会会議の正確な記録をとり、永久に保

管する。また、クラブ会員の記録も管理する。更に、クラブ役員及び理事会に伝

える必要のある事項をすべて郵送し、幹事の元に届く事項で、本会則に規定され

ていない事項については全て、会長と相談する。幹事が集めた資金のいかなるも

のも、クラブの口座に預金するべく、会計に引渡す。 
 

(d) 会計。会計はクラブの全資金を管理し、会費をすべて徴収する。クラブの財務

報告書を四半期ごとに作成し、会長と幹事に提出する。資金はすべて銀行に預金

する。かかる銀行は会計が指定できるが理事会に承認されなければならない。会

計は、会長又は幹事の文書による承認があった場合、あるいは経費が予算に組ま

れ、年次会合出席会員の過半数によって承認された場合に、クラブの負債を全て

支払う。理事会から要求された場合には、理事会が定める額の保証金を積む。 
 

(e) 理事。理事会の採決を必要とするすべての事項に対して、理事は投票権を持つ。

理事は会長から時折任務を割当てられることもある。 
 

(f) 会長は、年次会議の合間、他の役員及び理事の補佐を受けてライオンズ国際貨幣

クラブの全ての事項に関して、措置を発案・履行し、管理運営に当たる権限を持

つ。 
 

第 3 項 前会長。前会長は職権により理事会のメンバーとみなされ、採決の結果が可

否同数の場合に投票権を持つ。 
 
第 4 項 役員の解任と交代。 

(a) 本条 2 項に定められる任務を怠慢した又は遂行しなかった役員はいかなる者も、

理事会が過半数の賛成投票をもって解任することができる。 
(b) 会長又は副会長が解任されたか辞任した場合、副会長が全員、順位に従って昇格

する。 
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(c) 幹事、会計、あるいは理事が解任されたか辞任した場合には、理事会の承認のも

とに会長が後継者を任命することができる。その任期は年度末に終了するものと

する。 
 
第 5 項 報酬。幹事を除くいかなる役員も、正式に承認された運営経費の返済を受け

る以外は、任務遂行に対する報酬を受けない。 
 

第 4 条 
年次会合及び選挙 

 
第 1 項 年次会合。 

(a) 年次会合はライオンズ国際大会中に開かれ、その際、必要な運営業務をすべて処

理し、次期役員を選出する。この外に、アメリカ貨幣収集家協会の年次大会に併

せて、年に少なくとも 1 回会合を開く。理事会は、その他の会合を承認すること

もできる。 
(b) 全ての会合は、本会則及びロバート議事規則に従って進行される。 
(c) 次の年次大会までの間に生じる事項については理事会が郵便で票決することがで

きる。 
 
第 2 項 役員選挙。 

(a) 役員の選挙は、本条 1 項 a に定められる年次会合で行われる。 
(b) 第 5 条 1 項 a に定められる指名委員会が、選挙される役員の候補者リストを提出

し、指名を行う。会合の席上からも、更なる候補者の指名を求める。会場からの

候補者の指名がなかった場合には、委員会により指名された役員を発声投票で選

ぶことができる。一つの役職に対して複数の候補者がいる場合には、議長が候補

者の退場を要請し、起立投票を行うことができる。候補者が当選するには、過半

数の票を得なければならない。 
 

第 5 条 
委員会 

 
第 1 項 常設委員会。会長は、選挙の後できるだけ早く、下記の委員会を任命しなけ

ればならない。 
 

(a) 指名委員会。指名委員会は、選出されるべき役員の候補者名簿を作成し、年次

選挙の 30 日前までに幹事に提出する。年次会合で、会合に出席している会員に

対しその名簿を提出する。この委員会の委員長又は任命された代理人は、名簿に

記載されている役員候補者名を読み上げた後、これらの候補者を指名推薦するこ

とを動議する。 
 

(b) 会員及び促進委員会。この委員会は、本クラブの会員増加及び活動促進に関す

る計画やアイディアを提案する。会長から時折要請される任務を遂行する。その
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任務とは、ライオンズ及びその家族の間で貨幣収集の関心を高め推進することで

ある。 
 

(c) メダル委員会。本委員会は、ライオンズクラブ国際協会及び本クラブの活動に

関連し、貨幣収集の上で会員達が関心を寄せる特別なメダルを促進する。そのよ

うなメダルのデザイン、またはデザインの選択、鋳造、販売及び配布の手配等の

任務を、会長の指示に従って遂行する。本委員会は、鋳造するメダルの数、コス

ト、その他の関係事項について会長と相談しなければならない。 
 

(d) 大会委員会。本委員会は、ライオンズクラブ国際大会国際大会中に催される本

クラブの行事の手配に責任を持つ。また、メダルを展示し、ライオンズ国際貨幣

クラブに関する情報を提供するブースを、大会センターに設置する手配をする。 
 

(e) 編集委員会。本委員会は、クラブの機関誌及び会報の発行に責任を持つ。会長

又は理事会が希望した場合には、本クラブ及びその活動に関するニュースを流す

など他の任務も遂行する。 
 
第 2 項 特別委員会。会長は随時、本クラブの活動推進に向け年度中特定の任務を遂

行する特別委員会を任命することができる。 
 

第 6 条 
会計年度 

 
第 1 項 行政年度。選出役員は、ライオンズ国際大会及び本クラブの年次会合で、正

式に選出され就任する。役員はこの日からそれぞれの任務を担い、次の年次会合での新

役員選挙の後に、その任務は終了する。 
 
第 2 項 会計年度。会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までとする。年次会合が

6 月 30 日よりも前に開かれた場合には、会計は暫定的な財務報告書をその会合で提出

する。会計報告書は、クラブ会報 9 月号に掲載されなければならない。 
 

第 7 条 
地方支部 

 
第 1 項 地区、又はその他の地理的区分、あるいは地元クラブが本クラブの幹事に申請

書を出し、本クラブ及びライオンズクラブ国際協会の理事会の承認を受ければ、地方支

部を組織することができる。このような地方支部は会則及び付則を採用することができ

るが、かかる地方支部、その活動、並びにその会則及び付則が、ライオンズクラブ国際

協会又は本クラブの会則にいかなる点においても抵触しないことが条件である。 
 
第 2 項 ライオンズ国際貨幣クラブ会員が 10 人いなければ、申請は考慮されない。 
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第 8 条 
規定 

 
第 1 項 会則改正。本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会の決議のみにより、

あるいは、年次会合に出席している会員の過半数の賛成投票により、改正することがで

きる。ただし、後者の場合、同年次会合の少なくとも 30 日前までに書面による改正案

が各会員に提出され、かつライオンズクラブ国際協会理事会がその改正案を承認するこ

とを条件とする。本会則に対するいかなる改正案又は改訂案も、ライオンズ国際貨幣ク

ラブの会員に提出される前に、国際本部に提出して承認を受けなければならない。 
 
第 2 項 ライオンズクラブ国際協会の管轄。ライオンズ国際貨幣クラブは、ライオン

ズクラブ国際協会理事会によって設立されたものであり、その監督下におかれる。本会

則の規定で、国際協会の会則及び付則又は国際理事会の方針に反するもの、あるいは国

際理事会によって反するとみなされるものは、一切無効となり、いかなる効力も持たな

い。ライオンズ国際貨幣クラブの役員、理事、会員、支部、運営、活動はすべて、前記

国際理事会の監督を受け、同国際理事会のみの管轄下におかれるものとし、同国際理事

会は、ライオンズ国際貨幣クラブのいかなる役員、理事、理事会、会員、支部、会合の

決断をも無効とすることができる。 
 
第 3 項 ライオンズ国際貨幣クラブによる販売。国際大会開催中ライオンズ国際貨幣

クラブのブースで販売される物品はいかなるものも、販売用にライオンズ国際貨幣クラ

ブが製造したか入手したライオンズ国際貨幣用品でなければならない。ライオンズ国際

貨幣クラブから明確に許可された場合を除き、いかなる者も、ライオンズ国際貨幣の名

で、あるいはライオンズ国際貨幣クラブに代わって、販売をすることはできない。貨幣

その他の物品をライオンズ国際貨幣クラブの会員に販売することを希望する者は誰でも、

国際貨幣クラブには一切関係せず、完全に自らの責任及び経費で、またライオンズ国際

貨幣クラブの施設を使わずに、販売することができる。 
 

第 9 条 
解散 

 
ライオンズ国際貨幣クラブの活動が停止される場合には、理事会は、クラブの負債をす

べて支払った後、残った資金を全額ライオンズクラブ国際財団（LCIF）に寄付するよ

う、会計に指示する。 
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EXHIBIT G 
 
ライオンズクラブ国際 
インターネットクラブ会則 

 
第 1 条 

名称及び目的 
 
第 1 項 名称。本組織の名称は、ライオンズ国際インターネットクラブとする。 
 
第 2 項 目的。本組織の目的は、特にインターネットを介してライオンズ及び地域社

会での国際親善と親睦を通じて国際的ライオニズムの強化を図ることにある。 
 

第 2 条 
会員 

 
第 1 項 会員。ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員は誰でも、本組織の

メンバーになることができる。そのような会員であることは、所属クラブの幹事が証明

しなければならない。 
 
第 2 項 準会員。レオクラブのグッドスタンディングの会員は誰でも、スポンサーの

ライオンズクラブの証明を受けて、準会員になることができる。 
 
第 3 項 退会及び除名。 

(a) 本クラブの幹事に書面よる退会届を提出すれば、会員はいつでも退会することが

できる。 
(b) それぞれの所属クラブでグッドスタンディングのライオン又はレオでなくなった

会員は、本クラブから自動的に除名される。 
(c) 本クラブ及び (又は)ライオンズクラブ国際協会が定めた基準に沿わない言動が

あった場合、本組織理事会の３分の２の投票によって、いかなる会員も除名する

ことができる。 
 

第 4 項 会費。 
(a) 本組織の運営経費に充てるため、年次会合に出席している会員の過半数の投票に

よって定められる年間会費が、各会員に課せられる。 
(b) 会員及び準会員の会費は、毎年 7 月 1 日までに納められなければならない。 

 
第 3 条 

役員及び理事会 
 
第 1 項 本クラブの選出役員は、会長、副会長、幹事、会計、並びに 6 人の理事とする。

更に、選出された役員及び理事をもって理事会が構成される。 
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第 2 項 理事以外の選出役員の任期は、辞任するか、又は本条 6 項に従って解任されな

い限り、1 年とする。 
 
第 3 項 毎年 3 人の理事が選挙され、その任期は 2 年とする。クラブ発足最初の年には、

3 人の理事が 1 年任期で選ばれ、3 人の理事が 2 年任期で選ばれる。 
 
第 4 項  

(a) 役職に空席が生じた場合には、本組織の理事会が残る任期のために、その役職を

補充することができる。 
(b) 妥当な理由があれば、本組織理事会の 3 分の 2 の投票で、いかなる役員をも解任

することができる。 
 

第 5 項 各役員の任期は、年次会合での就任式をもって開始し、後継者が選出されて就

任した際に終了する。 
 
第 6 項 いかなる役員又は理事も、正式に承認された運営上の経費の支払いを受ける以

外、任務遂行に対する報酬を受けない。 
 
第 7 項 いかなる役員又は理事も、2 回を超えて連続で任期を務めることはできない。 
 

第 4 条 
役員の任務 

 
第 1 項 会長。会長は、本組織の事項に関して、一般に指導監督の権限を持ち、職権

上すべての委員会のメンバーとなる。本組織の年次会合及び理事会会議が開催された際

にはそのいかなる会議においても、議長を務める。 
 
第 2 項 副会長。副会長は、本クラブの運営において会長を補佐する。会長が不在の

場合には、副会長が会長のすべての任務を代行する。また、会長から随時割り当てられ

る他の任務を遂行する。 
 
第 3 項 幹事。幹事は、本組織の会合の正確な記録を取り、永久に保管するとともに、

クラブ会員の記録を維持する。 
 
第 4 項 会計。会計は本組織の金銭に関して一般的な責任を持ち、会費を徴収する。

本組織の財務状況は四半期ごとに理事会に報告する。また、理事会が指定する銀行に、

すべての金銭を預金する。会計は、理事会の指示に従って、あるいは年間予算に組まれ

ている予算に従って、クラブに対する請求額及び負債をすべて支払う。理事会に要求さ

れた場合には、理事会が指定する額の保証金を積む。 
 
第 5 項 理事。理事は、理事会の票決を必要とするすべての事項に対して投票権を持

つ。更に、会長から時折その他の任務を割当てられることもある。 
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第 5 条 

年次会合及び選挙 
 
第 1 項 年次会合。 

(a) 年次会合はライオンズクラブ国際大会中に開かれ、その際に必要な運営業務を全

て処理し、次期役員を選出する。 
(b) 次の年次会合までの間に理事会の決議を必要とする事項が生じた場合には、理事

会の選択に基づき、電子メールその他のテレコミュニケーション法、あるいは普

通の郵便による票決で処理することができる。 
 

第 2 項 役員の選挙。役員の選挙は、下記の手順に従って、年次会合で行われる。 
(a) 指名委員会は、年次会合において選挙により選ばれる種々役職の候補者名を提出

して指名推薦する。このほかに、会場の席上からも指名推薦をすることができる。

追加の指名推薦がない場合には、会長が指名推薦締切りを宣言する。 
(b) 選挙は、出席している投票権保有者による記入式の無記名投票により行われなけ

ればならない。当選には、単純過半数の得票が必要である。候補者が一人だけの

場合には、発声投票で決めることができる。 
 

第 6 条 
委員会 

 
第 1 項 会長は、選挙の後できるだけ早く、下記の委員会を任命する。 

(a) 指名委員会。指名委員会は、選挙される役員及び理事の候補者を選び、そのリス

トを年次会合の 60 日前までに幹事に提出する。幹事は、年次会合の通知を出す

際に、これら候補者の氏名を各会員に伝える。 
(b) 会員及び促進委員会。この委員会は、本クラブの活動及び会員増加を促進する計

画又は案を提出する。 
(c) 大会委員会。年次会合中に催される行事の手配に責任を持つ。 

 
第 7 条 

会計年度 
 
本組織の会計年度は、毎年 7 月 1 日から 6 月 30 日までとする。 
 

第 8 条 
基準 

 
第 1 項 本組織のいかなる会員も、私的、政治的、営利的、その他の野心のために、会

員であることを利用してはならない。また、組織全体としても本組織の目的に反する運

動に参加してはならない。 
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第 2 項 ライオンズクラブ国際会則及び付則第 12 条 4 項に厳密に従わない限り、本組

織の会員、あるいは地域社会から、いかなる資金をも要請することができない。 
 
第 3 項 ライオンズクラブ国際協会の管轄。本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事

会の決議によって改正することができる。本会則の規定で、ライオンズクラブ国際協会

の会則及び付則又は国際理事会の方針に反するもの、あるいは国際理事会によって反す

るとみなされるものは、一切無効となり、いかなる効力も持たない。ライオンズクラブ

国際インターネットクラブの役員、理事、会員、運営、活動はすべて、完全にこの国際

理事会の監督及び管轄下に置かれる。 
 
第 4 項 本会則は、ライオンズクラブ国際協会理事会の決議で、あるいは年次会合に出

席しているクラブ会員の 3 分の 2 の投票で、改正することができるが、会員の投票によ

る改正は、その後に国際理事会の決議で批准されなければならず、かかる改正は、国際

理事会が批准するまで、発効しない。 
 

第 9 条 
解散 

 
本組織の活動が停止される場合には、理事会は、クラブの負債をすべて支払った後残っ

た資金を全額、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）等、広く認識されている慈善団体

に寄付するよう、本組織の会計に指示する。 
 


